
 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 奈良県地域防災計画（地震編） 

修正案 新旧対照表 

 

 

 

 

 

 

 

資料２－２ 



 

 

 

 



 第１章 総則 

1 

奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

第１節 目的  

（防災統括室）  

 

第１ 略 

 

第２ 計画の基本方針  

  いつどこでも起こりうる地震による人的被害、経済被害を軽減し、安全・安心を確保

するためには、行政による公助はもとより、住民一人一人が自発的に行う防災活動であ

る自助や、身近な地域コミュニティや自主防災組織をはじめとした、地区内の居住者等

が連携して行う防災活動である共助が必要である。  

 

 

この計画は、法第２条の２の基本理念にのっとり、個人や家庭、地域、企業、団体等社

会の様々な主体が連携して、「減災」の考え方に基づいて「自分の命は自分で守る」とい

う意識のもと、「自助」・「共助」の取り組みを推進するとともに、県及び市町村による

「公助」を適切に組み合わせ、総合的かつ計画的に地震災害対策の推進を図り、「災害

に日本一強い奈良県を目指す」ものとする。  

１～２ 略 

 

第３～第６ 略  

 

第７ 奈良県国土強靱化地域計画との関係  

  県は、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化

基本法（平成２５年法律第９５号）に基づき、奈良県国土強靱化地域計画を策定し、その

進捗を管理する。国土強靱化地域計画は、地域防災計画と相互補完する。  

 １ 奈良県国土強靱化地域計画  

  国土強靱化地域計画は、本県地域の状況に応じた国土強靱化施策の総合的かつ計画的

な推進を目的に以下の考え方に基づき策定した。  

  

 

（１）～（３） 略  

 （４）「リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）」１８項目に対して脆弱性を評

価し、「回避するために必要な取組」を検討  

 （５）平成２８年度から３２年度（令和２年度）の５年間の計画とし、原則５年ごとに見

直す  

 ２ 国土強靱化アクションプラン  

     国土強靱化地域計画の着実な推進のため、具体的な事業をまとめたアクションプラン

を毎年度策定する。地域防災計画の実施計画としての意味も併せ持つものとする。  

 

 

第８ 略 

 

第１節 目的  

（防災統括室）  

 

第１ 略 

 

第２ 計画の基本方針  

  いつどこでも起こりうる地震による人的被害、経済被害を軽減し、安全・安心を確保

するためには、公助として、防災関係機関がそれぞれ果たすべき役割を的確に実施して

いく必要がある。併せて、住民一人一人が自発的に行う防災活動である自助や、身近な

地域コミュニティや自主防災組織をはじめとした、地区内の居住者等が連携して行う防

災活動である共助が必要であり、南海トラフ地震等の大規模地震の発生が切迫化してい

る近年、自助・共助の重要性はより一層高まっている。 

この計画は、法第２条の２の基本理念にのっとり、個人や家庭、地域、企業、団体等社

会の様々な主体が連携して、「減災」の考え方に基づいて「自分の命は自分で守る」とい

う意識のもと、「自助」・「共助」の取り組みを推進するとともに、県及び市町村による

「公助」を適切に組み合わせ、総合的かつ計画的に地震災害対策の推進を図り、「災害

に日本一強い奈良県を目指す」ものとする。  

１～２ 略 

 

第３～第６ 略  

 

第７ 奈良県国土強靱化地域計画との関係  

  県は、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化

基本法（平成２５年法律第９５号）に基づき、奈良県国土強靱化地域計画を策定し、そ

の進捗を管理する。国土強靱化地域計画は、地域防災計画と相互補完する。  

 １ 第２期奈良県国土強靱化地域計画  

  奈良県国土強靱化地域計画は、平成２８年度に本県地域の状況に応じた国土強靱化施

策の総合的かつ計画的な推進を目的に策定した。  

  計画の最終年度である令和２年度に、国土強靱化基本計画の見直しや、近年の災害の

経験と教訓を踏まえた見直しを行い、第２期奈良県国土強靱化地域計画を策定した。  

 （１）～（３） 略  

 （４）「リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）」２１項目に対して脆弱性を評

価し、「回避するために必要な取組」を検討  

 （５）令和３年度からの概ね５年間を計画の対象期間とする。  

 

 ２ 国土強靱化アクションプラン  

     奈良県国土強靱化地域計画の着実な推進のため、具体的な事業をまとめたアクション

プランを毎年度策定する。地域防災計画の実施計画としての意味も併せ持つものとす

る。  

 

第８ 略 

 

 

防災統括室  

 

 

 

 

 

 

 

検 討 委 員 会 意 見

の反映  

 

検 討 委 員 会 意 見

の反映  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２ 期 奈 良 県 国

土 強 靱 化 地 域 計

画策定による  

 

 

 

同上  

 

同上  

 

 

記載の適正化  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

第２節 防災関係機関が処置すべき事務又は業務の大綱  

第１ 奈良県  

機関名  災害予防  災害応急対策  災害復旧・復興  

奈良県  １～12 略 

 

 

 

 

13．その他法令及び奈良

県地域防災計画に基

づく災害予防の実施 

 

１．略 

 

２．活動体制の確立、

他 機 関 と の 連 携 に

よ る 市 町 村 応 援 体

制の確立  

 

３～13 略 

 

１～５ 略  

奈 良 県 警 察

本部 

略    

 

第２ 市町村  

機関名  災害予防  災害応急対策  災害復旧・復興  

各市町村  １～19 略 

 

１～９ 略 

10．避難の勧告また

は指示 

11～21 略 

１～３ 略  

 

第３ 指定地方行政機関  

機関名  災害予防  災害応急対策  災害復旧・復興  

近 畿 総 合 通

信局  

１～２ 略  

 

 

１～２ 略   

近畿地方整

備局  

１～４ 略  １～２ 略  

 

略  

大 阪 航 空 局

八 尾 空 港 事

務所  

略   １～２ 略  

３．県内場外離着陸場

（臨時ヘリポート）

の航空法第 79 条但

書 の 規 定 に 基 づ く

許可  

 

大 阪 管 区 気

象台（奈良地

方気象台）  

１．気象予警報等の発表  

 

 

 

２．気象・地象の観測及

びその成果等の収集

と発表  

 

 

１．略  

２．災害時の応急活動

を支援するため、災

害 時 気 象 支 援 資 料

の提供 

 

 

第２節 防災関係機関が処置すべき事務又は業務の大綱  

第１ 奈良県  

機関名  災害予防  災害応急対策  災害復旧・復興  

奈良県  １～12 略 

13．災害応急対策への

協力が期待される建

設業団体等の担い手

の確保・育成の実施 

14．その他法令及び奈良

県地域防災計画に基

づく災害予防の実施 

 

１．略 

 

２ ． 関 係 機 関 と の連

携・協力による活動

体制及び市町村応援

体制の確立 

 

３～13 略 

 

１～５ 略  

奈 良 県 警 察

本部 

略    

 

第２ 市町村  

機関名  災害予防  災害応急対策  災害復旧・復興  

各市町村  １～19 略 

 

１～９ 略 

10．避難の指示 

 

11～21 略 

１～３ 略  

 

第３ 指定地方行政機関  

機関名  災害予防  災害応急対策  災害復旧・復興  

近 畿 総 合 通

信局  

１～２ 略  

３．情報伝達手段の多様

化・多重化の促進  

１～２ 略   

近畿地方整

備局  

１～４ 略  １～２ 略  

３．災害対応の応援  

略  

大 阪 航 空 局

八 尾 空 港 事

務所  

略    

 

１～２ 略  

３．県内場外離着陸場

（臨時ヘリポート）

の航空法第 79 条但

書 の 規 定 に 基 づ く

許可  

 

大 阪 管 区 気

象台（奈良地

方気象台）  

１．気象、地象、地動及

び水象の観測並びに

その成果の収集及び

発表  

２．気象、地象（地震に

あっては、発生した断

層運動による地震動

に限る）及び水象の予

報並びに警報等の防

１．略  

２．災害時の応急活動

を支援するため、災

害 時 気 象 支 援 資 料

の提供及び解説（職

員の派遣等） 

 

被 災 地 域 へ の 支 援 情

報の提供 

 

防災統括室等  

 

 

 

 

R2 防災基本計画

修正に基づく  

記載の適正化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災 害 対 策 基 本 法

の改正  

 

 

 

 

 

R1 防災基本計画

修正に基づく  

 

時点修正  

 

航空法第 79 条但

書 に 基 づ く 許 可

に 関 す る 手 続 き

先 の 変 更 に よ る

（ 八 尾 空 港 事 務

所 → 関 西 空 港 事

務所）  

 

記載の適正化  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

 

 

３．防災気象知識の普及

啓発  

 

４．防災対策に関する技

術的な支援・助言（職

員の派遣等）  

 

 

 

略     

 

第４ 略  

 

第５ 指定公共機関  

機関名  災害予防  災害応急対策  災害復旧・復興  

略     

日 本 赤 十 字

社 奈 良 県 支

部  

１～３ 略  １．略  

 

 

 

２．防災ボランティア

の派遣  

３．血液製剤の確保及

び供給  

４．救護物資の配分  

略  

関 西 電 力 株

式会社（奈良

支社）  

略  

 

略  略  

 

第６ 略  

 

第７ 公共的団体・機関  

機関名  災害予防  災害応急対策  災害復旧・復興  

略     

社 会 福 祉 法

人 奈 良 県 社

会 福 祉 協 議

会  

１～２ 略  

 

１．略  

 

 

  

災気象情報の発表、伝

達及び解説  

３．気象業務に必要な観

測、予報及び通信施設

の整備  

４．地方公共団体が行う

防災対策に関する技

術的な支援・助言 

５．防災気象情報の理解

促進、防災知識の普及

啓発  

略     

 

第４ 略  

 

第５ 指定公共機関  

機関名  災害予防  災害応急対策  災害復旧・復興  

略     

日 本 赤 十 字

社 奈 良 県 支

部  

１～３ 略  １．略  

２．避難所での生活環

境 の 整 備 及 び こ こ

ろのケア  

３．防災ボランティア

の派遣  

４．血液製剤の確保及

び供給  

５．救援物資の配分  

略  

関 西 電 力 株

式会社（奈良

支社）  

関 西 電 力 送

配 電 株 式 会

社 （ 奈 良 支

社）  

略  略  略  

 

第６ 略  

 

第７ 公共的団体・機関  

機関名  災害予防  災害応急対策  災害復旧・復興  

略     

社 会 福 祉 法

人 奈 良 県 社

会 福 祉 協 議

会  

１～２ 略  

３．奈良県災害福祉支援

ネットワークの運営  

１．略  

２．奈良県災害派遣福

祉 チ ー ム （ Ｄ Ｗ Ａ

Ｔ）の派遣  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直 近 の 施 策 の 反

映  

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

送 配 電 部 門 分 社

化に伴う  

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

第４節 地震被害想定  

 

第１～第４ 略 

 

第５ 南海トラフ巨大地震の被害想定  

 （略） 

 １ 内閣府が公表した被害想定について  

 （１）前提とする自身の性格 

（略） 

南海トラフにおいて次に発生する地震・津波は、多様な震源パターンがあり得る

ことから、必ずしも「最大クラスの地震・津波」が発生するというものではない

が、政府地震調査研究推進本部地震調査委員会における長期評価によると、今後３

０年以内にマグニチュード８～９クラスの地震が発生する確率は７０～８０％に達

すると評価されている（２０１９年１月１日現在）  

（２）～（３） 略  

２ 略 

第４節 地震被害想定  

 

第１～第４ 略 

 

第５ 南海トラフ巨大地震の被害想定  

 （略） 

 １ 内閣府が公表した被害想定について  

 （１）前提とする自身の性格 

（略） 

南海トラフにおいて次に発生する地震・津波は、多様な震源パターンがあり得る

ことから、必ずしも「最大クラスの地震・津波」が発生するというものではない

が、政府地震調査研究推進本部地震調査委員会における長期評価によると、今後３

０年以内にマグニチュード８～９クラスの地震が発生する確率は７０～８０％に達

すると評価されている（令和４年１月１日現在）  

（２）～（３） 略  

２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

第１節 避難行動計画  

（防災統括室等）  

 

第１～第３ 略  

 

第４ 指定緊急避難場所及び避難路の整備  

県及び市町村は、指定緊急避難場所及び避難路について、自ら、若しくはその管理者

（設置者）と十分調整を図り、次のとおり整備に努める。  

１～４ 略  

５ 避難場所の開錠・開設を自主防災組織で担うなどの避難活動の促進  

 

６ 略  

 

第５～第６ 略  

  

第７ 住民への周知及び啓発  

１ 略  

２ ハザードマップの内容の理解促進  

市町村は、震度被害マップ及び液状化被害マップ等のハザードマップを作成し、地域

の危険性についても周知する。その際、ハザードマップは安全な場所を示す「安全マッ

プ」ではないことを理解してもらうとともに、ハザードマップの内容が正しく住民に伝

わり、避難に対する意識の向上や訓練の実施等につながるようにする。  

県は市町村のハザードマップの作成に関し、技術的助言を行うとともに、県内市町村

のハザードマップを県ホームページに集約しリスク情報の充実を図る。  

 

 

 

３ 迅速かつ適切な避難行動等の促進  

さらに、「避難」は必ずしも指定避難所や指定緊急避難場所へ行くことを指すものでは

なく、場合によっては指定避難所等へ行くことがかえって危険となる場合もあることに

留意する。県や市町村は、これを適切に住民へ周知するとともに、近隣のより安全な建

物等への緊急的避難や、屋内でもより安全な場所へ移動する安全確保措置も有効である

ことを平時から周知するよう努める。  

 

 

第８～第９ 略  

 

第１０ 住民自らが取り組むべきこと   

  住民は、自主防災組織を結成し、住民主体の避難訓練の実施や避難経路作成等により、

地域全体の防災意識を向上させ、災害発生時の安全・確実な避難行動や住民間のお互い

の避難の声かけを実現し、地域の避難体制の強化を図る。市町村は、住民の防災活動を

全面的に推進、支援、協力を行う。県は市町村に対し必要な支援、助言を行う。  

 

 

第１節 避難行動計画  

（防災統括室等）  

 

第１～第３ 略  

 

第４ 指定緊急避難場所及び避難路の整備  

県及び市町村は、指定緊急避難場所及び避難路について、自ら、若しくはその管理者

（設置者）と十分調整を図り、次のとおり整備に努める。  

１～４ 略  

５ 避難場所の開錠・開設を自主防災組織で担うなどの、円滑な避難のための、地域の

コミュニティを活かした避難活動の促進  

６ 略  

 

第５～第６ 略  

  

第７ 住民への周知及び啓発  

１ 略  

２ ハザードマップの内容の理解促進  

市町村は、震度被害マップ及び液状化被害マップ等のハザードマップを作成し、地域

の危険性についても周知する。その際、ハザードマップは安全な場所を示す「安全マッ

プ」ではないことを理解してもらうとともに、ハザードマップの内容が正しく住民に伝

わり、避難に対する意識の向上や訓練の実施等につながるようにする。  

県は市町村のハザードマップの作成に関し、技術的助言を行うとともに、県内市町村

のハザードマップを県ホームページに集約しリスク情報の充実を図る。  

また、ハザードマップ等の配布又は回覧に際しては、居住する地域の災害リスクや住

宅の条件等を考慮したうえでとるべき行動や適切な避難先を判断できるよう周知に努め

る。  

３ 迅速かつ適切な避難行動等の促進  

「避難」は必ずしも指定避難所や指定緊急避難場所へ行くことだけを指すものではな

く、場合によっては指定避難所等へ行くことがかえって危険となる場合もあることに留

意し、県や市町村は、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、避難先

として安全な親戚・知人宅等も選択肢としてあること、警戒レベル４で「危険な場所か

ら全員避難」すべきこと等の避難に関する情報の意味の理解の促進に努め、適切に周知

するものとする。  

 

第８～第９ 略  

 

第１０ 住民自らが取り組むべきこと   

  住民は、自主防災組織を結成し、住民主体の避難訓練の実施や避難経路作成等により、

地域全体の防災意識を向上させ、災害発生時の安全・確実な避難行動や住民間のお互い

の避難の声かけを実現し、地域の避難体制の強化を図る。市町村は、住民の防災活動を

全面的に推進、支援、協力を行う。県は市町村に対し必要な支援、助言を行う。  

また住民は、災害に備え、どのような情報を元に、どのようなタイミングで、どこへ

避難するのかについて、あらかじめ具体的に、自ら決めておくよう努めるものとする。  

防災統括室、疾病

対策課  

 

 

 

 

 

 

 

 

防 災 基 本 計 画 と

の整合を図る  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

記載の適正化  

 

R2 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検 討 委 員 会 意 見

の反映  
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第１１ 自宅療養者等の避難 

保健所は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養者等の被災に備えて、

平常時から、防災担当部局（県の保健所にあっては、管内の市町村の防災担当部局を含

む。）との連携の下、ハザードマップ等に基づき、自宅療養者等が危険エリアに居住し

ているか確認を行うよう努めるものとする。また、市町村の防災担当部局との連携の下、

自宅療養者等の避難の確保に向けた具体的な検討・調整を行うとともに、必要に応じて、

自宅療養者等に対し、避難の確保に向けた情報を提供するよう努めるものとする。  

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

第２節 避難生活計画  

（防災統括室等）  

 

第１ 略  

 

第２ 指定避難所の指定  

 １ 指定基準  

市町村長は、次の事項に留意して避難所を指定し、日頃から住民への周知徹底に努め

る。  

 

 

 

 

 

（１）～（５） 略  

 ２ 指定に当たっての注意事項  

  市町村長は、指定避難所を指定しようとするときは、当該指定避難所の管理者（当該

市町村を除く）の同意を得なければならない。  

 

 

３～５ 略  

 

第３ 略  

 

第４ 指定避難所の整備  

市町村は、指定避難所について、自ら、若しくはその管理者（設置者）と十分調整を図

り、次のとおり施設・設備の整備に努める。県は、市町村が行う指定避難所整備につい

て、その取り組みを支援する。  

１ 指定避難所に指定されている施設等の整備  

（１）～（２） 略  

 

 

 

 

２ 設備の充実による避難施設としての機能強化  

（１）非常用電源、自家発電機  

第２節 避難生活計画  

（防災統括室等）  

 

第１ 略  

 

第２ 指定避難所の指定  

 １ 指定基準  

市町村長は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、新型コロナウイルス感染

症を含む感染症対策等を踏まえ、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、その管理者

の同意を得た上で、避難者が避難生活を送るために必要十分な指定避難所をあらかじめ

指定し、平常時から、指定避難所の場所、収容人数等について、住民への周知徹底を図

るものとする。また、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想

定し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努めるものとする。  

指定にあたっては次の事項に留意する。  

（１）～（５） 略  

 ２ 指定に当たっての注意事項  

指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができるが、指定緊急避難場所と

指定避難所が相互に兼ねる場合においては、特定の災害においては当該施設に避難する

ことが不適当である場合があることを日頃から住民等へ周知徹底するよう努めるものと

する。  

 ３～５ 略  

 

第３ 略  

 

第４ 指定避難所の整備  

市町村は、指定避難所について、自ら、若しくはその管理者（設置者）と十分調整を図

り、次のとおり施設・設備の整備に努める。県は、市町村が行う指定避難所整備につい

て、その取り組みを支援する。  

１ 指定避難所に指定されている施設等の整備  

（１）～（２） 略  

（３）家庭動物のための避難スペース確保  

 市町村は、必要に応じ、指定避難所における家庭動物のための避難スペースの確保等

に努めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携

に努めるものとする。  

２ 設備の充実による避難施設としての機能強化  

（１）非常用電源（電気自動車の活用を含む）、自家発電機  

防災統括室  

 

 

 

 

 

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

 

 

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

検討委員会意見・
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（２）～（１１） 略  

３～４ 略  

 

第５  略  

 

第６ 避難所の運営  

 市町村は、自主防災組織などと協力して、避難所運営に関する以下の対策を実施する。 

１ 避難所運営マニュアルの作成  

市町村は、災害時における迅速かつ円滑な避難所の管理・運営等を図るため、県が作

成した「奈良県避難所運営マニュアル（平成２９年３月改定）」に基づき、地域の実情に

応じた適切な避難所運営のためのマニュアルの作成に努める。  

県は、「奈良県避難所運営マニュアル（平成２９年３月改定）」を市町村に周知すると

ともに、市町村の避難所運営マニュアルの作成または改定について、技術的助言などの

支援を行う。  

 

 

 

 

 

【マニュアルの主な記載内容】  

１．避難所運営の基本方針  

２．マニュアルの目的・構成及び使い方  

３．各ステージ（初動期、展開期、安定期、撤収期）で実施すべき業務の全体像  

４．各ステージ（初動期、展開期、安定期、撤収期）で実施すべき個々の業務  

５．要配慮者への対応  

６．女性への配慮  

７．避難所のペット対策  

８．大規模災害時の避難所の状況想定  

９．関係機関の役割  

10．様式  

 

２～３ 略  

４ 避難所開設・運営訓練の実施  

市町村は、地域の自主防災組織や住民等と協力し、避難所運営マニュアルに沿った避

難所開設・運営訓練を実施し、実際の災害に備えることとする。  

県は、市町村職員に対し避難所運営研修を実施し、運営のための知見やＮＰＯとの連

携強化を盛り込むことで、研修の強化、充実を図る。また、市町村が行う避難所運営訓

練について、技術的助言など市町村の訓練の実施を支援する。  

 

 

 

 

 ５ 女性等の多様な視点の取り入れ、プライバシーの確保  

 市町村は、住民主体の避難所運営組織と連携し、避難所の設営や運営において、女性を

はじめとする多様な視点を幅広く取り入れて、誰もが最低限健康を維持できる環境づく

（２）～（１１） 略  

３～４ 略  

 

第５ 略  

   

第６ 避難所の運営  

 市町村は、自主防災組織などと協力して、避難所運営に関する以下の対策を実施する。 

１ 避難所運営マニュアルの作成  

市町村は、災害時における迅速かつ円滑な避難所の管理・運営等を図るため、県が作

成した「奈良県避難所運営マニュアル（平成２９年３月改定）」に基づき、地域の実情に

応じた適切な避難所運営のためのマニュアルの作成に努める。  

県は、「奈良県避難所運営マニュアル（平成２９年３月改定）」を市町村に周知すると

ともに、市町村の避難所運営マニュアルの作成または改定について、技術的助言などの

支援を行う。  

また、市町村は新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、県が作成した「新型コロ

ナウイルス感染症に備えた避難所運営に係るガイドライン（令和２年６月）」を参考に、

手洗いやマスクの着用、避難者の過密抑制など、感染症対策の観点を取り入れたマニュ

アルの見直しや拡充に努める。  

 

【マニュアルの主な記載内容】  

１．避難所運営の基本方針  

２．マニュアルの目的・構成及び使い方  

３．各ステージ（初動期、展開期、安定期、撤収期）で実施すべき業務の全体像  

４．各ステージ（初動期、展開期、安定期、撤収期）で実施すべき個々の業務  

５．要配慮者への対応  

６．女性への配慮  

７．避難所のペット対策  

８．大規模災害時の避難所の状況想定  

９．関係機関の役割  

10．様式  

 

２～３ 略  

４ 避難所開設・運営訓練の実施  

市町村は、地域の自主防災組織や住民等と協力し、避難所運営マニュアル及び地域の

災害リスクに基づいた定期的な避難所開設・運営訓練を夜間等様々な条件に配慮し、居

住地、職場、学校等においてきめ細かく実施し、住民の災害時の避難行動、基本的な防

災用資機材の操作方法等の習熟を図るものとする。また、新型コロナウイルス感染症を

含む感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した避

難所開設・運営訓練を積極的に実施するものとする。  

県は、市町村職員に対し避難所運営研修を実施し、運営のための知見やＮＰＯとの連

携強化を盛り込むことで、研修の強化、充実を図る。また、市町村が行う避難所運営訓

練について、技術的助言など市町村の訓練の実施を支援する。  

 ５ 女性等の多様な視点の取り入れ、プライバシーの確保  

 市町村は、住民主体の避難所運営組織と連携し、避難所の設営や運営において、女性

をはじめとする多様な視点を幅広く取り入れて、誰もが最低限健康を維持できる環境づ

県施策の反映  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県施策の反映  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  
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りを目的とし、設備面の改善や住民への意識啓発等の対応を進めるものとする。県は住民

への啓発や市町村への支援、助言を行う。  

県、市町村は、全ての避難者が安心して過ごせるよう、避難所におけるプライバシーの

確保のため、間仕切りカーテン等を確保する。また、警察と連携し、盗難や性暴力等の犯

罪抑止対策に努める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７～第９ 略 

くりを目的とし、設備面の改善や住民への意識啓発等の対応を進めるものとする。県は

住民への啓発や市町村への支援、助言を行う。  

県、市町村は、全ての避難者が安心して過ごせるよう、避難所におけるプライバシーの

確保のため、間仕切りカーテン等を確保する。また、警察と連携し、盗難や性暴力等の

犯罪抑止対策に努める。  

市町村は、指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票の有無

等に関わらず適切に受け入れられるよう、地域の実情や他の避難者の心情等について勘

案しながら、あらかじめ受け入れる方策について定めるよう努めるものとする。  

６ 普及啓発  

市町村は、マニュアルの作成、訓練等を通じて、指定避難所の運営管理のために必要な

知識等の普及に努めるものとする。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主

体的に指定避難所を運営できるように配慮するよう努めるものとする。特に、夏季には

熱中症の危険性が高まるため、熱中症の予防や対処法に関する普及啓発に努めるものと

する。  

７ 平常時の感染症対策  

地方公共団体は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、平常時から、

指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感染症患者が発生した場合

の対応を含め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な措置を講じるよう

努めるものとする。また、必要な場合には、国や独立行政法人等が所有する研修施設、

ホテル・旅館等の活用を含めて、可能な限り多くの避難所の開設に努めるものとする。  

 

第７～第９ 略  

 

 

 

 

 

 

R2 防災基本計画

修正に基づく  

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  

  

 

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  

  

 

 

 

第３節 帰宅困難者対策計画  

（防災統括室、観光局）  

 

第１ 帰宅困難者について  

１～３ 略  

 ４ 観光客  

  （平成２９年（１月～１２月）奈良県観光客動態調査報告書  奈良県観光局）  

 

第３節 帰宅困難者対策計画  

（防災統括室、観光局）  

 

第１ 帰宅困難者について  

１～３ 略  

 ４ 観光客  

  （令和元年（１月～１２月）奈良県観光客動態調査報告書  奈良県観光局）  

 

な ら の 観 光 力 向

上課、防災統括室  

 

 

 

 

 

時点修正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道・東北
1.7%

関東圏
13.3%

中部圏
11.3%

近畿圏
63.6%

中国・四国
4.2%

九州・沖縄
1.7%

その他
4.2%

北海道・東

北
関東圏

中部圏

近畿圏

中国・四国

北海道・東北
1.7%

関東圏
12.1%

中部圏
14.0%

近畿圏
60.1%

中国・四国
4.1%

九州・沖縄
1.8%

その他
6.2%

北海道・東

北
関東圏

中部圏

近畿圏

中国・四国
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

第２ 略  

 

第３ 駅周辺等における滞留者対策  

  大規模地震等が発生した場合、特にターミナル駅やその周辺は多くの人が滞留し、混

乱が発生することが予想されるため、市町村は駅周辺の事業者等と連携し、混乱防災対

策の充実を図る。  

１～３ 略  

 

第４ 帰宅困難者への支援対策  

１ 徒歩帰宅者への支援  

 県は、関西広域連合と連携して、コンビニエンスストアや外食事業者等をはじめとし

た企業や団体と協定を締結し、災害時帰宅支援ステーションの確保に努める。  

 協定締結事業者は、それぞれの店舗において、平常時から「災害時帰宅支援ステーシ

ョン・ステッカー」やポスター、デジタルサイネージ等の掲示により、取組の周知を図

る。  

 

 

 

 

２～３ 略  

 

第５ 観光客等への支援対策  

１～２ 略  

３ 県は、店舗、施設、医療機関などの施設で利用可能な通訳サービス  「奈良県多言語

コールセンター」の周知に努める。  

 

第２ 略  

 

第３ 駅周辺等における滞留者対策  

  大規模地震等が発生した場合、特にターミナル駅やその周辺は多くの人が滞留し、混

乱が発生することが予想されるため、市町村は駅周辺の事業者等と連携し、混乱防止策

の充実を図る。  

１～３ 略  

 

第４ 帰宅困難者への支援対策  

１ 徒歩帰宅者への支援  

 県は、関西広域連合と連携して、コンビニエンスストアや外食事業者等をはじめとし

た企業や団体と協定を締結し、災害時帰宅支援ステーションの確保に努める。  

 協定締結事業者は、それぞれの店舗において、平常時から「災害時帰宅支援ステーシ

ョン・ステッカー」やポスター、デジタルサイネージ等の掲示により、取組の周知を図

る。  

 また、大規模災害発生時に、徒歩帰宅者が円滑に帰宅できるよう、出発地と目的地を

入力するだけで、徒歩帰宅ルートの沿道にある災害時帰宅支援ステーション等をインタ

ーネット上の地図で確認できる「関西広域連合  帰宅困難者 NAVI（ナビ）」の活用につ

いて周知を図る。  

２～３ 略  

 

第５ 観光客等への支援対策  

１～２ 略  

３ 県は、外国人観光客が、病気やケガ等の旅行上のトラブルや災害発生時において、

適切に情報を入手し、的確な対応ができるよう、多言語による相談・情報提供体制の

強化に努める。  

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直 近 の 施 策 の 反

映  

 

 

 

 

 

 

奈 良 県 観 光 総 合

戦 略 に 合 わ せ た

修正  

第４節 要配慮者の安全確保計画  

（防災統括室、福祉医療部）  

 

第１ 市町村地域防災計画への規定及び全体計画の策定  

   市町村は、避難行動要支援者に係る全体的な考え方を整理し、地域防災計画に下記の

重要事項を定めなければならない。また、必要に応じて、地域防災計画の下位計画とし

て、全体計画を定めるものとする。  

 

 

１ 避難支援等関係者となる者  

 ２ 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲  

 ３ 名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法  

 ４ 名簿の更新に関する事項  

 ５ 名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するために市町村が求める措置及び市町  

村が講ずる措置  

 ６ 要配慮者が円滑に避難のための立退きを行うことができるための通知又は警告の配

慮  

第４節 要配慮者の安全確保計画  

（防災統括室、福祉医療部）  

 

第１ 市町村地域防災計画への規定  

市町村は、避難行動要支援者の避難支援等についての考え方を整理し、避難行動要支

援者名簿及び個別避難計画に係る作成・活用方針等を整理するものとし、そのうち、下

記の重要事項を地域防災計画に定めなければならない。また、市町村は、作成した避難

行動要支援者名簿及び個別避難計画に基づき、避難行動要支援者を適切に誘導し、安否

確認等を行うための措置について定めるものとする。  

１ 避難支援等関係者となる者  

２ 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲  

３ 避難行動要支援者名簿・個別避難計画作成に必要な個人情報及びその入手方法  

４ 避難行動要支援者名簿・個別避難計画の更新に関する事項  

５ 避難行動要支援者名簿・個別避難計画情報の提供に際し情報漏えいを防止するため

に市町村が求める措置及び市町村が講ずる措置  

６ 要配慮者が円滑に避難のための立退きを行うことができるための通知又は警告の配

慮  

地域福祉課  

 

 

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

７ 避難支援等関係者の安全確保  

 

 

 

第２ 避難行動要支援者名簿の整備  

   市町村は、災害時に迅速かつ効率的に避難誘導・安全確認等ができるよう、法第４９

条の１０第１項で義務づけられた避難行動要支援者名簿（以下、「名簿」という。）を整

備するため、同法の規定に基づき必要な情報を収集して名簿作成及び定期的更新を行う。 

  また、名簿には避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するも

のとする。  

１～７ 略  

なお、名簿情報の収集・更新にあたっては、民生委員・児童委員や自治会役員など地

域住民の協力を得て行う場合も多いことから、地域コミュニティの活性化を図るなど、

避難行動要支援者が安心して地域住民に情報提供できる雰囲気づくりが大切である。  

   災害時には、本人の同意を得ないで名簿情報を支援者に提供することができるが、い

ざというときの円滑かつ迅速な避難支援等の実施を図るため、市町村は個人情報につい

て、平時においても避難支援等の実施に必要な限度で避難支援等関係者に提供すること

が求められている。したがって、国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組

指針」等に留意のうえ、名簿情報を適切に避難支援等関係者に提供するものとする。  

 

 

 

 

第３ 個別支援計画の作成  

災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、全体計画に加え、避難行動要支

援者名簿の作成に合わせて、平時から、一人ひとりの状況をふまえた個別計画の作成を

進めることが必要である。市町村は、地域の特性や事情を踏まえつつ、避難行動要支援

者本人や自主防災組織等の実際に避難支援に携わる関係者とともに、避難支援者、避難

所、避難方法など具体的な打合せを行いながら、個別計画を作成する。そして、個別計

画は、避難行動要支援者本人、その家族、避難所及び市町村の必要最小限の関係部署の

ほか避難支援者など避難行動要支援者本人が同意した者に配布する。また、その際には、

誓約書等の提出により守秘義務を確保するほか、情報管理上の責任を明確にし、情報の

管理方法を確立するよう求める必要がある。なお、個別計画内容に変更が生じた場合は

速やかな更新が必要である。県は、避難行動要支援者名簿の作成・更新に合わせて、平

時から個別計画を作成するよう市町村に促していく。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 避難支援等関係者の安全確保  

８ 個別避難計画作成の優先度の高い避難行動要支援者の範囲及び作成目標期間、作成

の進め方  

 

第２ 避難行動要支援者名簿の整備  

   市町村は、災害時に迅速かつ効率的に避難誘導・安全確認等ができるよう、法第４９

条の１０第１項で義務づけられた避難行動要支援者名簿（以下、「名簿」という。）を整

備するため、同法の規定に基づき必要な情報を収集して名簿作成及び定期的更新を行う。 

  また、名簿には避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するも

のとする。  

１～７ 略  

なお、名簿情報の収集・更新にあたっては、民生委員・児童委員や自治会役員など地

域住民の協力を得て行う場合も多いことから、地域コミュニティの活性化を図るなど、

避難行動要支援者が安心して地域住民に情報提供できる雰囲気づくりが大切である。  

   市町村は、いざというときの円滑かつ迅速な避難支援等の実施を図るため、地域防災

計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員・児童委員、社会福祉協

議会、自主防災組織など、避難支援等に携わる関係者に対し、本人の同意、または、市町

村の定めがある場合には、あらかじめ名簿情報を提供する。また、多様な主体の協力を

得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の

整備、避難訓練の実施等を一層図り、国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する

取組指針」等に留意するとともに、名簿情報の漏洩防止等必要な措置を講じるものとす

る。  

 

第３ 個別避難計画の作成  

災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、避難行動要支援者名簿の作成に

合わせて、平時より、災害の危険性等の地域の特性や事情を踏まえつつ、優先度の高い

避難行動要支援者から、個別避難計画の作成を進めることが必要である。市町村は、防

災担当部局や福祉担当部局など関係部局の連携の下、福祉専門職、社会福祉協議会、民

生委員・児童委員、地域住民等の避難支援に携わる関係者と連携して、名簿情報に係る

避難行動要支援者ごとに作成の同意を得て、避難支援者、避難所、避難方法など具体的

な打合せを行いながら、一人ひとりの状況をふまえた個別避難計画を作成する。  

また、市町村は、個別避難計画について、避難行動要支援者の状況の変化、ハザード

マップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、

必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災時等の事態が生じた場合においても、計画

の活用に支障が生じないよう、情報の適切な管理に努める。  

そして、市町村は、地域防災計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民

生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織など、避難支援等に携わる関係者に

対し、本人の同意、または、市町村の定めがある場合には、あらかじめ個別避難計画を

提供する。  

また、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、

避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図り、国の「避難行動要支援

者の避難行動支援に関する取組指針」等に留意するとともに、個別避難計画情報の漏洩

防止等必要な措置を講じるものとする。  

なお、市町村は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避

難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、平時から避難支援等に携わる関係者への情

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第２章 災害予防計画 

11 

奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

 

 

 

 

 

 

第４ 略  

 

第５  奈良県災害派遣福祉チーム（奈良ＤＷＡＴ）の整備  

令和元年１１月１日より、奈良県災害派遣福祉チーム（奈良ＤＷＡＴ）を整備。災害

時に避難所等に福祉専門職のチームを派遣し、要配慮者に対し適切な福祉支援を行う

ことにより二次被害防止を図る。被災された都道府県や県内市町村からの派遣要請が

あれば、避難所等に派遣する。  

 

 

 

第６ 避難所における対策  

１ 福祉避難所の整備  

一般の避難所は階段や段差が多いこと、障害者用のトイレがないことなど、必ずしも

要配慮者に配慮したものになっていない場合が多く、また常時介護が必要な者にとって

は、一般の避難所での生活は困難を強いられることが考えられる。このため、福祉避難

所については、要配慮者が円滑に利用できるようバリアフリー化された施設を選定する

ものとする。  

 

 

 

 

また、市町村は、要配慮者が必要な生活支援や相談が受けられるなど、安心して生活

できる体制が整えられ、滞在するために必要な居室が確保された社会福祉施設や旅館・

ホテル等を福祉避難所として指定する必要がある。平時において、あらかじめ受入可能

人数や受入条件等を明確にして、施設側と協定を結んでおくことが求められる。  

なお、国の「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」等も参照し、

福祉避難所の量的確保にも努めるとともに、その際に、耐震化、要配慮者に配慮したバ

リアフリー化や要配慮者が使うことが想定される物資（紙おむつ、ストーマ用装具、粉

ミルク等）の備蓄を行う。県は、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」など、福祉避

難所に関する情報を市町村に周知を行っていくとともに、避難者の受入訓練についても、

関係課と連携して進めるよう市町村に促していく。  

また、福祉避難所に関する情報が地域住民に正しく理解され、浸透するよう市町村と

連携し、周知・広報を行う。  

２  略  

 

第７～第９ 略 

報提供、関係者間の事前協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必要な配慮をす

るものとする。  

県は、避難行動要支援者名簿の作成・更新に合わせて、個別避難計画を作成・更新す

るよう市町村に促すとともに、作成等に関する先進事例の紹介や研修実施等により市町

村を支援する。  

 

第４ 略  

 

第５  奈良県災害派遣福祉チーム（奈良ＤＷＡＴ）の整備  

  令和元年７月に、県と奈良県社会福祉協議会を共同事務局として、奈良県災害福祉支

援ネットワークを設置し、福祉施設関係団体や福祉関係職能団体等との相互協力のもと、

令和元年１１月に発足した、奈良県災害派遣福祉チーム（奈良ＤＷＡＴ）の人材養成や

派遣体制整備を行い、災害時に避難所等に福祉専門職のチームを派遣し、要配慮者に対

し適切な福祉支援を行うことにより二次被害防止を図る。被災された都道府県や県内市

町村からの派遣要請があれば、避難所等に派遣する。  

 

第６ 避難所における対策  

１ 福祉避難所の整備  

一般の避難所は階段や段差が多いこと、障害者用のトイレがないことなど、必ずしも

要配慮者に配慮したものになっていない場合が多く、また常時介護が必要な者にとって

は、一般の避難所での生活は困難を強いられることが考えられる。このため、市町村は、

福祉避難所について、バリアフリー化など、要配慮者の円滑な利用が確保された施設を

選定し、指定福祉避難所として指定するよう努めるものとし、指定する際は、受入れを

想定しない避難者が避難してくることがないよう、受入対象者を特定して公示するもの

とする。なお、市町村は本公示を活用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を

事前に調整の上、個別避難計画等を作成し、避難が必要となった際に要配慮者が福祉避

難所へ直接避難できるよう努めるものとする。  

また、市町村は、要配慮者が必要な生活支援や相談が受けられるなど、安心して生活

できる体制が整えられ、滞在するために必要な居室が確保された社会福祉施設や旅館・

ホテル等を福祉避難所として指定する必要がある。平時において、あらかじめ受入可能

人数や受入条件等を明確にして、施設側と協定を結んでおくことが求められる。  

なお、国の「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」等も参照し、

福祉避難所の量的確保にも努めるとともに、その際に、耐震化、要配慮者に配慮したバ

リアフリー化や要配慮者が使うことが想定される物資（紙おむつ、ストーマ用装具、粉

ミルク等）の備蓄を行う。県は、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」など、福祉避

難所に関する情報を市町村に周知を行っていくとともに、避難者の受入訓練についても、

関係課と連携して進めるよう市町村に促していく。  

また、福祉避難所に関する情報が地域住民に正しく理解され、浸透するよう市町村と

連携し、周知・広報を行う。  

２  略  

 

第７ 情報伝達手段の整備  

１ 様々な情報伝達手段の整備  

過去の災害においては、特に要配慮者には災害時に情報が伝達されにくかったという

状況があったため、災害用伝言ダイヤル「１７１」、携帯電話による災害用伝言板サービ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

スや遠隔手話通訳サービスの活用を図るほか、情報提供の方法について、点字、録音、

文字情報等の工夫を図ることが求められる。  

また、日頃から、要配慮者自身に緊急時に情報を知らせてもらえる人、安否を確認し

てくれる人など、情報を得る手段を確保しておくよう周知しておくことが大切であると

ともに、平時から要配慮者に関わりのある当事者団体や介護保険事業者等のネットワー

ク等の活用を含め、多様な伝達ルートを確保しておくことが望まれる。  

さらに、日本語理解が充分でない外国人については、情報弱者になりやすいため、災

害情報の提供については出来るだけ多言語で行うなど、日頃から通訳者の確保に努めて

おくことが理想である。しかし、短時間に情報を多言語に翻訳して情報提供するのが困

難な場合には、「ピクトグラム（図記号）」や「やさしい日本語」で伝える方法もある。  

２ 略  

 

第８～第９ 略  

 

県施策の反映  

 

第６節 防災教育計画  

（防災統括室、教育委員会）  

 

第１ 学校における防災教育 

１ 趣旨 

学校における防災教育は、災害安全に関する教育と同義であり、減災についての教育

も含まれ、安全教育の一環として行われるものである。  

 

（略） 

 ２ 防災教育の内容 

  様々な災害発生時における危険について理解し、正しい備えと適切な行動がとれるよ

うにするため、次に掲げる内容について展開する。  

（１）～（９） 略  

３ 防災教育に関する指導計画の作成  

 防災教育に関する指導計画は、防災教育を学校教育活動全体を通じて組織的、計画的

に推進するための基本計画である。したがって、防災教育の基本的な目標、各学年の指

導の重点、各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動（学級〈ホームルーム〉活動

及び学校行事）などの指導内容、指導の時期、配当時間数、安全管理との関連、地域の

関係機関との連携などの概要について明確にした上で、項目ごとに整理するなど全教職

員の共通理解を図って作成すること。 

 また、防災教育に関する指導計画を作成する際には、次に掲げる内容について配慮す

ること。 

【指導計画作成に当たっての配慮事項】  

（１）～（４） 略  

（５）防災教育の授業を実施するに当たっては、児童生徒等が興味関心を持って積極的

に学習に取り組めるよう、国や自治体、防災関係機関等で作成した指導資料や副読

本、視聴覚教材等を活用する。その際、コンピューターや情報ネットワークを活用

するなど指導方法の多様化にも務める。  

（６）～（８） 略  

（９）学校は、保護者参観等の機会を捉え、防災に関する講演会を開催したり、児童生

第６節 防災教育計画  

（防災統括室、教育委員会）  

 

第１ 学校における防災教育 

１ 趣旨 

学校における体系的かつ地域の災害リスクに基づいた防災教育は、災害安全に関する

教育と同義であり、減災についての教育も含まれ、安全教育の一環として行われるもの

である。  

（略） 

 ２ 防災教育の内容 

  気候変動の影響も踏まえつつ、様々な災害発生時における危険について理解し、正し

い備えと適切な行動がとれるようにするため、次に掲げる内容について展開する。  

（１）～（９） 略  

３ 防災教育に関する指導計画の作成  

 防災教育に関する指導計画は、防災教育を学校教育活動全体を通じて組織的、計画的

に推進するための基本計画である。したがって、防災教育の基本的な目標、各学年の指

導の重点、各教科、道徳、総合的な学習（探究）の時間、特別活動（学級〈ホームルー

ム〉活動及び学校行事）などの指導内容、指導の時期、配当時間数、安全管理との関

連、地域の関係機関との連携などの概要について明確にした上で、項目ごとに整理する

など全教職員の共通理解を図って作成すること。  

 また、防災教育に関する指導計画を作成する際には、次に掲げる内容について配慮す

ること。 

【指導計画作成に当たっての配慮事項】  

（１）～（４） 略  

（５）防災教育の授業を実施するに当たっては、児童生徒等が興味関心を持って積極的

に学習に取り組めるよう、国や自治体、防災関係機関等で作成した指導資料や副読

本、視聴覚教材等を活用する。その際、ＩＣＴを活用するなど指導方法の多様化に

も努める。  

（６）～（８） 略  

（９）学校は、保護者参観等の機会を捉え、防災に関する講演会を開催したり、児童生

学校教育課、教育

研究所、防災統括

室  

 

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

 

学習指導要領の

改訂による 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

徒等を地域行事（地域で行われる防災訓練など）に参加するように促したり、日ご

ろから「開かれた学校づくり」に務める。  

（１０）～（１１） 略  

４ 略 

 

第２ 県民に対する防災知識の普及  

  災害から、県民の生命、身体、財産を守るためには、県、市町村、防災関係機関による

災害対策の推進はもとより、県民一人ひとりが災害について関心を持ち、「自らの生命は

自ら守る」ことができるよう、日頃から災害に対する正しい知識を身につけておく必要

がある。  

 

 

 

  そのため、県、市町村、防災関係機関は、防災に関する知識の普及啓発活動を積極的

に行うことで県民の防災意識の高揚を図り、県民の災害に対する備えを進める。  

１ 普及の内容  

 普及する知識は、県民の自助の促進に役立つものであることに留意する必要がある。  

（１）～（２） 略  

（３）避難に関する知識（地域の指定緊急避難場所、指定避難所、避難経路、避難勧告等

の発令基準など）  

（４）家庭での災害予防や安全対策（非常持ち出し品の準備、自宅の耐震化、家具の固

定等）  

（５）家庭での食料、水、生活用品の備蓄等  

（アレルギー対応食や常備薬、口腔ケア用品なども含む）  

（６）災害発生時の行動（安全確保行動、家族の安否確認、情報収集等）  

（７）緊急地震速報の受信及び対応 等  

（８）生活再建に向けた事前の備え（地震保険及び火災保険・共済等への加入 等）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徒等を地域行事（地域で行われる防災訓練など）に参加するように促したり、日ご

ろから「開かれた学校づくり」に努める。  

（１０）～（１１） 略  

４ 略 

 

第２ 県民に対する防災知識の普及  

  災害から、県民の生命、身体、財産を守るためには、県、市町村、防災関係機関による

災害対策の推進はもとより、県民一人ひとりが災害について関心を持ち、「自らの生命は

自ら守る」ことができるよう、日頃から災害に対する正しい知識を身につけておく必要

がある。  

  また、災害時には、初期消火を行う、近隣の負傷者及び避難行動要支援者を助ける、

避難場所や避難所で自ら活動する、あるいは県や市町村等が行っている防災活動に協力

するなど、防災への寄与に努めることが求められる。  

そのため、県、市町村、防災関係機関は、防災に関する知識の普及啓発活動を積極的

に行うことで県民の防災意識の高揚を図り、県民の災害に対する備えを進める。  

１ 普及の内容  

 普及する知識は、県民の自助の促進に役立つものであることに留意する必要がある。  

（１）～（２） 略  

（３）頻発化・激甚化する災害環境における自助・共助の重要性  

 

（４）自分自身を助ける一番の基本は自宅であり、災害時に、自宅で、家族で、自分たち

が過ごせる環境づくりを考えることが重要な自助の一つであること  

（５）警報等発表時や緊急安全確保、避難指示、高齢者等避難の発令時にとるべき行動、

避難に関する情報の意味や早めの避難行動の重要性についての知識、広域避難の考

え方  

（６）避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対する危険性の認識、

正常性バイアス等を克服し、避難行動を取るべきタイミングを逸することなく適切

な行動をとること  

（７）指定緊急避難場所、指定避難所、安全な親戚・知人宅や職場、ホテル・旅館等の避

難場所、避難経路等の確認  

（８）最低３日間、推奨１週間分の食料、水、生活用品の備蓄等  

（アレルギー対応食や常備薬、口腔ケア用品などを含む）  

（９）非常持出品の準備、自動車へのこまめな満タン給油、負傷の防止や避難路の確保

の観点からの家具・ブロック塀等の転倒防止対策  

（１０）飼い主による家庭動物との同行避難や指定避難所での飼養についての準備  

（１１）様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）で災害時にとるべき行動、避難

場所や避難所での行動  

（１２）災害時の家族内の連絡体制等（連絡方法や避難ルールの取決め等）についてあ

らかじめ決めておくこと  

（１３）緊急地震速報の受信及び対応  等  

（１４）ライフライン途絶時の対策  

（１５）生活再建に向けた事前の備え（地震保険及び火災保険・共済等への加入 等）  

（１６）家屋が被災した際に、片付けや修理の前に、家屋の内外の写真を撮影するなど、

生活の再建に資する行動  

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

 

 

 

委員意見の反映  

防 災 基 本 計 画 と

の整合を図る  

 

 

 

 

 

検 討 委 員 会 意 見

の反映（３）（４） 

 

 

防 災 基 本 計 画 と

の 整 合 性 を 図 る

（５）～（１２）、

（１４）（１６） 
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

２ 略  

 

第３～第５ 略 

２ 略  

 

第３～第５ 略  

 

第７節 防災訓練計画  

（防災統括室、安全・安心まちづくり推進課等）  

 

第１ 略  

 

第２ 県・市町村が実施する訓練  

１ 略  

２ 県  

（１）防災総合訓練  

県は、各防災関係機関が連携し、非常時に迅速・的確に活動できる体制を構築するた

め、各市町村と共同で、県民（自主防災組織等）、国、県、市町村、消防、警察、自衛隊、

学校、医療関係者、ライフライン事業者、建設事業者、通信事業者、ボランティア等が参

加する防災総合訓練を実施する。  

防災総合訓練の中でも、医療団体による訓練では、医療に特化した専門的な訓練が試

みられており、今後は各団体の創意工夫により実践的な訓練をすることが求められる。  

（２）～（５） 略  

３ 略  

   

第３～第４ 略  

 

第７節 防災訓練計画  

（防災統括室、安全・安心まちづくり推進課等）  

 

第１ 略  

 

第２ 県・市町村が実施する訓練  

１ 略  

２ 県  

（１）防災総合訓練  

県は、各防災関係機関が連携し、非常時に迅速・的確に活動できる体制を構築するた

め、各市町村と共同で、県民（自主防災組織等）、国、県、市町村、消防、警察、自衛隊、

学校、医療関係者、ライフライン事業者、建設事業者、通信事業者、ボランティア等が参

加する防災総合訓練を実施する。  

防災総合訓練の中でも、医療団体による訓練では、医療に特化した専門的な訓練が試

みられており、今後も各団体の創意工夫により実践的な訓練となるよう努める。  

 （２）～（５） 略  

３ 略  

   

第３～第４ 略  

 

防災統括室  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

第８節 自主防災組織の育成等に関する計画              
（安全・安心まちづくり推進課）  

 

第１～第３ 略  

 

第４ 地区防災計画の策定等  

  市町村内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者は、防災資機

材や物資の備蓄、高齢者等の避難支援体制の構築、防災訓練その他当該地区における防

災活動についての計画を作成する場合、これを地区防災計画の素案として市町村防災会

議に提案することができる。  

  市町村防災会議は、この提案を受け必要があると認める場合は、市町村地域防災計画

の中に地区防災計画を定めることができる。  

 

 

第８節 自主防災組織の育成等に関する計画              
（安全・安心まちづくり推進課）  

 

第１～第３ 略  

 

第４ 地区防災計画の策定等  

 １ 地区防災計画の策定  

 市町村内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者は、防災資機

材や物資の備蓄、高齢者等の避難支援体制の構築、防災訓練その他当該地区における防

災活動についての計画を作成する場合、これを地区防災計画の素案として市町村防災会

議に提案することができる。  

  市町村防災会議は、この提案を受け必要があると認める場合は、市町村地域防災計画

の中に地区防災計画を定めることができる。  

 ２ 個別避難計画との整合 

  市町村は、個別避難計画が作成されている避難行動要支援者が居住する地区において、 

地区防災計画を定める場合は、地域全体での避難が円滑に行われるよう、個別避難計画  

で定められた内容を前提とした避難支援の役割分担及び支援内容を整理し、両計画の整  

合が図られるよう努めるものとする。また、訓練等により、両計画の一体的な運用が図  

られるよう努めるものとする。 

安全・安心まちづ

くり推進課  

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

第１１節 ボランティア活動支援環境整備計画  

（くらし創造部、関係部局）  

 

 

 

 

 

 

 

第１ 災害時におけるボランティア活動支援体制の整備  

  県及び市町村は、県及び市町村社会福祉協議会、ボランティア団体及びＮＰＯ等の関

係機関・関係団体と連携・協働し、災害時におけるボランティア活動の支援を行うネッ

トワークを構築・強化する。  

  また、県は、県社会福祉協議会と協働して、大規模災害に備え、平時より、全国域で

活動する中間支援組織（ボランティア団体、ＮＰＯ等の活動支援やこれらの異なる組織

の活動調整を行う組織）との連携体制強化を図る。  

 

第２～第３ 略  

 

第１１節 ボランティア活動支援環境整備計画  

（文化・教育・くらし創造部、関係部局）  

 

 

 

 

 

 

 

第１ 災害時におけるボランティア活動支援体制の整備  

  県及び市町村は、県及び市町村社会福祉協議会、ボランティア団体及びＮＰＯ等の関

係機関・関係団体と連携・協働し、平時から災害時におけるボランティア活動の支援を

行うネットワークを構築・強化する。  

  また、県は、県社会福祉協議会と協働して、大規模災害に備え、平時より、全国域で

活動する中間支援組織（ボランティア団体、ＮＰＯ等の活動支援やこれらの異なる組織

の活動調整を行う組織）との連携体制強化を図る。  

 

第２～第３ 略  

 

青少年・社会活動

推進課  

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

記載の適正化  

第１２節 まちの防災構造の強化計画  

（まちづくり推進局）  

 

第１ 略  

 

第２ 災害に備えた計画的なまちづくり  

１ 略  

 ２ 災害に強い計画的な土地利用  

 災害に強く、人々が安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、都市計画マスタ

ープランに防災に関する都市計画の方針を定め、都市計画との連携により、まちの防災構

造の強化に努める。  

 （１）災害時に一定の行政、医療サービス等を享受できるまちづくりの推進  

都市機能を分散配置する多核型都市構造の形成や、体系的な防災拠点の配置を図り、

これらを結ぶ交通ネットワークの強化に努め、災害時に一定の行政、医療サービス等を

享受できるまちづくりを進める。  

 

 （２）防災を考慮した土地利用  

溢水、湛水、がけ崩れ等による災害のおそれのある土地の区域は市街化区域に編入し

ないなど防災を考慮した土地利用を進める。  

（３）防火地域、準防火地域の指定  

市街地大火による被害の抑制に寄与する市街地における建築物の不燃化を進めるた

め、防火地域・準防火地域の指定に努める。  

 

 

第１２節 まちの防災構造の強化計画  

（地域デザイン推進局）  

 

第１ 略  

 

第２ 災害に備えた計画的なまちづくり  

１ 略  

 ２ 災害に強い計画的な土地利用  

 災害に強く、人々が安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、都市計画と

の連携により、まちの防災構造の強化に努める。  

 

 （１）災害時に一定の行政、医療サービス等を享受できるまちづくりの推進  

市町村は、都市計画マスタープラン等に防災に関する都市計画の方針を定め、都市機

能を分散配置する多核型都市構造の形成や、体系的な防災拠点の配置を図り、これらを

結ぶ交通ネットワークの強化に努め、災害時に一定の行政、医療サービス等を享受でき

るまちづくりを進める。  

 （２）防災を考慮した土地利用  

県及び市町村は、溢水、湛水、がけ崩れ等による災害のおそれのある土地の区域は市

街化区域に編入しないなど防災を考慮した土地利用を進める。  

 （３）防火地域、準防火地域の指定  

市町村は、市街地大火による被害の抑制に寄与する市街地における建築物の不燃化を

進めるため、防火地域・準防火地域の指定に努める。  

（４）立地適正化計画による防災まちづくりの推進  

市町村は、立地適正化計画を策定する場合、防災・まちづくり・建築等を担当する各

県土利用政策室、

住 ま い ま ち づ く

り課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

記載の適正化  

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  

ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、そ

の自主性を尊重しつつ、被災地のニーズに即した円滑なボランティア活動を進

められるよう、県及び市町村は、平時より奈良県及び市町村の社会福祉協議会

と協働して、県内外のボランティア団体、ＮＰＯ等の関係機関・関係団体との

相互の連携を図り、支援のための環境を整備する。  

ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、そ

の自主性に基づきその支援力を向上し、被災地のニーズに即した円滑なボラン

ティア活動を進められるよう、県及び市町村は、平時より奈良県及び市町村の

社会福祉協議会と協働して、県内外のボランティア団体、ＮＰＯ等の関係機関・

関係団体、住民と連携・協働して活動できる環境を整備する。  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

 

 

 

 

 

 

 

第３ 災害に備えた取組   

１  ～２ 略  

 ３ 災害に強いまちづくり施策  

   県及び市町村は、以下に示す施策等により、健全で災害に強いまちづくりを推進する。 

（１） 略  

 

 

 

 （２）都市防災総合推進事業の活用  

（略）  

 （３）土地区画整理事業、市街地再開発事業の活用  

（略）  

 （４）都市再生整備計画事業（旧まちづくり交付金事業）の活用  

  （略）  

 （５）災害時拠点強靱化緊急促進事業  

  （略）  

 

第４ （略）  

 

部局の連携の下、災害リスクを十分考慮の上、居住誘導区域を設定するとともに、同計

画にハード・ソフト両面からの防災対策・安全確保対策を定める防災指針を位置付ける。 

（５）住宅の立地誘導による防災まちづくりの促進  

県及び市町村は、住宅に関する補助や融資等における優遇措置等の対象となる立地を

限定し、住宅を安全な立地に誘導するなど、まちづくりにおける安全性の確保を促進す

るよう努める。  

 

第３ 災害に備えた取組   

１  ～２ 略  

 ３ 災害に強いまちづくり施策  

   県及び市町村は、以下に示す施策等により、健全で災害に強いまちづくりを推進する。 

（１） 略  

（２）空家等の状況の確認  

市町村は、二次災害の防止等のため、平常時より災害による被害が予測される空家等

の状況の確認に努める。  

 （３）都市防災総合推進事業の活用  

（略）  

 （４）土地区画整理事業、市街地再開発事業の活用  

（略）  

 （５）都市再生整備計画事業（旧まちづくり交付金事業）の活用  

   （略）  

 （６）災害時拠点強靱化緊急促進事業  

   （略）  

 

第４ 略 

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

 

 

 

第１４節 災害に強い道づくり  

（県土マネジメント部）  

 

第１ 道路施設等の耐久性の強化  

   道路管理者は、緊急輸送道路のネットワークとしての道路機能の確保を図るため、耐

久性の強化を図る整備を計画的に推進する。そのため、橋梁、トンネル、舗装、法面･

盛土･擁壁等、道路附属物の５分野を対象に、道路ストックの総点検を実施し、その結

果に基づいて防災対策の強化を進める。強化にあたっては、「防災・減災、国土強靱化

のための３か年緊急対策」を積極的に活用する。  

１～４ 略  

 

第２～第４ 略 

第１４節 災害に強い道づくり  

（県土マネジメント部）  

 

第１ 道路施設等の耐久性の強化  

   道路管理者は、緊急輸送道路のネットワークとしての道路機能の確保を図るため、耐

久性の強化を図る整備を計画的に推進する。そのため、橋梁、トンネル、舗装、法面･

盛土･擁壁等、道路附属物の５分野を対象に、道路ストックの総点検を実施し、その結

果に基づいて防災対策の強化を進める。強化にあたっては、「防災・減災、国土強靱化

のための５か年加速化対策」を積極的に活用する。 

１～４ 略  

 

第２～第４ 略 

 

道路建設課  

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正  

第１５節 緊急輸送道路の整備計画  

（県土マネジメント部、警察本部）  

 

第１ 略  

第１５節 緊急輸送道路の整備計画  

（県土マネジメント部、警察本部）  

 

第１ 略  

警備第二課、道路

建設課  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

 

第２ 緊急輸送道路の整備  

１ 緊急輸送道路の整備方針  

緊急輸送道路は、発災後のネットワークとしての道路機能の確保を図るため、耐震性

の強化を図る整備を計画的に推進する。このため、当面は第五次地震防災緊急事業五箇

年計画（平成２８年度～令和２年度）により整備計画を定め、逐次整備を進める。  

また、国が策定した「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」を積極的に活

用し、緊急性や実現性を踏まえ整備を推進する。  

２ 略  

 

第３ 緊急通行車両等の事前届出  

１ 略  

２ 公安委員会の緊急通行車両等事前届出済書の交付  

公安委員会は、災害応急対策活動を円滑に推進するため、災害対策基本法施行令第３

３条第１項の規定に基づく緊急通行車両として使用される車両であることの確認につい

て事前届出を受理し、審査の結果、緊急通行車両に該当すると認められるものについて、

「緊急通行車両事前届出済書」を交付する。  

（詳細については、「第３章第２６節  災害警備、交通規制計画」参照）  

 

 

第２ 緊急輸送道路の整備  

１ 緊急輸送道路の整備方針  

緊急輸送道路は、発災後のネットワークとしての道路機能の確保を図るため、耐震性

の強化を図る整備を計画的に推進する。このため、当面は第五次地震防災緊急事業五箇

年計画（平成２８年度～令和２年度）により整備計画を定め、逐次整備を進める。  

また、国が策定した「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」を積極的に

活用し、緊急性や実現性を踏まえ整備を推進する。  

２ 略  

 

第３ 緊急通行車両等の事前届出  

１ 略  

２ 公安委員会の緊急通行車両等事前届出済証の交付  

公安委員会は、災害応急対策活動を円滑に推進するため、災害対策基本法施行令第３

３条第１項の規定に基づく緊急通行車両として使用される車両であることの確認につい

て事前届出を受理し、審査の結果、緊急通行車両に該当すると認められるものについて、

「緊急通行車両事前届出済証」を交付する。  

（詳細については、「第３章第２６節  災害警備、交通規制計画」参照）  

 

 

 

 

 

 

 

時点修正  

 

 

 

 

 

記載の適正化  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

第１６節 ライフライン施設の災害予防計画  

（防災統括室、地域振興部、県土マネジメント部、水道局、ライフライン関係機関）  

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 水道  

水道事業者及び水道用水供給事業者（以下、「水道事業者等」という。）は、震災時にお

ける被害の拡大防止、水道水の安定供給及び迅速かつ的確な応急復旧を行うため、防災

体制の整備に努める。  

  また、県は、水道事業者等との日頃からの連携に努め、水道事業者等の防災体制の整

備を促進する。  

１ 水道施設の耐震化  

  水道事業者等は、取水施設・浄水場・配水池・主要管路等重要度の高い基幹施設等に

ついて、施設の新設・拡張・改良と併せて計画的に耐震化を図る。  

  また、老朽管路の更新は、耐震性の高い管材料、伸縮可とう継手の採用等に努めるも

のとし、併せて基幹施設の分散、系統多重化による補完機能の強化、配水ブロック（緊

急遮断弁の設置）による被害区域の限定化等の事故時対策を進める。  

  ２～５ 略  

 

第２ 略  

 

第３ 電力（関西電力株式会社）  

地震災害による設備被害を軽減し、安定した電力供給確保を図るための電力設備の整

備・強化とそれに関連する防災対策について定める。  

１～３ 略  

４ 防災業務施設及び設備の整備  

（１）観測、予報施設及び設備  

  局地的気象の観測を行うことにより、ラジオ、テレビ等の気象情報を補完して万全の

災害対策を図るため、必要に応じ、次の諸施設及び設備を強化、整備する。  

① 雨量、流量、風向、風速、気圧、水位の観測施設及び設備  

② 略  

（２）通信連絡施設及び設備  

  災害時の情報連絡、指示、報告等の手段の確保及び電力供給への影響を最小限にする

ため、必要に応じ、次の諸施設及び設備の整備並びに情報伝達手段の強化を図る。  

① 無線伝送設備  

    (ｱ)マイクロ波無線等の固定無線施設及び設備  

    (ｲ)～ (ｳ) 略  

② 有線伝送設備  

    (ｱ)～ (ｲ) 略  

    (ｳ)通信線搬送設備  

第１６節 ライフライン施設の災害予防計画  

（防災統括室、水循環・森林・景観環境部、県土マネジメント部、水道局、ライフライン

関係機関）  

 

 

 

 

 

 

 

第１ 水道  

水道事業者及び水道用水供給事業者（以下、「水道事業者等」という。）は、震災時にお

ける被害の拡大防止、水道水の安定供給及び迅速かつ的確な応急復旧を行うため、防災

体制の整備に努める。  

  また、県は、水道事業者等との日頃からの連携に努め、水道事業者等の防災体制の整

備を促進する。  

１ 水道施設の耐震化  

  水道事業者等は、取水施設・浄水場・配水池・主要管路等重要度の高い基幹施設等に

ついて、施設の新設・拡張・改良と併せて計画的に耐震化を図る。  

  また、老朽管路の更新は、耐震性の高い管材料、伸縮可とう継手の採用等に努めるも

のとし、併せて基幹施設の分散、系統多重化による補完機能の強化、配水ブロック（緊

急遮断弁の設置）による被害区域の限定化等の事故時対策を進める。  

 ２～５ 略  

 

第２ 略  

 

第３ 電力（関西電力株式会社・関西電力送配電株式会社）  

地震災害による設備被害を軽減し、安定した電力供給確保を図るための電力設備の整

備・強化とそれに関連する防災対策について定める。  

１～３ 略  

４ 防災業務施設及び設備の整備  

（１）観測、予報施設及び設備  

  局地的気象の観測を行うことにより、ラジオ、テレビ等の気象情報を補完して万全の

災害対策を図るため、必要に応じ、次の諸施設及び設備を強化、整備する。  

① 雨量、流量、風向、風速、気圧、水位、雷雨の観測施設及び設備  

② 略  

（２）通信連絡施設及び設備  

  災害時の情報連絡、指示、報告等の手段の確保及び電力供給への影響を最小限にする

ため、必要に応じ、次の諸施設及び設備の整備並びに情報伝達手段の強化を図る。  

① 無線伝送設備  

    (ｱ)マイクロ波無線等の固定無線回線  

    (ｲ)～ (ｳ) 略  

② 有線伝送設備  

    (ｱ)～ (ｲ) 略  

    (ｳ) 通信線搬送設備、光搬送回線  

防災統括室、水道

局業務課、関西電

力送配電  

 

 

 

 

 

R2 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

送 配 電 部 門 分 社

化に伴う変更  

 

 

関西電力（株）・関

西 電 力 送 配 電

（株）防災業務計

画 に 基 づ く 記 載

内容の見直し（以

下 第 ３ に お い て

同じ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

ライフライン施設管理者は、震災時における被害の拡大防止、ライフラインの安

定供給及び迅速かつ的確な応急復旧を行うため、防災体制の整備に努める。  

また、県は、ライフライン施設管理者との日頃からの連携に努め、ライフライン

施設管理者との防災体制の整備を促進する。  

 

 

 

 

ライフライン施設管理者は、震災時における被害の拡大防止、ライフラインの安

定供給及び迅速かつ的確な応急復旧を行うため、防災体制の整備に努める。  

また、県は、ライフライン施設管理者との日頃からの連携に努め、ライフライン

施設管理者が一堂に会して災害時の連携体制の確認等を行うなど、相互協力体制

を構築する。  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

③ 略  

④ ＩＰネットワーク設備  

⑤ 略  

夜間、休日の場合などにおいても連絡体制を確保するため、一斉連絡・安否確認シス

テムを活用し確実な情報伝達に努める。また、前号に定める「通信連絡施設および設備」

に加え、必要箇所へ衛星携帯電話、災害時優先携帯電話を配備するなど伝達手段の多様

化を図る。  

（３）非常用電源設備  

  長時間停電に備え、非常災害対策活動に必要な通信設備、照明等の非常用電源を確保

する。  

（４）コンピューターシステム  

  コンピューターシステムについては、耐震性の確保を図るとともに、重要データファ

イルの多重化や分散保管、復旧処理方法等のバックアップ体制の整備を図る。  

  特に、電力の安定供給に資するためのコンピューターシステム及びその運用に最低限

必要なネットワーク機器は、建築基準法等に基づく地震及び火災対策を施した建物に収

容するとともに、それらに付帯する電源設備についても耐震性の確保を図る。  

 

（５）水防・消防に関する施設及び設備等  

  被害の低減を図るため、法に基づき、次の水防及び消防に関する施設および設備の整

備を図る。  

①～② 略  

（６）石油等の流出による災害を防止する施設及び設備等  

  被害の低減を図るため、法に基づき、次の施設及び施設の整備を図る。  

①～② 略  

（７）その他災害復旧用施設及び設備  

  重要施設等への供給や電気設備の災害復旧を円滑に行うため、必要に応じ、移動用発

変電設備等を整備しておく。  

５ 災害対策用資機材等の確保及び整備  

（１）災害対策用資機材の確保  

  災害に備え、平常時から復旧用資材、工具、消耗品等の確保に努める。  

（２）災害対策用資機材等の輸送  

  災害対策用資機材等の輸送計画を樹立しておくとともに、車両、ヘリコプター等の輸

送力確保に努める。  

（３）災害対策用資機材等の整備点検  

  災害対策用資機材等は、常にその数量を把握しておくとともに、整備点検を行い、非

常事態に備える。  

（４）災害対策用資機材等の広域運営  

  災害対策用資機材等の保有を効率的に行うとともに、災害時の不足資機材の調達を迅

速、容易にするため、他電力会社及び電源開発株式会社等と災害対策用資機材の相互融

通体制を整えておく。  

（５）食糧・医療・医薬品等生活必需品の備蓄  

  食糧、医療、医薬品等の保有量を定め、その確保及び確実な把握に努める。  

（６）災害対策用資機材等の仮置場  

  災害対策用資機材等の仮置場について、非常事態時での借用交渉は、難航が予想され

るため、必要に応じ、あらかじめ公共用地等の候補地について、地方防災会議の協力を

得て、用地確保の円滑化を図る。  

③ 略  

④ ＩＰネットワーク回線  

⑤ 略  

夜間、休日の場合などにおいても連絡体制を確保するため、社内の一斉連絡・安否確

認システムを用いて確実な情報伝達に努める。また、前号に定める「通信連絡施設及び

設備」に加え、必要箇所へ衛星携帯電話、災害時優先携帯電話を配備するなど伝達手段

の多様化を図る。  

（３）非常用電源設備  

  復旧拠点となる事業所については、長時間停電に備え、非常災害対策活動に必要な通

信設備、照明等の非常用電源を確保する。  

（４）コンピューターシステム  

  コンピューターシステムについては、耐震性の確保を図るとともに、重要データファ

イルの多重化や分散保管、復旧処理方法等のバックアップ体制の整備を図る。  

  特に、電力の安定供給に資するためのコンピューターシステム及びその運用に最低限

必要なネットワーク機器は、建築基準法に基づく地震対策、火災対策浸及び浸水対策を

施した建物に収容するとともに、それらに付帯する電源設備についても耐震性の確保を

図る。  

（５）水防・消防に関する施設及び設備等  

  被害の軽減を図るため、法に基づき、次の水防及び消防に関する施設および設備の整

備を図る。  

①～② 略  

 （６）石油等の流出による災害を防止する施設及び設備  

  被害の軽減を図るため、法に基づき、次の施設及び設備の整備を図る。  

①～② 略  

（７）その他災害復旧用施設及び設備  

  重要施設等への供給や電気設備の災害復旧を円滑に行うため、移動用発変電設備等を

確保し、整備・点検を行う。  

５ 復旧用資機材等の確保及び整備  

（１）復旧用資機材の確保  

  平常時から復旧用資材、工具、消耗品等の確保に努める。  

（２）復旧用資機材等の輸送  

  平常時から復旧用資機材の輸送計画を樹立しておくとともに、車両、ヘリコプター等

の輸送力確保に努める。  

（３）復旧用資機材の整備点検  

  平常時から復旧用資機材の数量把握及び整備点検を行う。  

 

（４）復旧用資機材資機材の広域運営  

  平常時から復旧用資機材の保有を効率的に行う。災害発生時の不足資機材の調達を迅

速、容易にするため、広域機関の「防災業務計画」に基づき、他事業者と復旧用資機材の

相互融通体制を整えておく。  

（５）食糧・医療・医薬品等生活必需品の備蓄  

  平常時から食糧、医療、医薬品等の保有量を定め、その確保及び確実な把握に努める。 

（６）復旧用資機材等の仮置場の確保  

  災害発生時に、仮置場の借用交渉を行うことは、難航が予想されるため、あらかじめ

公共用地等の候補地について、地方防災会議の協力を得て、用地確保の円滑化を図る。  
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奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

６ 電気事故の防止  

（１） 略  

（２）広報活動  

 ① 電気事故防止ＰＲ  

     災害による断線、電柱の倒壊、折損等による公衆感電事故の防止を図るほか、

電気火災を未然に防止するため、一般公衆に対し、次の事項を中心に広報活動を

行う。  

    (ｱ) 略  

    (ｲ)電柱の倒壊、折損、電線の断線、垂下等、設備の異常を発見した場合は、すみ

やかに当社事業所へ通報すること。  

    (ｳ) 略   

(ｴ)大規模地震時の電気火災の発生抑止のため、感震ブレーカーを取付すること、

及び電気工事店等で点検してから使用すること。  

(ｵ)～ (ｷ) 略  

② ＰＲの方法  

     電気事故防止ＰＲについては、常日頃からテレビ、ラジオ、新聞等の報道機関

及びインターネット等を利用するほか、パンフレット、チラシ等を作成、配布し

認識を深める。  

③ 停電関連  

     病院等の重要施設については、災害による長時間停電に起因する二次災害を未

然に防止するため、自家発電設備等の設置を要請する。  

 

 

第４ 電信電話施設  

 

 

 

 

 

 

 １～４ 略 

 

第５～第８  略  

 

６ 電気事故の防止  

（１） 略  

（２）広報活動  

 ① 電気事故防止ＰＲ  

     災害による断線、電柱の倒壊、折損等による公衆感電事故の防止を図るほか、

電気火災を未然に防止するため、一般公衆に対し、次の事項を中心に広報活動を

行う。  

    (ｱ) 略  

    (ｲ)電柱の倒壊、折損、電線の断線、垂下等、設備の異常を発見した場合は、速や

かに送配電コンタクトセンターへ通報すること。  

    (ｳ) 略   

(ｴ )大規模地震時の電気火災の発生抑止のため、感震ブレーカーを取付けするこ

と、及び電気工事店等で点検してから使用すること。  

(ｵ)～ (ｷ) 略  

② ＰＲの方法  

     電気事故防止ＰＲについては、常日頃からテレビ、ラジオ、新聞等の報道機関、

ホームページ及びＳＮＳ等を利用するほか、パンフレット、チラシ等を作成、配

布し認識を深める。  

③ 停電関連  

     自治体や行政機関等を通じて、病院等の重要施設及び人工透析などの医療機器

等使用者の、災害による長時間停電に起因する二次災害を未然に防止するため、

非常用電源設備の設置や使用訓練などを要請する。  

 

第４ 電信電話施設  

  風水害をはじめとする各種災害による設備被害を軽減し、安定した通信環境確保を図

るための通信設備の整備・強化とそれに関連する防災対策について定める。  

電気通信事業者は、非常用電源の整備等による通信設備の被災対策、地方公共団体の

被害想定を考慮した基幹的設備の地理的分散及び安全な設置場所の確保、応急復旧機材

の配備、通信輻輳対策を推進するなど、電気通信設備の安全・信頼性強化に向けた取組

を推進することに努めるものとする。  

 １～４ 略 

 

第５～第８  略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

 

第１９節 地盤災害予防計画 

（農林部、県土マネジメント部、まちづくり推進局）  

 

 

第１ 地盤災害危険箇所の現況  

本県の地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所、山地災害危険箇所は県内全域に分

布し、当該危険箇所が分布しないのは、大和高田市、安堵町、川西町、三宅町、田原本

町、広陵町の６市町のみである。 

第１９節 地盤災害予防計画 

（水循環・森林・景観環境部、食と農の振興部、県土マネジメント部、地域デザイン推進

局） 

 

第１ 地盤災害危険箇所の現況 

本県の地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所、山地災害危険箇所は県内全域に分

布し、当該危険箇所が分布しないのは、大和高田市、安堵町、川西町、三宅町、田原本

町、広陵町の６市町のみである。 

農村振興課、森林

資 源 生 産 課 、 砂

防・災害対策課  
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第２ 地盤災害危険区域の指定  

１ 地すべり防止区域 

（略） 

（資料編「災害危険区域の指定計画資料地すべり危険箇所」参照）  

２ 急傾斜地崩壊危険区域 

（略） 

（資料編「災害危険区域の指定計画資料急傾斜地崩壊危険箇所」参照）  

３ 略 

 

第３ ため池の整備 

 １ 現況 

  本県には、約５，８００余箇所の農業用ため池があり、そのうち受益面積が２ｈａ以

上のため池が約１，５００余箇所ある。これらの多くは、江戸時代から明治期に築造さ

れたため池である。 

大規模地震や台風、集中豪雨等によるため池の決壊による下流への被害を未然に防止

するため、ため池の老朽化や下流への影響等を考慮し、危険度が高いため池について整

 
 

第２ 地盤災害危険区域の指定 

１ 地すべり防止区域 

（略） 

（資料編「災害危険区域の指定計画資料地すべり危険箇所」参照）  

２ 急傾斜地崩壊危険区域 

（略） 

（資料編「災害危険区域の指定計画資料急傾斜地崩壊危険箇所」参照）  

３ 略 

 

第３ ため池の整備 

 １ 現況 

  本県には、約４，３００余箇所の農業用ため池があり、これらの多くは、江戸時代から

明治期に築造されたため池である。  

 

大規模地震や台風、集中豪雨等によるため池の決壊による下流への被害を未然に防止

するため、ため池の老朽化や下流への影響等を考慮し、危険度が高いため池について整

 

 

表の時点修正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水 害 編 と の 整 合

を図る  

 

同上  

 

 

 

 

時点修正  

 

 

 

 

H28年度末

地すべり
（砂防・災害対策
課）

急傾斜
（砂防・災害対策
課）

山地災害危険箇所

奈良市 245 354 170
大和郡山市 17 15 11
天理市 78 113 86
橿原市 15 0 1
桜井市 289 353 122
五條市 260 516 172
御所市 145 73 72
生駒市 120 180 23
香芝市 41 44 23
葛城市 53 35 41
宇陀市 388 816 356
山添村 71 149 73
平群町 44 73 36
三郷町 19 16 11
斑鳩町 9 9 13
曽爾村 70 51 57
御杖村 150 105 81
高取町 83 134 43
明日香村 59 148 20
上牧町 0 11 6
王寺町 11 22 6
河合町 0 9 3
吉野町 244 375 112
大淀町 196 232 68
下市町 159 423 90
黒滝村 54 62 93
天川村 41 92 85
野迫川村 46 38 92
十津川村 67 189 196
下北山村 31 49 72
上北山村 13 39 70
川上村 28 98 94
東吉野村 90 121 140

合計 3,136 4,944 2,538

R2年度末

奈良市 245 354 178
大和郡山市 17 15 11
天理市 78 113 88
橿原市 15 0 1
桜井市 289 353 123
五條市 260 516 178
御所市 145 73 72
生駒市 120 180 32
香芝市 41 44 23
葛城市 53 35 42
宇陀市 388 816 359
山添村 71 149 73
平群町 44 73 36
三郷町 19 16 12
斑鳩町 9 9 13
曽爾村 70 51 59
御杖村 150 105 87
高取町 83 134 43
明日香村 59 148 20
上牧町 0 11 6
王寺町 11 22 6
河合町 0 9 3
吉野町 244 375 118
大淀町 196 232 70
下市町 159 423 90
黒滝村 54 62 93
天川村 41 92 89
野迫川村 46 38 92
十津川村 67 189 317
下北山村 31 49 74
上北山村 13 39 71
川上村 28 98 96
東吉野村 90 121 142
合計 3,136 4,944 2,717

地すべり
（砂防・災害対策課）

急傾斜
（砂防・災害対策課）

山地災害危険箇所
（森林資源生産課）
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

備を行う必要があり、堤体の断面・余水吐などの状況確認や人家・公共施設など下流の

状況確認などの点検を行うとともに、整備が必要なため池について、毎年市町村等から

の申請に基づき事業を実施している。  

２ 計画方針 

（略） 

（１）ため池等防災対策推進事業の実施 

① ため池防災対策調査計画事業の実施 

県は、堤体が決壊した場合、下流の家屋、公共施設等への被害が予想されるため

池を「防災重点ため池」として指定し、これに位置付けられたため池について、堤

体の安全性に対する耐震調査やハザードマップの作成等を進める市町村等に対し

て支援を行う。  

② 略  

 （２）防災減災対策の啓蒙・普及活動の実施 

ため池の破損、決壊による災害を未然に防止するため、市町村によりハザード

マップの作成・公表・周知を行うとともに、管理者等に対して、日常の管理・点検

実施の周知徹底や防災情報連絡体制、緊急連絡体制の整備等の指導を行う。  

    

 

 （資料編「ため池要監視箇所」参照） 

 

第４～第６ 略 

 

備を行う必要があり、堤体の断面・余水吐などの状況確認や人家・公共施設など下流の

状況確認などの点検を行うとともに、整備が必要なため池について、毎年市町村等から

の申請に基づき事業を実施している。  

２ 計画方針 

（略） 

（１）ため池等防災対策推進事業の実施 

① ため池防災対策調査計画事業の実施 

県は、堤体が決壊した場合、下流の家屋、公共施設等への被害が予想されるため

池を「防災重点ため池」として指定し、これに位置付けられたため池について、堤

体の安全性に対する機能診断調査やため池の定期的な監視（以下、ため池パトロ

ールという。）等を進める市町村等に対して支援を行う。  

② 略  

  （２）防災減災対策の啓発・普及活動の実施 

ため池の破損、決壊による災害を未然に防止するため、市町村によりハザード

マップの作成・公表・周知や緊急連絡体制の整備を行うとともに、管理者等に対し

て、ため池パトロールを通して日常の管理・点検実施の周知徹底を行う。 

あわせて、「ため池支援センター」を設置し、防災重点ため池の管理者からの相

談に直接対応し、管理等に関する助言を行う。  

    （資料編「防災重点ため池」参照） 

 

第４～第６ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県施策の反映  

 

 

 

 

 

県施策の反映  

第２１節 第五次地震防災緊急事業五箇年計画  

（防災統括室）  

 

 

 

 

 

 

 

第１ 計画の概要 

１ 計画年度 

平成２８～令和２年度 

２ 事業の実施 

  県及び市町村は第五次地震防災緊急事業五箇年計画に基づき、地震防災に係る緊急事

業を計画的に執行する。  

３ 略 

 

第２ 対象事業及び事業費等 

  県及び市町村の地域防災計画等に定める事項のうち、主務大臣の定める基準に適合す

る次の施設等の整備等である。 

  計画項目及び事業量・事業費は別表のとおり。  
（別表）計画項目及び事業量・事業費（地震防災緊急事業五箇年計画総括表）  
 

第２１節 第６次地震防災緊急事業五箇年計画  

（防災統括室）  

 

 

 

 

 

 

 

第１ 計画の概要 

１ 計画年度 

令和３～令和７年度 

２ 事業の実施 

  県及び市町村は第６次地震防災緊急事業五箇年計画に基づき、地震防災に係る緊急事

業を計画的に執行する。 

３ 略 

 

第２ 対象事業及び事業費等 

  県及び市町村の地域防災計画等に定める事項のうち、主務大臣の定める基準に適合す

る次の施設等の整備等である。 

  計画項目及び事業量・事業費は別表のとおり。  
（別表）計画項目及び事業量・事業費（地震防災緊急事業五箇年計画総括表）  
 

防災統括室  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震による災害から県民の生命、身体及び財産を保護するため、「地震防災

対策特別措置法」に定める地震防災上緊急に整備すべき施設等について、

「奈良県第五次地震防災緊急事業五箇年計画」を作成し、計画に基づく事業

を推進する。 

 

地震による災害から県民の生命、身体及び財産を保護するため、「地震防災

対策特別措置法」に定める地震防災上緊急に整備すべき施設等について、

「奈良県第６次地震防災緊急事業五箇年計画」を作成し、計画に基づく事業

を推進する。 
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

 

事業項目  事業量  
事業費  

(百万円 ) 

１号   避難地  
３１．

５  
ｈａ  ２  箇所  ４，１０４  

２号   避難路  ６．８  ｋｍ  ４  箇所  １，８６６  

３号   消防用施設  ２４７  箇所    ５，６１１  

４号   消防活動用道路   ｋｍ   箇所   

５号   緊急輸送道路等          

  5-1 号   緊急輸送道路  
６０．

７  
ｋｍ  

１５
０  

箇所  ４８，６７６  

  5-2 号   緊急輸送交通管制施設  ４９  箇所    ６５１  

  5-3 号   緊急輸送ヘリポート   箇所     

  5-4 号   緊急輸送港湾施設   箇所   バース   

  5-5 号   緊急輸送漁港施設   箇所   バース   

６号   共同溝等  ８．０  ｋｍ  ８  箇所  １６，３４８  

７号   医療機関  ４  施設    ３９，３９５  

８号   社会福祉施設   施設     

８の２号  公立幼
稚園  

４２  棟  ２１  
学
校  

３，３３１  

９号   公立小中学校等    
  9-1 号   校舎  １６  棟  ９  学校  ５，１３６  

  
9-2 号   屋内運動場  ３  棟  ３  学校  ９７９  

9-3 号   寄宿舎   棟   学校   

10 号   公立特別支援学校    

  10-1 号   校舎  棟   
学
校  

 

  
10-2 号   屋内運動場   棟   学校   

10-3 号   寄宿舎   棟   学校   

11 号   公的建造物  ７３  施設    １３，０９３  

12 号   海岸・河川           

  12-1 号   海岸保全施設   箇所   ｍ   

  12-2 号   河川管理施設   箇所   ｍ   

13 号   砂防設備等           

  13-1 号   砂防設備   箇所     

  13-2 号   保安施設   箇所     

  13-3 号   地すべり防止施設   箇所     

  13-4 号   急傾斜地崩壊防止施設   箇所     

  13-5 号   ため池  １４  箇所    １，１７３  

14 号   地域防災拠点施設  ４  施設    ４５  

15 号   防災行政無線  １８５  箇所    ７，５９７  

16 号   水・自家発電設備等  ８  箇所    ４３２  

17 号   備蓄倉庫  １９  箇所    ２０１  

18 号   応急救護設備等   基    

19 号   老朽住宅密集対策   ｈａ   箇所   

合計      
１４８，６３

８  
 

 

事業項目  事業量  
事業費  

(百万円 ) 

１号   避難地   ｈａ   箇所   

・   箇所     

・   箇所     

・    基      

19 号   老朽住宅密集対策    ｈａ    箇所    

合計       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２２節 防災体制の整備計画  

（防災統括室、総務部、県土マネジメント部、まちづくり推進局）  

 

第１ 県の活動体制    

第２２節 防災体制の整備計画  

（防災統括室、総務部、県土マネジメント部、地域デザイン推進局）  

 

第１ 県の活動体制    

防災統括室、道路

建設課  

 

 

 

現在協議中である第６次地震防災緊急事業五箇年計画の内容を反映  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

   県は、県域における総合的な防災対策を推進するため、平常時から防災に係る組織体

制等の整備、充実を図る。  

万一災害対策本部室が被災した場合は、県内の被災状況を把握した上で使用可能な施

設の状況に応じて第２の災害対策本部を設置する。  

１～２ 略  

３ 防災拠点  

  県は、大規模災害時において救出救護、復旧活動の拠点となる防災拠点の機能整理、

求められる機能に対応する現状施設の位置づけを行う。  

 （１）  防災拠点  

  災害応急活動に従事する防災機関のための活動拠点で、以下のいずれかの施設  

 

①～④ 略  

（２）  広域防災拠点  

  全国の防災機関から災害応急活動に係る応援を受けるために、アクセス性に加え、一

定の敷地面積を有する施設  

  県は、広域防災拠点を予め指定するとともに、関係機関相互の応援が円滑に行えるよ

う警察・消防・自衛隊等の部隊の展開、物資輸送等の救援活動拠点としての環境整備を

進めるものとする。  

 現行の広域防災拠点は、当面以下の４施設を指定するが、インターチェンジとの近接

性、耐震性等課題があるため、今後、他の県有施設（中町道の駅等）、国有または市町村

有施設のうち、活動拠点となり得る施設の指定について、国、市町村の協力を得て、積

極的に検討を進める。  

 

 

【広域防災拠点指定施設】  

   ①～④ 略  

（３）大規模広域防災拠点  

 南海トラフ巨大地震などの大規模災害発生時に、県外からの支援を受けるとともに、紀

伊半島全体の後方支援拠点としての機能を担う面からも、固定翼機の離発着が可能な滑

走路等を備え、消防学校を併設した県の大規模広域防災拠点の整備を五條市において進

める。  

  併せて陸上自衛隊駐屯地の誘致活動を進める。    

第２次地震被害想定調査結果を踏まえ、想定する地震ごとに被災地への円滑な救援物

資の供給と想定される避難者数に対応した物資の集積面積について考慮する。  

４ 略  

 

第２ 市町村の活動体制    

（略）  

   市町村は、災害応急対策施設を備えた防災拠点、災害管理対策拠点（「第２章第１５節  

緊急輸送道路の整備計画」参照）等の整備に努めるとともに、住民が災害時に自ら防災

活動を行いやすい環境整備に努める。  

県は市町村に対し、「応援職員における奈良県への受入及び市町村への短期派遣マニュ

アル」及び「災害時緊急連絡員活動マニュアル」を踏まえた内容を市町村防災計画に反映

できるよう支援する。  

 

   県は、県域における総合的な防災対策を推進するため、平常時から防災に係る組織体

制等の整備、充実を図る。  

万一災害対策本部室が被災した場合は、県内の被災状況を把握した上で使用可能な施

設の状況に応じて第２の災害対策本部を設置する。  

１～２ 略  

３ 防災拠点  

  県は、大規模災害時において救出救護、復旧活動の拠点となる防災拠点の機能整理、

求められる機能に対応する現状施設の位置づけを行う。  

 （１）  防災拠点  

  災害応急対策活動に従事する防災機関のための活動拠点で、以下のいずれかの拠点の

機能を満たす施設  

①～④ 略  

（２）  広域防災拠点  

  全国の防災機関から災害応急対策活動に係る応援を受けるために、アクセス性に加え、

一定の敷地面積を有する施設  

  県は、広域防災拠点を予め指定するとともに、関係機関相互の応援が円滑に行えるよ

う警察・消防・自衛隊等の部隊の展開、物資輸送等の救援活動拠点としての環境整備を

進めるものとする。  

 現行の広域防災拠点は、当面以下の４施設を指定するが、インターチェンジとの近接

性、耐震性等課題があるため、今後、他の県有施設、国有または市町村有施設のうち、活

動拠点となり得る施設の指定について、国、市町村の協力を得て、積極的に検討を進め

る。  

また、国土交通省より「防災道の駅」として選定された中町「道の駅」（奈良市）につ

いて整備を進め、広域防災拠点としての指定を目指す。   

【広域防災拠点指定施設】  

   ①～④ 略   

（３）大規模広域防災拠点  

  南海トラフ巨大地震などの大規模災害発生時に、県外からの支援を受けるとともに、

紀伊半島全体の後方支援拠点としての機能を担う面からも、固定翼機の離発着が可能な

滑走路等を備え、消防学校を併設した県の大規模広域防災拠点を、「奈良県大規模広域防

災拠点整備基本計画（令和３年６月）」に基づき、整備する。  

  併せて陸上自衛隊駐屯地の誘致活動を進める。  

  第２次地震被害想定調査結果を踏まえ、想定する地震ごとに被災地への円滑な救援物

資の供給と想定される避難者数に対応した物資の集積面積について考慮する。  

４ 略  

 

第２ 市町村の活動体制    

（略）  

   市町村は、防災拠点の整備に努めるとともに、住民が災害時に自ら防災活動を行いや

すい環境整備に努める。  

 

県は市町村に対し、「応援職員における奈良県への受入及び市町村への短期派遣マニュ

アル」及び「災害時緊急連絡員活動マニュアル」を踏まえた内容を市町村防災計画に反映

できるよう支援する。  

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

直 近 の 施 策 の 反

映・R2 防災基本計

画修正に基づく  

 

 

 

 

県施策の反映  

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

第３～第５ 略 

 

第３～第５ 略 

 

第６ 大規模停電対策 

 １ 県及び市町村は、燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動時に有用な資機材に

ついて、地域内の備蓄量、公的機関・供給事業者等の保有量を把握した上で、不足が

懸念される場合には、関係機関や民間事業者との連携に努めるものとする。  

なお、燃料については、あらかじめ、石油販売業者と、燃料の優先供給について協

定の締結を推進するとともに、平時から受注機会の増大などに配慮するよう努めるも

のとする。 

 ２ 県、市、公共機関及び災害拠点病院等災害応急対策に係る機関は、保有する施設・

設備について、十分な期間（最低３日間）の発電が可能となるよう燃料の備蓄等を行

い、平常時から点検、訓練等に努めるものとする。また、物資の供給が相当困難な場

合を想定した食料、飲料水、燃料等の適切な備蓄・調達・輸送体制の整備や通信途絶

時に備えた衛星通信等の非常用通信手段の確保を図るものとする。  

 ３ 病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設の管理者は、発災

後 72 時間の事業継続が可能となる非常用電源を確保するよう努めるものとする。  

 ４ 県は、大規模停電発生時に電源車の配備等、関係省庁、電気事業者等から円滑な支

援を受けられるよう、あらかじめ、病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に

関わる重要施設及び災害応急対策に係る機関が保有する施設の非常用電源の設置状

況、最大燃料備蓄量、燃料確保先、給油口規格等を収集・整理し、リスト化を行うよう

努めるものとする。 

 ５ 県、市及び放送事業者等は、災害に関する情報及び被災者に対する生活情報を大規

模停電時も含め常に伝達できるよう、その体制及び施設・設備の整備を図るものとす

る。 

 ６ 県は、災害応急対策に係る重要施設の管理者に対して、あらかじめ、燃料備蓄の補

給状況等、災害に備えた事前の準備状況の確認を行うよう努めるものとする。 

 ７ 県及び電気事業者等は、大規模な災害発生のおそれがある場合、それぞれが所有す

る電源車、発電機等の現在時点の配備状況等を確認の上、リスト化するよう努めるもの

とする。 

 

 

 

R2 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２４節 通信体制の整備計画  

（防災統括室、総務部、農林部、県土マネジメント部）  

 

 

 

 

 

 

第１ 県の情報通信施設等  

１ 県防災行政通信ネットワーク設備  

（１）現況  

県は、県と市町村及び防災関係機関相互の災害時における迅速かつ的確な情報の伝達

を確保するため、県防災行政通信ネットワークシステムの整備を行い、平成２９年４月

から運用している。防災行政通信ネットワークは光高速大容量通信が可能となる光ケー

第２４節 通信体制の整備計画  

（防災統括室、総務部、水循環・森林・景観環境部、県土マネジメント部）  

 

 

 

 

 

 

第１ 県の情報通信施設等  

１ 県防災行政通信ネットワーク設備  

（１）現況  

県は、県と市町村及び防災関係機関相互の災害時における迅速かつ的確な情報の伝達

を確保するため、県防災行政通信ネットワークシステムの整備を行い、平成２９年４月

から運用している。県防災行政通信ネットワークは光高速大容量通信が可能となる光ケ

防災統括室  

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

記載の適正化  

 

 

記載の適正化  

 

災害時に被害情報を迅速かつ確実に収集し、避難情報などを住民に確実に伝

達できるよう、防災行政通信ネットワークをはじめ多様な伝達手段を整備・

確保する。また、国との情報交換のための通信網を確実に運用する。  

災害時に被害情報を迅速かつ確実に収集し、避難情報などを住民に確実に伝

達できるよう、県防災行政通信ネットワークをはじめ多様な伝達手段を整備・

確保する。また、国との情報交換のための通信網を確実に運用する。  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

ブルによる大和路情報ハイウェイ等を利用した有線回線を主回線とし、衛星系回線を副

回線、更にそのバックアップ回線として衛星携帯電話回線の３ルートを組み合わせてい

る。衛星系回線は、一般財団法人自治体衛星通信機構（LASCOM）の地域衛星通信ネッ

トワークにより、国や他の都道府県やその管内市町村等と通信が可能となっている。  

（２）災害予防計画  

   県、市町村及び防災関係機関は、県防災行政通信ネットワーク設備の円滑な運営及び

管理を図るため、奈良県防災行政通信ネットワーク運営協議会を設置し、設備の保守を

行い機能維持に努めるとともに、機器操作及び通信要領の習熟を目的に情報伝達訓練等

を定期的に実施する。  

２ 非常災害時緊急連絡用無線（中央防災無線）  

非常災害時緊急連絡用無線は、大規模災害時等の緊急時に、迅速な国との情報交換を

目的に、内閣総理大臣官邸及び国の緊急災害対策本部と県災害対策本部室を直接結ぶ地

上系無線通信網で、平成７年１２月から運用している。  

３ 消防庁消防防災無線  

県と国土交通省奈良国道事務所間に多重無線通信回線を整備し、国土交通省通信施設

の共用を図り、県と総務省消防庁、国土交通省及び各都道府県間を結ぶ地上系無線通信

網として運用を行っている。また、衛星系回線としては地域衛星通信ネットワークによ

る運用を行っている。  

４ 大和路情報ハイウェイ  

 （１）現況  

大和路情報ハイウェイは、県庁舎、県出先機関及び市町村間のネットワークを専用の

情報通信回線で接続することにより、各種業務システムを利用できる環境を整備し、安

定した情報通信基盤として平成１７年４月から運用している。また、大和路情報ハイウ

ェイ障害時における奈良県防災行政通信ネットワークの優先制御設定及び南部東部の町

村におけるアクセス回線の二重化について平成２９年３月から整備・運用している。  

（２） 略  

 

第２ 市町村防災行政無線設備  

１ 現況  

市町村が防災情報を収集し、また住民に対して防災情報を周知する為の手段に市町村

防災行政無線等がある。平成３１年３月末現在、市町村防災行政無線は、県内３９市町

村の内３５市町村で整備済みであり、市町村防災行政無線を補完する全国瞬時警報シス

テム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）や緊急情報ネットワークシステム（Ｅｍ－Ｎｅｔ）は全市町村

で整備済みである。  

（１）～（２） 略  

２ 災害予防計画  

（１） 略  

（２）市町村は、自家用発動発電機の空冷化をはじめとした非常用電源設備の高度化に

努める。  

（３） 略  

３ 略  

 

第３～第８ 略  

 

第９ Ｌアラート  

ーブルによる大和路情報ハイウェイ等を利用した有線回線を主回線とし、衛星系回線を

副回線、更にそのバックアップ回線として衛星携帯電話回線の３ルートを組み合わせて

いる。衛星系回線は、一般財団法人自治体衛星通信機構（LASCOM）の地域衛星通信ネ

ットワークにより、国や他の都道府県やその管内市町村等と通信が可能となっている。  

（２）災害予防計画  

   県、市町村及び防災関係機関は、県防災行政通信ネットワーク設備の円滑な運営及び

管理を図るため、奈良県防災行政通信ネットワーク運営協議会を設置し、設備の保守を

行い機能維持に努めるとともに、機器操作及び通信要領の習熟を目的に情報伝達訓練等

を定期的に実施する。  

２ 中央防災無線網  

中央防災無線網は、大規模災害時等の緊急時に、迅速な国との情報交換を目的に、内

閣総理大臣官邸及び国の緊急災害対策本部と県災害対策本部室を直接結ぶ地上系無線通

信網で、平成７年１２月から運用している。  

３ 消防庁消防防災無線網  

県と国土交通省奈良国道事務所間に多重無線通信回線を整備し、国土交通省通信施設

の共用を図り、県と総務省消防庁、国土交通省及び各都道府県間を結ぶ地上系無線通信

網として運用を行っている。また、衛星系回線としては地域衛星通信ネットワークによ

る運用を行っている。  

４ 大和路情報ハイウェイ  

 （１）現況  

大和路情報ハイウェイは、県庁舎、県出先機関及び市町村間のネットワークを専用の

情報通信回線で接続することにより、各種業務システムを利用できる環境を整備し、安

定した情報通信基盤として平成１７年４月から運用している。また、大和路情報ハイウ

ェイ障害時における奈良県防災行政通信ネットワークの優先制御設定及び南部東部の町

村におけるアクセス回線の二重化について平成２９年３月から整備・運用している。  

（２） 略  

 

第２ 市町村防災行政無線設備  

１ 現況  

市町村が防災情報を収集し、また住民に対して防災情報を周知する為の手段に市町村

防災行政無線等がある。令和２年３月末現在、市町村防災行政無線は、県内３９市町村

の内３３市町村で整備済みであり、市町村防災行政無線を補完する全国瞬時警報システ

ム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）や緊急情報ネットワークシステム（Ｅｍ－Ｎｅｔ）は全市町村で

整備済みである。  

（１）～（２） 略  

２ 災害予防計画  

（１） 略  

（２）市町村は、自家用発動発電機の空冷化をはじめとした非常用電源設備の耐災性の

向上に努める。  

（３） 略  

３ 略  

 

第３～第８ 略  

 

第９ Ｌアラート等  

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

 

時点修正  

 

記載の適正化  

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

県が県防災行政通信ネットワークの再整備の中で整備した県防災情報システムは、L

アラート等に連携しており、県民への速やかな情報提供が可能である。  

市町村は災害対策本部設置状況、避難勧告等発令情報、避難所開設情報を、県防災情

報システムに入力することで、住民へ速やかに周知できる。更に、避難勧告等発令情報

は携帯電話会社へも送られて、発令対象地域の住民に緊急速報メールが発信される。  

 

 

 

第１０ 孤立集落への通信  

災害時には固定電話や携帯電話が停電や通信回線の断線により通信利用できない場合

がある。これに備えて、県及び市町村は、孤立集落対策として双方向通信可能な情報通

信手段の整備に努める。  

 １～２ 略  

 

県が県防災行政通信ネットワークの一部である県防災情報システムは、L アラート、

県防災ポータル、緊急速報メールに連携しており、県民への速やかな情報提供が可能で

ある。  

市町村は災害対策本部設置状況、避難指示等発令情報、避難所開設情報を、県防災情

報システムに入力することで、L アラート等を通じてこれらの情報を住民へ速やかに周

知できる。更に、避難勧告等発令情報は携帯電話会社へも送られて、発令対象地域の住

民に緊急速報メールが発信される。  

 

第１０ 孤立集落への通信  

災害時には固定電話や携帯電話が停電や通信回線の断線により通信利用できない場合

がある。これに備えて、県及び市町村は、孤立集落対策として双方向通信可能な情報通

信手段の整備に努める。  

 １～２ 略  

 

 

 

 

災 害 対 策 基 本 法

の改正  

記載の適正化  

 

 

 

 

記載の適正化  

 

第２５節 孤立集落対策  

（防災統括室）  

 

第１ 県、市町村、住民・自主防災組織の役割分担  

１ 住民・自主防災組織  

防災の基本である「自らの安全は自らが守る」という原則に基づき、孤立に備えて、

１週間分以上の食料、飲料水及び生活必需品の備蓄に努めるとともに、積極的に自主防

災活動に参加する。この際、土砂災害警戒区域を把握しておくよう留意する。  

 

孤立する可能性ある住民及び自主防災組織は、災害発生時に迅速に安全確認を行える

よう平時から訓練しておくものとする。  

また集落内のヘリポートがヘリの操縦士に明確に伝わるような手段をあらかじめ検討

しておく（車両の発煙を利用する等）ものとする。  

２～３ 略  

 

第２５節 孤立集落対策  

（防災統括室）  

 

第１ 県、市町村、住民・自主防災組織の役割分担  

１ 住民・自主防災組織  

防災の基本である「自らの安全は自らが守る」という原則に基づき、孤立に備えて、

最低３日間、推奨１週間分の食料、飲料水及び生活必需品の備蓄に努めるとともに、積

極的に自主防災活動に参加する。この際、土砂災害警戒区域を把握しておくよう留意す

る。  

孤立する可能性ある住民及び自主防災組織は、災害発生時に迅速に安全確認を行える

よう平時から訓練しておくものとする。  

また集落内のヘリポートがヘリの操縦士に明確に伝わるような手段をあらかじめ検討

しておく（車両の発煙を利用する等）ものとする。  

２～３ 略  

 

防災統括室  

 

 

 

 

 

 

防 災 基 本 計 画 と

の整合を図る  

 

第２６節 支援体制の整備（県外で災害発生の場合）              
（防災統括室、地域振興部、くらし創造部）  

 

第１ 人的支援体制の整備 

１～３ 略 

４ 被災市町村への支援にあたっては、国（総務省）の被災市区町村応援職員確保シス

テム（災害マネジメント総括支援員・災害マネジメント支援員等による支援を含む）

を活用するなど、国や関西広域連合等との連携に基づき実施する。なお、県は、円滑

かつ十分に支援を実施することができるよう、災害マネジメント総括支援員及び災害

マネジメント支援員の育成及び確保に努めるものとする。   

 

第２ 略 

 

第３ 広域防災体制の確立 

第２６節 支援体制の整備（県外で災害発生の場合）              
（防災統括室、総務部、文化・教育・くらし創造部、県土マネジメント部）  

 

第１ 人的支援体制の整備 

１～３ 略 

４ 被災市町村への支援にあたっては、国（総務省）の応急対策職員派遣制度（災害マ

ネジメント総括支援員・災害マネジメント支援員等による支援を含む）を活用するな

ど、国や関西広域連合等との連携に基づき実施する。なお、県は、円滑かつ十分に支

援を実施することができるよう、災害マネジメント総括支援員及び災害マネジメント

支援員の育成及び確保に努めるものとする。   

 

第２ 略 

 

第３ 広域防災体制の確立 

防災統括室  

 

 

 

 

 

記載の適正化  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

被災地支援の拠点となるヘリポートを併設した陸上自衛隊駐屯地の県南部（五條市）

への誘致活動を進める。  

  また、南海トラフ巨大地震などの大規模災害発生時に、県外からの支援を受けるとと

もに、紀伊半島全体の後方支援拠点としての機能を担う面からも、固定翼機の離発着が可

能な滑走路等を備え、消防学校を併設した県の大規模広域防災拠点の整備を五條市にお

いて進める。 

 

第４ 略 

 

南海トラフ巨大地震などの大規模災害発生時に、県外からの支援を受けるとともに、紀

伊半島全体の後方支援拠点としての機能を担う面からも、固定翼機の離発着が可能な滑

走路等を備えた県の大規模広域防災拠点を、「奈良県大規模広域防災拠点整備基本計画（令

和３年６月）」に基づき、整備する。 

 

 

 

第４ 略 

 

 

 

県施策の反映  

 

第２７節 受援体制の整備（県内で災害発生の場合）              
（防災統括室、地域振興部、くらし創造部）  

 

第１ 防災関係機関の相互応援体制の整備  

１～３ 略 

４ 県は、他の都道府県等へ応援要請した際の人的支援受入のため、被災市町村への応

援体制を含む、県受援マニュアル（応援職員における奈良県への受入及び市町村への

短期派遣マニュアル）を作成しておくものとする。受援マニュアルでは、県が被災し

た市町村を即座に応援する枠組みを前提とする。  

５～７ 略 

 

第２ 応援受入体制の整備  

１ 略 

２ 県は、国や他の都道府県からの人的支援受入のための「応援職員における奈良県へ

の受入及び市町村への短期派遣マニュアル」を作成し、応援受入体制の整備をしてお

くものとする。 

  「応援職員における奈良県への受入及び市町村への短期派遣マニュアル」には、以

下の内容を盛り込むものとする。 

   （１）県応援受入班の部局横断的な編成  

   （２）県職員派遣リエゾン等により市町村ニーズを把握し、関西広域連合、全国

知事会、県内市町村等との連携によるマッチングを強化  

   （３）被災市町村へより早期派遣するための県職員派遣リエゾンの強化  

 

   （４）関西広域連合、全国知事会等からの受援緊急連絡員（リエゾン）等の執務

室の確保、機器の整備 

   （５）市町村の受援計画（マニュアル）の作成支援  

３ 県は、災害時に応援職員の派遣要請を行うため、関西広域連合の枠組みによる応援

や、「被災市区町村応援職員確保システム」に基づく応援等について、関西広域連合や

全国知事会、総務省等の関係機関との連携体制の構築に努める。  

 

 

４ 国、関西広域連合、全国知事会等からの視察に備え、視察対応班の増強や、航空運

用調整班の設置を行う。  

５ 市町村及び県は、迅速、円滑に応援が受けられるように各応援機関の執務スペー

ス、宿泊場所、物資、資機材の集積場所、車輌の駐車スペース、ヘリポート等を確

第２７節 受援体制の整備（県内で災害発生の場合）              
（防災統括室、総務部、文化・教育・くらし創造部、県土マネジメント部）  

 

第１ 防災関係機関の相互応援体制の整備  

１～３ 略 

４ 県は、他の都道府県等へ応援要請した際の人的支援受入のため、被災市町村への応

援体制を含む、県受援マニュアル（応援職員における奈良県への受入及び市町村への

短期派遣マニュアル）を整備するとともに、必要に応じて修正をする。  

 

５～７ 略 

 

第２ 応援受入体制の整備  

１ 略 

２ 県は、国や他の都道府県からの人的支援受入のための「応援職員における奈良県へ

の受入及び市町村への短期派遣マニュアル」により、応援受入体制の整備をしておく

ものとする。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 県は、災害時に応援職員の派遣要請を行うため、関西広域連合の枠組みによる応援

や、「応急対策職員派遣制度」に基づく応援等について、関西広域連合や全国知事会、

総務省等の関係機関との連携体制の構築に努める。また、応急対策職員派遣制度を活

用した受け入れについては、訓練等を通じて、活用方法の習熟や発災時における円滑

な活用の促進に努める。 

４ 県は、国、関西広域連合、全国知事会等からの視察に備え、視察対応班や航空運用

調整班等の業務の整理をしておく。 

５ 県及び市町村は、迅速、円滑に応援が受けられるように各応援機関の執務スペース、

宿泊場所、物資、資機材の集積場所、車輌の駐車スペース、ヘリポート等を確保する。 

防災統括室、人事

課  

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 防災基本計画

修正に基づく  

R3 防災基本計画

修正に基づく  
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保する。  

 

第３ 広域防災体制の確立 

救援の拠点となるヘリポートを併設した陸上自衛隊駐屯地の県南部（五條市）への誘

致活動を進めるとともに、南海トラフ地震の対応基地として、また紀伊半島の支援の拠

点として備蓄庫・ヘリポート等を備え、消防学校を併設した県の大規模広域防災拠点の

整備を図る。 

 

第４ 略 

 

 

 

第３ 広域防災体制の確立 

南海トラフ巨大地震などの対応基地として、また紀伊半島の支援の拠点として備蓄庫・

ヘリポート等を備えた県の大規模広域防災拠点の整備を図る。  

 

 

 

第４ 略 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

第２８節 保健医療計画   

（福祉医療部）  

 

第１ 保健医療活動体制の整備  

１ 略  

２ 県 

（１）～（７） 略  

 

 

３～７ 略 

 

第２～第９ 略 

 

第２８節 保健医療計画   

（福祉医療部）  

 

第１ 保健医療活動体制の整備  

１ 略  

２ 県 

（１）～（７） 略  

（８）ＤＨＥＡＴの構成員の人材育成を図るとともに、資質の維持向上を図るための継

続的な研修受講を推進する。 

３～７ 略 

 

第２～第９ 略 

 

福 祉 医 療 部 企 画

管理室  

 

 

 

 

 

 

R2 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

第３２節 食料、生活必需品の確保計画  

（防災統括室、福祉医療部、産業・雇用振興部、農林部）  

 

第１ 県、市町村、住民の役割分担  

１ 住民の役割  

住民は、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄に努めなければならない。  

また、東日本大震災の経験から、交通及び物流ネットワークの寸断により、支援物資

がすぐに行きわたらない可能性もあることから、防災の基本である「自らの安全は自ら

が守る」という原則に基づき、１週間分以上の食料、飲料水及び生活必需品を備蓄する

よう努める。特に食物アレルギー等の食事に関して配慮が必要な住民は、平常時から１

週間分の分量を自ら確保するように努める。この分量を確保するためにローリングスト

ック法等によりストックが可能な食料及び生活必需品を備蓄し、日常生活の中で、継続

して備蓄できるように努める。  

（ローリングストック法とは、備蓄用の特別な食料を確保しておくのではなく、普段食

べている食料を古いものから順に使い、食料を循環させる方法のことをいう。）  

また、家族構成を考慮して、避難するときに持ち出す最低限の生活用品についても併

せて準備するよう努める。  

２ 略  

３ 県の役割  

県は、被災住民に供給する生活必需品等の物資及び市町村の要請を受けて必要となる

第３２節 食料、生活必需品の確保計画  

（防災統括室、福祉医療部、産業・観光・雇用振興部、食と農の振興部）  

 

第１ 県、市町村、住民の役割分担  

１ 住民の役割  

住民は、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄に努めなければならない。  

また、東日本大震災の経験から、交通及び物流ネットワークの寸断により、支援物資

がすぐに行きわたらない可能性もあることから、防災の基本である「自らの安全は自ら

が守る」という原則に基づき、最低３日間、推奨１週間分の食料、飲料水及び生活必需

品を備蓄するよう努める。特に食物アレルギー等の食事に関して配慮が必要な住民は、

平常時から最低３日間、推奨１週間分の分量を自ら確保するように努める。この分量を

確保するためにローリングストック法等によりストックが可能な食料及び生活必需品を

備蓄し、日常生活の中で、継続して備蓄できるように努める。  

（ローリングストック法とは、備蓄用の特別な食料を確保しておくのではなく、普段食

べている食料を古いものから順に使い、食料を循環させる方法のことをいう。）  

また、家族構成を考慮して、避難するときに持ち出す最低限の生活用品についても併

せて準備するよう努める。  

２ 略  

３ 県の役割  

県は、被災住民に供給する生活必需品や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策

防災統括室  

 

 

 

 

 

 

 

 

防 災 基 本 計 画 と

の整合を図る  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 防災基本計画
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物資の広域的かつ一元的な調達及び供給を行うための環境及び体制の整備に努めるとと

もに、市町村における計画策定にかかる助言を行う。特に災害発生時に、被災した市町

村へ物資を円滑に供給するために、協定等に基づき倉庫協会等の民間の施設及び物流事

業者等のノウハウを活用する。  

 

第２ 平常時の物資調達  

県及び市町村は、平常時から災害の発生に際し必要となる物資の調達を、次により行

う。  

１ 市町村の物資調達  

市町村は、供給に必要な物資の調達を行うために流通業者と協定を締結する等具体的

方法を検討し、災害発生時に迅速かつ的確・適切に対処するための環境及び体制を整え

る。  

その方法は、おおむね次のとおりとする。  

（１）調達物資の品目・輸送拠点・輸送方法等を明らかにする。また、調達物資の品目に

ついては、高齢者や乳幼児用物資にも配慮する。  

（２）略  

 

 

（３）調達を行うための調達責任者及び担当者を指定し、その職務権限を明らかにする。 

（４）その他、物資の調達に必要なことを定める。  

２ 県の物資調達  

県は、供給に必要な生活必需品の調達を行うための具体的方法を検討し、速やかに実

施するため、救援物資対応マニュアルの見直しを随時行い、災害発生時に迅速かつ的確・

適切に対処するための環境及び体制を整える。  

その方法は、おおむね次のとおりとする。  

（１）～（２） 略  

 

 

（３）必要に応じ「近畿圏危機発生時等の相互応援に関する基本協定」及び「紀伊半島

３県災害時相互応援協定」に基づく応援調達の内容を具体的に踏まえたものとする。

また、関西広域連合が民間物流事業者・流通業者等の参画を得て、緊急物資の輸配

送及び緊急物資の確保・調達について課題と対応の方向を整理した「緊急物資円滑

供給システム」を踏まえた災害時の実効性のある物資供給を図る。  

 

（４）調達を行うための調達責任者及び担当者を指定し、その職務権限を明らかにする。 

（５）その他、物資の調達に必要なことを定める。  

 

第３～第４ 略  

 

に必要な物資等及び市町村の要請を受けて必要となる物資の広域的かつ一元的な調達及

び供給を行うための環境及び体制の整備に努めるとともに、市町村における計画策定に

かかる助言を行う。特に災害発生時に、被災した市町村へ物資を円滑に供給するために、

協定等に基づき倉庫協会等の民間の施設及び物流事業者等のノウハウを活用する。  

 

第２ 平常時の物資調達  

県及び市町村は、平常時から災害の発生に際し必要となる物資の調達を、次により行

う。  

１ 市町村の物資調達  

市町村は、供給に必要な物資の調達を行うために流通業者と協定を締結する等具体的

方法を検討し、災害発生時に迅速かつ的確・適切に対処するための環境及び体制を整え

る。  

その方法は、おおむね次のとおりとする。  

（１）調達物資の品目・輸送拠点・輸送方法等を明らかにする。また、調達物資の品目に

ついては、要配慮者、女性、子どもにも配慮する。  

（２）略  

（３）国の物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ備蓄物資や物資拠

点の登録に努め、国、県及び市町村との情報共有を図る。  

（４）調達を行うための調達責任者及び担当者を指定し、その職務権限を明らかにする。 

（５）その他、物資の調達に必要なことを定める。  

２ 県の物資調達  

県は、供給に必要な生活必需品の調達を行うための具体的方法を検討し、速やかに実

施するため、救援物資対応マニュアルの見直しを随時行い、災害発生時に迅速かつ的確・

適切に対処するための環境及び体制を整える。  

その方法は、おおむね次のとおりとする。  

（１）～（２） 略  

（３）国の物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ備蓄物資や物資拠

点の登録に努め、国、県及び市町村との情報共有を図る。  

（４）県及び市町村で応急対応又は応援措置等の実施が困難な場合等必要に応じ「近畿

圏危機発生時等の相互応援に関する基本協定」及び「紀伊半島３県災害時相互応援

協定」に基づく応援調達の内容を具体的に踏まえたものとする。  

   また、関西広域連合が民間物流事業者・流通業者等の参画を得て、緊急物資の輸

配送及び緊急物資の確保・調達について課題と対応の方向を整理した「緊急物資円

滑供給システム」を踏まえた災害時の実効性のある物資供給を図る。  

（５）調達を行うための調達責任者及び担当者を指定し、その職務権限を明らかにする。 

（６）その他、物資の調達に必要なことを定める。  

 

第３～第４ 略  

 

修正に基づく  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  

R2 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

 

 

 

 

 

同上  

 

記載の適正化  

 

第３３節 文化財災害予防計画  

（地域振興部）  

 

第１ 基本計画  

 １ 略  

第３３節 文化財災害予防計画  

（文化・教育・くらし創造部）  

 

第１ 基本計画  

 １ 略  

文化財保存課  
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 ２ 管理状況の把握  

県は、文化財保存課職員による適宜巡視、市町村または市町村教育委員会による情報

提供、文化財保護指導委員の巡視報告等を通じ、文化財の管理状況の把握につとめると

ともに、連絡先、所在場所、修理歴、防災設備等のデータを随時更新し、緊急時の対応に

備える。  

 ３～５ 略  

 

第２～第３ 略 

 ２ 管理状況の把握  

県は、文化財保存課職員による適宜巡視、市町村または市町村教育委員会による情報

提供、文化財保護指導委員の巡視報告等を通じ、文化財の管理状況の把握に努めるとと

もに、連絡先、所在場所、修理歴、防災設備等のデータを随時更新し、緊急時の対応に備

える。  

３～５ 略  

 

第２～第３ 略 

 

 

記載の適正化  
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第１節 避難行動計画  

（防災統括室等）  

 

 

 

 

 

 

第１ 避難勧告等の発令  

１ 実施機関  

  【警戒レベル３】避難準備・高齢者等避難開始の情報提供、【警戒レベル４】避難勧告

及び避難指示（緊急）、【警戒レベル５】災害発生情報の実施責任者は次のとおりである。 

市町村長は、法第６０条に基づき、住民の生命、身体に危険を及ぼすと認めるときは、

危険地域の住民等に対し、避難の勧告等を行う。  

なお、知事は、市町村が災害により全部又は大部分の事務を行うことができなくなっ

たときは、市町村長が実施すべき事務の全部又は一部を代わりに実施する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 避難行動計画  

（防災統括室等）  

 

 

 

 

 

 

第１ 避難指示等の発令  

１ 実施責任者  

  災害時の避難指示等の実施責任者は次のとおりである。  

  （１）災害対策基本法による場合  

   

 

 

 

 

 

 

 

（２）その他の法令による場合  

防災統括室  

 

 

 

 

 

 

 

 

災 害 対 策 基 本 法

の改正  

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施責任者 要件 措置 根拠規程 災害の種類

市町村長

災害が発生するおそれがあるとき

や、災害リスクのある区域の高齢

者等が危険な場所から避難すべき

とき

【警戒レベル３】高齢者等避難の発令

・要配慮者に対する、円滑かつ迅速な避

難の確保が図られるための必要な情報の

提供その他の必要な配慮

災害対策基本法

第５６条第2項
災害全般

市町村長

災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合において、人の生命

又は身体を災害から保護し、その

他災害の拡大を防止するために特

に必要があると認められるとき

【警戒レベル４】避難指示の発令

・立退きの指示（必要があると認めると

きは立退き先の指示）

災害対策基本法

第６０条第１項、

第２項

災害全般

市町村長

避難のための立退きを行うことに

よりかえって人の生命又は身体に

危険が及ぶおそれがあり、かつ、

事態に照らし緊急を要する認める

とき

【警戒レベル５】緊急安全確保の発令

・高所への移動、近傍の堅固な建物への

退避、屋内の屋外に面する開口部から離

れた場所での退避その他の緊急に安全を

確保するための措置（緊急安全確保措

置）の指示

災害対策基本法

第６０条第３項
災害全般

知事

災害の発生により市町村がその全

部又は大部分の事務を行うことが

できなくなつたとき

・上記、災害対策基本法第６０条第１項

から第３項の規定により実施すべき措置

の全部又は一部

災害対策基本法

第６０条第６項
災害全般

警察官

市町村長が避難のための立退き若

しくは緊急安全確保措置を指示す

ることができないと認めるとき、

又は市町村長から要求があったと

き

・立退きの指示（必要があると認めると

きは立退き先の指示）

・緊急安全確保措置の指示

災害対策基本法

第６１条第１項
災害全般

災害発生時における人的被害を軽減するため、防災関係機関は連絡調整を密

にし、避難勧告等の発令や住民に対する情報伝達等、適切な避難誘導を行う

必要がある。  

災害発生時における人的被害を軽減するため、防災関係機関は連絡調整を密

にし、避難指示等の発令や住民に対する情報伝達等、適切な避難誘導を行う

必要がある。  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

 

 

 ２ 避難勧告等の発令  

市町村長は、地震による土砂災害発生などの二次災害の危険性が高い時など、住民の

生命を守るため避難勧告等のすみやかな発令に努める。  

県及び気象台等は、土砂災害警戒情報や気象予警報等、避難勧告等の判断に際して参

照すべき情報を市町村に提供する。また、市町村から避難勧告等に関する助言を求めら

れた場合は、市町村に対し必要な助言を行うようにする。  

 （１）【警戒レベル３】避難準備・高齢者等避難開始、【警戒レベル４】避難勧告、避難指

示（緊急）、【警戒レベル５】災害発生情報の内容  

 避難勧告等を実施する者は、次の事項を明示して行うよう努める。  

①～⑥ 略  

（２）【警戒レベル３】避難準備・高齢者等避難開始、【警戒レベル４】避難勧告、避難指

示（緊急）、【警戒レベル５】災害発生情報の伝達  

① 避難勧告等を発令したときは、当該実施者は、その内容を住民に対して直ちに

伝達するものとする。伝達手段としては、防災行政無線の屋外スピーカーや個別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 避難指示等の発令  

市町村長は、地震による土砂災害発生などの二次災害の危険性が高い時など、住民の

生命を守るため避難指示等のすみやかな発令に努める。  

県及び気象台等は、土砂災害警戒情報や気象予警報等、避難指示等の判断に際して参

照すべき情報を市町村に提供する。また、市町村から避難指示等に関する助言を求めら

れた場合は、市町村に対し必要な助言を行うようにする。  

（１）【警戒レベル３】高齢者等避難、【警戒レベル４】避難指示、【警戒レベル５】緊急

安全確保の内容  

避難指示等を実施する者は、次の事項を明示して行うよう努めるものとする。  

①～⑥ 略  

 （２）【警戒レベル３】高齢者等避難、【警戒レベル４】避難指示、【警戒レベル５】緊急

安全確保の伝達  

① 避難指示等を発令したときは、当該実施者は、その内容を住民に対して直ちに

伝達するものとする。伝達手段としては、防災行政無線の屋外スピーカーや個別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災 害 対 策 基 本 法

の改正  

 

同上  

 

 

同上  

 

 

 

同上  

 

 

 

実施責任者 要件 措置 根拠規程 災害の種類

【警戒レベル３】

避難準備・高齢者

等避難開始

市町村長

人的被害の発生する可能性の高まった

場合において、避難行動に時間を要す

る者が避難行動を開始する必要が認

められるとき

・住民に対する避難準備

・要配慮者等に対する避難行動の

開始

災害対策基本法

第５６条
災害全般

市町村長

災害が発生し、又は発生するおそれが

ある場合において、人の生命又は身体

を災害から保護し、その他災害の拡大

を防止するために特に必要があると認

められるとき

・立退きの勧告（必要があると認め

るときは立退き先の指示）

・屋内安全確保（垂直避難等）の勧

告

災害対策基本法

第６０条
災害全般

知事

災害の発生により、市町村がその全部

分又は大部分の事務を行うことができ

なくなったとき

・立退きの勧告（必要があると認め

るときは立退き先の指示）

・屋内安全確保（垂直避難等）の勧

告

災害対策基本法

第６０条
災害全般

市町村長

災害が発生し、又は発生するおそれが

ある場合において、人の生命又は身体

を災害から保護し、その他災害の拡大

を防止するために特に必要があると認

められるとき

・立退きの指示（必要があると認め

るときは立退き先の指示）

・屋内安全確保（垂直避難等）の指

示

災害対策基本法

第６０条
災害全般

知事

災害の発生により、市町村がその全部

分又は大部分の事務を行うことができ

なくなったとき

・立退きの指示（必要があると認め

るときは立退き先の指示）

・屋内安全確保（垂直避難等）の指

示

災害対策基本法

第６０条
災害全般

市町村長が避難のための立退きを指

示することができないと認めるとき、又

は、市町村長から要求があったとき

・立退きの指示（必要があると認め

るときは立退き先の指示）

・屋内安全確保（垂直避難等）の指

示

災害対策基本法

第６１条
災害全般

人の生命又は身体に危険を及ぼすおそ

れのある天災、事変、工作物の損壊、

交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の

類等の出現、極端な雑踏等を危険があ

る場合で特に急を要するとき

・避難等の措置
警察官職務執行法

第４条
災害全般

自衛隊
災害により、特に急を要する場合にお

いて、警察官がその場にいないとき
・避難等の措置 自衛隊法第９４条 災害全般

知事又は

その命を受けた

職員

地すべりにより、著しい危険が切迫して

いると認められるとき
・立退きの指示

地すべり防止法

第２５条
地すべり

知事、その命を

受けた職員

又は水防管理者

洪水により、著しい危険が切迫している

と認められるとき
・立退きの指示 水防法第２９条 洪水

【警戒レベル５】

災害発生情報
市町村長 災害が発生したとき ・命を守るための最善の行動を促進

災害対策基本法

第６０条
災害全般

【警戒レベル４】

避難勧告

警察官

【警戒レベル４】

避難指示（緊急）

実施責任者 要件 措置 根拠規程 災害の種類

警察官

人の生命又は身体に危険を及ぼす

おそれのある天災、事変、工作物

の損壊、交通事故、危険物の爆

発、狂犬、奔馬の類等の出現、極

端な雑踏等を危険がある場合で特

に急を要するとき

・避難等の措置
警察官職務執行法

第４条
災害全般

自衛隊

災害により、特に急を要する場合

において、警察官がその場にいな

いとき

・避難等の措置 自衛隊法第９４条 災害全般

知事又は

その命を受けた

職員

地すべりにより、著しい危険が切

迫していると認められるとき
・立退きの指示

地すべり防止法

第２５条
地すべり

知事、その命を

受けた職員

又は水防管理者

洪水により、著しい危険が切迫し

ていると認められるとき
・立退きの指示 水防法第２９条 洪水
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奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

受信機、広報車等による広報、インターネット、緊急速報メール、ファクシミリ、

SNS、L アラート等可能な限り多様な手段を活用し、確実に住民に対し情報伝達

を行う必要がある。その際、受け手が情報の意味を直感的に理解できるよう、わ

かりやすい情報伝達を行うよう努める。  

② 伝達の際は、要配慮者及び避難支援関係者に、迅速かつ確実に伝達できるよう

留意する。【警戒レベル３】避難準備・高齢者等避難開始の伝達にあたっては、避

難に時間のかかる要配慮者とその支援関係者は避難を開始することを確実に伝達

する。  

③ 市町村長は、避難勧告等の伝達にあたっては、事前に例文を作成し、避難勧告

等に対応する警戒レベルを明確にして迅速かつわかりやすくその意味を伝えるな

ど、住民等の立場に立った情報提供に努める。  

④ 事態が急変し、災害が切迫した場合には、必ずしも【警戒レベル３】避難準備・

高齢者等避難開始、【警戒レベル４】避難勧告、避難指示（緊急）、【警戒レベル５】

災害発生情報の順に発令する必要はなく、状況に応じ、段階を踏まずに避難勧告

等を発令する等、臨機応変に対応する。  

（３）屋内での待避等の安全確保措置  

市町村長は、避難のための立退きを行うことによりかえって人の生命又は身体に危

険が及ぶおそれがあると認めるときは、近隣のより安全な建物への緊急避難や屋内で

の待避その他の屋内における避難のための安全確保に関する措置（以下、「屋内安全確

保」という。）を指示することができる。  

 

３ 報告等  

（１）市町村長は、【警戒レベル３】避難準備・高齢者等避難開始、【警戒レベル４】避難

勧告、避難指示（緊急）、【警戒レベル５】災害発生情報を発令し、又は屋内安全確保

を指示したときは、その旨を速やかに県に報告する。警察官が避難の指示や屋内安

全確保の指示を行い、その旨を市町村長に報告してきたときも同様の扱いとする。

その際、可能な限り次の事項についても報告する。  

  ① 【警戒レベル３】避難準備・高齢者等避難開始、【警戒レベル４】避難勧告、避

難指示（緊急）、【警戒レベル５】災害発生情報、屋内安全確保の種類  

  ②～⑤ 略  

（２）県、警察本部、市町村及び自衛隊は、避難の勧告等をしたときは、その内容を相互

に連絡する。  

 

第２ 警戒区域の設定  

 １ 略  

 ２ 警戒区域の設定  

（１）略  

（２）周知  

避難勧告等と同様、関係機関及び住民にその内容を周知し、警戒区域内に住民が立ち

入らないようにする。  

（３） 略  

（４）警戒区域の縮小・解除  

警戒区域を解除する場合は、専門家の意見も十分に考慮し、協議会等の場において慎

重に検討したうえで決定する。  

警戒区域を解除した後の監視体制や、避難勧告等の継続についても協議会の場で検討

受信機、広報車等による広報、インターネット、緊急速報メール、ファクシミリ、

SNS、L アラート等可能な限り多様な手段を活用し、確実に住民に対し情報伝達

を行う必要がある。その際、受け手が情報の意味を直感的に理解できるよう、わ

かりやすい情報伝達を行うよう努める。  

② 避難指示等が発令された場合の避難行動としては、指定緊急避難場所、安全な

親戚・知人宅、ホテル・旅館等への避難を基本とするものの、ハザードマップ等

を踏まえ、自宅等で身の安全を確保することができる場合は、住民自らの判断で

「屋内安全確保」を行うことや、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場

所等への避難がかえって危険を伴う場合は、「緊急安全確保」を行うべきことにつ

いて、市町村は、住民等への周知徹底に努める。  

 

 

 

 

 

（３）削除  

 

 

 

 

 

３ 報告等  

（１）市町村長は、【警戒レベル３】高齢者等避難、【警戒レベル４】避難指示、【警戒レ

ベル５】緊急安全確保を発令したときは、その旨を速やかに県に報告する。警察官

が避難の指示や緊急安全確保措置の指示を行い、その旨を市町村長に報告してきた

ときも同様の扱いとする。その際、可能な限り次の事項についても報告する。  

  ① 【警戒レベル３】高齢者等避難、【警戒レベル４】避難指示、【警戒レベル５】緊

急安全確保の種類  

  

 ②～⑤ 略  

（２）県、警察本部、市町村及び自衛隊は、避難の指示等をしたときは、その内容を相互

に連絡する。  

 

第２ 警戒区域の設定  

 １ 略  

 ２ 警戒区域の設定  

（１）略  

（２）周知  

避難指示等と同様、関係機関及び住民にその内容を周知し、警戒区域内に住民が立ち

入らないようにする。  

（３） 略  

（４）警戒区域の縮小・解除  

警戒区域を解除する場合は、専門家の意見も十分に考慮し、協議会等の場において慎

重に検討したうえで決定する。  

警戒区域を解除した後の監視体制や、避難指示等の継続についても協議会の場で検討

 

 

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

 

・ 旧 の ② ～ ④ は

風 水 害 に 関 す る

ことのため削除  

 

 

災 害 対 策 基 本 法

の改正  

 

 

 

 

 

災 害 対 策 基 本 法

の改正  

同上  

 

同上  

 

 

 

同上  

 

 

 

 

 

 

 

同上  

 

 

 

 

 

災 害 対 策 基 本 法
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

することが望ましい。  

 

 

 

することが望ましい。  

 

第４ 広域避難  

市町村は、災害の予測規模、避難者数等に鑑み、当該市町村の区域外への広域的な避難、

指定避難所及び指定緊急避難場所の提供が必要であると判断した場合において、県内の他

の市町村への受入れについては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入

れについては県に対し当該他の都道府県との協議を求めるほか、事態に照らし緊急を要す

ると認めるときは、県知事に報告した上で、自ら他の都道府県内の市町村に協議すること

ができる。 

県は、受入先の候補となる地方公共団体及び当該地方公共団体における避難者の受入能

力（施設数、施設概要等）等、広域避難について、市町村からの求めに応じて助言を行う

とともに、市町村から協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行うものとする。  

市町村は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に併せて広域避難の用にも供

することについても定めるなど、他の市町村からの避難者を受け入れることができる施設

等をあらかじめ決定しておくよう努めるものとする。  

 

の改正  

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  

 

第２節 避難生活計画  

（防災統括室等）  

 

第１ 避難所の設置  

１ 避難所の開設  

市町村は、発災時に必要に応じ避難所を開設し、住民等に周知徹底を図るものとする。 

 

 

 

ただし、ライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による

孤立が見込まれる場合は、あらかじめ指定避難所に指定されていたとしても原則開設し

ないものとする。  

さらに、避難所等の運営並びに災害対策本部等との連絡調整を行うため、市町村の職

員を避難所に派遣する。  

 

 

 

２ 避難所の追加開設  

 市町村は、事前に指定した避難所では収容人数が不足する場合など必要があれば、予

め指定された施設以外の施設についても、災害に対する安全性を確認の上、管理者の同

意を得て避難所として開設する。  

  

 

 

また、被災者が自発的に避難している施設等も避難所として位置づけることができる。 

 追加開設をした避難所についても、誰もが健康を維持することができる環境を確保す

るよう努める。  

３ 略  

第２節 避難生活計画  

（防災統括室等）  

 

第１ 避難所の設置  

１ 避難所の開設  

市町村は、発災時に必要に応じ避難所を開設し、住民等に周知徹底を図るものとする。 

また、要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所を開設するものとする。その際、災

害の規模に鑑み、必要な避難所を、可能な限り当初から開設するよう努めるものとする。 

 

ただし、ライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による

孤立が見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持することの適否を検討す

るものとする。  

さらに、避難所等の運営並びに災害対策本部等との連絡調整を行うため、市町村の職

員を避難所に派遣する。  

また、特定の指定避難所に避難者が集中し、収容人数を超えることを防ぐため、ホー

ムページやアプリケーション等の多様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知する

等、避難の円滑化に努めるものとする。  

２ 避難所の追加開設  

 市町村は、指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、国や独立行政法人等

が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用も含め、災害に対する安全性を確認の上、

管理者の同意を得て、可能な限り多くの避難所を開設し、ホームページやアプリケーシ

ョン等の多様な手段を活用して周知するよう努めるものとする。特に、要配慮者に配慮

して、被災地域外の地域にあるものを含め、ホテル・旅館等を実質的に福祉避難所とし

て開設するよう努めるものとする。  

 また、被災者が自発的に避難している施設等も避難所として位置づけることができる。 

 追加開設をした避難所についても、誰もが健康を維持することができる環境を確保す

るよう努める。  

３ 略  

防災統括室、疾病

対策課  

 

 

 

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

R2 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

 ４ 避難所が不足した場合の対応  

  上記対応をした場合でも避難所が不足する場合は、テントの使用も考慮する。  

 

第２ 県への報告  

  市町村は、避難所を開設した場合には、次の事項についてすみやかに県に報告する。  

  

 

１ 避難所開設の日時及び場所  

 ２ 避難所名、避難世帯数及び避難者数  

 

第３ 避難所の運営  

１ 留意事項  

市町村は、避難所の運営に当たっては、以下の事項に留意するものとし、誰もが健康

を維持することができる環境であるよう努める。  

なお、人手不足や長期化等により、市町村職員や避難者による運営が難しい場合は、

県防災統括室に連絡を行うものとする。  

県は、市町村より連絡を受けた場合は、県職員や他市町村職員等の応援職員の派遣等

についてその都度検討を行うものとする。  

（１）～（５） 略  

 

 

 ２ 各段階における主な取組事項  

各ステージにおける主な取組事項は以下のとおりである。  

 （１）初動期  

初動期とは、地震発生直後の混乱の中で避難所を開設・運営するために必要な業務を

行う期間である。この期間における主な取組は以下のとおりである。  

 ①～④ 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）展開期  

 展開期とは、地震発生後２日目から約３週間程度までをいい、避難所の規則に従った

日常生活を確立する期間である。この時期における主な取組は以下のとおりである。  

①～③ 略  

 ④ 衛生に関する事  

（ｱ)～（ｲ) 略  

（ｳ)保健師による健康相談を実施し、避難者の健康管理を行い、感染症の予防や生

活不活発病等の予防に努める。  

（ｴ) 略  

 ４ 避難所が不足した場合の対応  

  ２及び３の対応をした場合でも避難所が不足する場合は、テントの使用も考慮する。  

 

第２ 県への報告  

 市町村は、避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、  

避難所の開設状況等の次の事項を適切に県に報告し、県は、その情報を国〔内閣府等〕

に共有するよう努めるものとする。  

 １ 避難所開設の日時及び場所  

２ 避難所名、避難世帯数及び避難者数  

 

第３ 避難所の運営  

１ 留意事項  

市町村は、避難所の運営に当たっては、以下の事項に留意するものとし、誰もが健康

を維持することができる環境であるよう努める。  

なお、人手不足や長期化等により、市町村職員や避難者による運営が難しい場合は、

県防災統括室に連絡を行うものとする。  

県は、市町村より連絡を受けた場合は、県職員や他市町村職員等の応援職員の派遣等

についてその都度検討を行うものとする。  

（１）～（５） 略  

（６）新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策  

（７）住民票の有無等に関わらない、ホームレスの適切な受入れ  

 ２ 各段階における主な取組事項  

各ステージにおける主な取組事項は以下のとおりである。  

 （１）初動期  

初動期とは、地震発生直後の混乱の中で避難所を開設・運営するために必要な業務を

行う期間である。この期間における主な取組は以下のとおりである。  

①～④ 略  

⑤ 感染症対策  

市町村は、指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策の

ため、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切

な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。  

また、県及び市町村は、被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染

症の発生、拡大がみられる場合は、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、

感染症対策として必要な措置を講じるよう努めるものとする。また、自宅療養者

等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、保健福祉担当部局は、防災担当部局

に対し、避難所の運営に必要な情報を共有するものとする。  

（２）展開期  

 展開期とは、地震発生後２日目から約３週間程度までをいい、避難所の規則に従った

日常生活を確立する期間である。この時期における主な取組は以下のとおりである。  

①～③ 略  

 ④ 衛生に関すること  

（ｱ)～（ｲ) 略  

（ｳ)保健師等による健康相談を実施し、避難者の健康管理を行い、感染症の予防や

生活不活発病等の予防に努める。  

（ｴ) 略  

 

記載の適正化  

 

 

R2 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 型 コ ロ ナ ウ イ

ルス感染症対策  

R2 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

 

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

記載の適正化  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

 ⑤ その他  

 （ｱ） 略  

（ｲ）男女別のトイレ・更衣室・洗濯干し場や授乳室の設置等によるプライバシーの

確保に努める。  

   

 

 

 

 

（ｳ）～（ｴ） 略  

（３）安定期  

安定期とは、地震発生後３週間目程度以降をいい、避難の長期化に伴って被災者の心

身の抵抗力が低下したり、被災者のニーズが多様化し、より高度化したりするときであ

る。時間とともに変化する避難者の要望について、過去の事例も含めて知識を持ち、早

めに適切な対応ができるようにする必要がある。この期間における取組は以下のとおり

である。  

①～② 略  

 ③ 衛生に関すること  

   （ｱ) 略  

   （ｲ)保健師による、生活環境の変化による被災者の心身の機能の低下の予防や、ここ

ろの健康に関する相談を実施する。  

（４） 略  

 ３ 略  

 

第４ 在宅被災者等への支援  

市町村は、避難所に避難している被災者だけでなく、在宅の被災者（食事のみ受取り

に来る被災者を含む）等に対しても、避難所において食料や生活必需品を配布し、必要

な情報やサービスの提供を行う。  

そのために市町村は、在宅被災者等の避難者名簿への登録など、在宅被災者等の早期

把握に努める。  

 

第５ 略  

 

 

 ⑤ その他  

 （ｱ） 略  

（ｲ）女性や子ども等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止するため、男女別のトイレ・

更衣室・入浴施設・洗濯干し場や授乳室は、昼夜問わず安心して使用できる場所

に設置する。  

また、生理用品・女性用下着の女性による配布、男女ペアによる巡回警備や防

犯ブザーの配布、照明の増設、性暴力・ＤＶについての注意喚起のポスター掲載

等による指定避難所における安全性の確保等、女性や子育て家庭のニーズに配慮

した指定避難所の運営管理に努める。  

  （ｳ）～（ｴ） 略  

（３）安定期  

安定期とは、災害発生後３週間目程度以降をいい、避難の長期化に伴って被災者の心

身の抵抗力が低下したり、被災者のニーズが多様化し、より高度化したりするときであ

る。時間とともに変化する避難者の要望について、過去の事例も含めて知識を持ち、早

めに適切な対応ができるようにする必要がある。この期間における取組は以下のとおり

である。  

①～② 略  

 ③ 衛生に関すること  

   （ｱ) 略  

   （ｲ)保健師等による、生活環境の変化による被災者の心身の機能の低下の予防や、こ

ころの健康に関する相談を実施する。  

（４） 略  

 ３ 略  

 

第４ 在宅被災者等への支援  

市町村は、避難所に避難している被災者だけでなく、在宅の被災者（食事のみ受取り

に来る被災者を含む）等に対しても、避難所において食料や生活必需品を配布し、必要

な情報やサービスの提供を行う。  

そのために市町村は、在宅被災者等の避難者名簿への登録などにより、在宅被災者等

の早期把握に努める。  

 

第５ 略  

 

第６ 広域一時滞在  

被災市町村は、災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期化等に鑑み、被災市町村

の区域外への広域的な避難及び指定避難所、応急仮設住宅等の提供が必要であると判断

した場合において、県内の他の市町村への受入れについては当該市町村に直接協議し、

他の都道府県の市町村への受入れについては県に対し当該他の都道府県との協議を求め

ることができる。  

県は、市町村から協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行うものとする。ま

た、市町村の行政機能が被災によって著しく低下した場合など、被災市町村からの要求

を待ついとまがないと認められるときは、市町村の要求を待たないで、広域一時滞在の

ための協議を当該市町村に代わって行うものとする。  

 

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

防 災 基 本 計 画 と

の整合を図る  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 
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第３節 帰宅困難者対策計画  

（防災統括室、観光局）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 発災直後の対応  

１ 略  

 ２ 企業等における対応  

企業等は、従業員等の発災直後の一斉帰宅行動を抑制するため、施設の安全を確認し

た上で、施設内又は安全な場所に待機させる。  

なお、企業等は、出勤時間帯に発災した場合は自宅待機等を指示し、帰宅時間帯に発

災した場合には事業所での待機を指示するなど、発災時間帯に応じて、従業員等が身の

安全を確保できるよう指示を行う。  

 

 

 

３ 略  

 

第２ 略  

 

第３ 帰宅困難者への支援  

１～３ 略  

４ 徒歩帰宅支援  

  県は、徒歩で帰宅する帰宅困難者に対し、通行可能な道路情報、災害時帰宅支援ステ

ーションに関する情報などを提供する。  

 

 

 

 

 

第４ 略  

 

第３節 帰宅困難者対策計画  

（防災統括室、観光局）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 発災直後の対応  

１ 略  

 ２ 企業等における対応  

県は、企業等に対し、従業員等を一定期間事業所内に留めておくことができるよう、

必要な物資の備蓄等を促したり、大規模な集客施設等の管理者に対して、利用者の誘導

体制の整備を促すなど、帰宅困難者対策を行うものとする。  

企業等は、従業員等の発災直後の一斉帰宅行動を抑制するため、施設の安全を確認し

た上で、施設内又は安全な場所に待機させる。  

なお、企業等は、出勤時間帯に発災した場合は自宅待機等を指示し、帰宅時間帯に発

災した場合には事業所での待機を指示するなど、発災時間帯に応じて、従業員等が身の

安全を確保できるよう指示を行う。  

３ 略  

 

第２ 略  

 

第３ 帰宅困難者への支援  

１～３ 略  

４ 徒歩帰宅支援  

  県は、徒歩で帰宅する帰宅困難者に対し、通行可能な道路情報、災害時帰宅支援ステ

ーションに関する情報などを提供する。  

  また、大規模災害発生時に、徒歩帰宅者が円滑に帰宅できるよう、出発地と目的地を

入力するだけで、徒歩帰宅ルートの沿道にある災害時帰宅支援ステーション等をインタ

ーネット上の地図で確認できる「関西広域連合  帰宅困難者 NAVI（ナビ）」の活用につ

いて、周知を図る。  

 

第４ 略  

 

防災統括室  

 

 

 

防 災 基 本 計 画 と

の整合を図る  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防 災 基 本 計 画 と

の整合を図る  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直 近 の 施 策 の 反

映  

 

大規模地震等発生時に、大量の帰宅困難者が徒歩等により一斉帰宅を開始した場合に

は、救急・救命活動、救助活動、消火活動、緊急輸送等緊急車両の通行の妨げになる

可能性があり、応急活動に支障をきたすことが懸念されるとともに、帰宅困難者自身

にも危険が及ぶ恐れがある。  

震災発生直後に、人々が一斉に徒歩帰宅を開始した場合、路上や鉄道駅周辺で大混雑

が発生し、集団転倒等の二次災害が発生する恐れがある。  

このため、早期に「むやみに移動を開始しない」という基本原則を呼びかけるととも

に、帰宅困難者への速やかな情報提供や状況が落ち着いた後の帰宅支援を実施する。  

大規模地震等発生時、公共交通機関が運行を停止した場合、自力で帰宅することが困

難な帰宅困難者が大量に発生することから、県は「むやみに移動を開始しない」とい

う帰宅困難者対策に対する基本原則や安否確認手段について平常時から積極的に広報

するとともに、帰宅困難者への速やかな情報提供や状況が落ち着いた後の帰宅支援を

実施する。  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

第４節 要配慮者の支援計画  

（防災統括室、福祉医療部）  

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 要配慮者への支援  

１ 情報伝達、避難誘導等  

市町村において、避難行動要支援者名簿や個別計画等に基づき避難支援者等の協力を

求め、所在確認、情報伝達及び避難誘導の支援を行う。避難経路は、できる限り危険な

橋、堤防、その他新たに災害発生のおそれのある場所を避け、安全な経路を選定する。  

 

また、特に要配慮者に対しては、その状態や特性に応じた多様な情報伝達手段を利用

し、避難誘導を行うとともに、避難確認を行う。  

 

 

 

特に、外国人向けには、多言語や「やさしい日本語」によるホームページ、ＳＮＳ等の

様々な情報伝達手段を活用した情報提供を行う。  

外国人観光客等については、観光施設や集客施設等の関係機関と連携し、安全確認や

救助、避難誘導等を行う。  

２  略  

３ 医療等の体制  

  県は、市町村と連携し、保健師・看護師その他必要な職種からなるチームを編成し、

避難所・仮設住宅等への巡回健康・福祉相談体制の確保や、メンタルヘルスケア体制の

確保を図ることにより、被災地における心身の健康維持や在宅療養者等への対応を行う。 

  奈良県災害派遣福祉チーム（奈良 DWAT）により災害時に避難所等に福祉専門職のチ

ームを派遣し、要配慮者に対し適切な福祉支援を行うことにより二次被害防止を図る。  

 

 

４～６ 略  

７ 外国人多言語支援体制  

 県は、災害時には、外国人の被災状況等により「災害時多言語支援センター」を設置  

し、運営を行う。  

 「災害時多言語支援センター」においては、事前に登録した「災害時通訳・翻訳ボラ  

ンティア」の協力を得ながら、多言語での外国人の相談対応や、災害情報等の多言語で  

の発信などを行い、必要に応じて避難所等へのボランティア等の派遣も検討する。  

８ 略  

 

第４節 要配慮者の支援計画  

（防災統括室、福祉医療部）  

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 要配慮者への支援  

１ 情報伝達、避難誘導等  

市町村において、避難行動要支援者名簿や個別避難計画等に基づき避難支援者等の協

力を求め、所在確認、情報伝達及び避難誘導の支援を行う。避難経路は、できる限り危

険な橋、堤防、その他新たに災害発生のおそれのある場所を避け、安全な経路を選定す

る。  

また、特に要配慮者に対しては、その状態や特性に応じた多様な情報伝達手段を利用

し、避難誘導を行うとともに、避難確認を行う。  

さらに、聴覚障害者に対しては、県聴覚障害者支援センター、県庁及び一部の市町村

に設置している手話通訳用タブレットを活用し、災害時の情報提供や避難誘導等ができ

るよう遠隔手話通訳サービスの提供に努める。 

特に、外国人向けには、多言語や「やさしい日本語」によるホームページ、ＳＮＳ等の

様々な情報伝達手段を活用した情報提供を行う。  

外国人観光客等については、観光施設や集客施設等の関係機関と連携し、安全確認や

救助、避難誘導等を行う。  

２  略  

３ 医療等の体制  

  県は、市町村と連携し、保健師・看護師その他必要な職種からなるチームを編成し、

避難所・仮設住宅等への巡回健康・福祉相談体制の確保や、メンタルヘルスケア体制の

確保を図ることにより、被災地における心身の健康維持や在宅療養者等への対応を行う。 

  また、奈良県災害派遣福祉チーム設置運営要綱に基づき、災害時には、県と奈良県社

会福祉協議会が共同で奈良県災害派遣福祉チーム（奈良ＤＷＡＴ）の派遣調整を行い、

避難所等に福祉専門職のチームを派遣し、要配慮者に対し適切な福祉支援を行うことに

より二次被害防止を図る。  

４～６ 略  

７ 外国人多言語支援体制  

 県は、災害時には、外国人の被災状況等により「災害時多言語支援センター」を設置  

し、運営を行う。  

 「災害時多言語支援センター」においては、事前に登録した「災害時通訳・翻訳ボラ  

ンティア」の協力を得ながら、多言語での外国人の相談対応や、災害情報等の多言語で  

の発信などを行い、必要に応じて避難所等へのボランティア等の派遣も検討する。  

８ 略  

 

地域福祉課、福祉

医 療 部 企 画 管 理

室、国際課（外国

人支援センター） 

 

災 害 対 策 基 本 法

の改正  

記載の適正化  

 

 

 

 

 

災 害 対 策 基 本 法

の改正  

 

 

 

 

県施策の反映  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

市町村においては、避難が必要な災害の発生が想定される場合には、要配慮

者への避難支援対策と対応した避難情報を発令するとともに、迅速・確実な

避難勧告等の伝達体制を整備する。また、要配慮者の安全確保については、

「奈良県災害時要援護者支援ガイドライン」等に基づき、市町村の防災担当

部門と福祉担当部門が連携し、防災知識の普及・啓発、地域の協力・連携によ

る救出・救護体制の充実に努める。  

 

 

 

 

市町村においては、避難が必要な災害の発生が想定される場合には、要配慮

者への避難支援対策と対応した避難情報を発令するとともに、迅速・確実な

避難指示等の伝達体制を整備する。また、要配慮者の安全確保については、

「災害時要援護者避難支援のための手引き」等に基づき、市町村の防災担当

部門と福祉担当部門が連携し、防災知識の普及・啓発、地域の協力・連携によ

る救出・救護体制の充実に努める。  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

第５節 住宅応急対策計画  

（まちづくり推進局）  

 

第１ 趣旨    

災害によって住家が全壊・全焼等により避難生活を余儀なくされた世帯に対し、災害

協定に基づく各種団体等の協力を得て応急仮設住宅を供給する（市町村の要請を受けて

実施）。なお、応急仮設住宅の設置に際しては、コミュニティの確保や避難者のニーズに

留意し、要配慮者に配慮する。  

（詳細については「第３章第４節  要配慮者の支援計画」参照）  

 

 

 

 

 

 

 

第２ 略  

 

第３ 住宅の応急修理    

  県は、災害救助法が適用された場合、住宅が半壊又は半焼した者のうち自己の資力で

は住宅の応急修理を実施できない者に対し、日常生活を維持するために必要な部分につ

いて、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準（平成 12 年 3

月 31 日厚生省告示第 144 号）に基づき応急修理を実施する。ただし、必要に応じ、市町

村に委任することができる。  

   なお、災害救助法が適用されない場合は、市町村が必要に応じて住宅の応急修理を実

施する。  

（資料編｢災害救助法による救助の程度と期間」参照）  

 

 

 

 

第４～５ 略  

 

第５節 住宅応急対策計画  

（地域デザイン推進局）  

 

第１ 趣旨    

災害によって住家が全壊・全焼等により避難生活を余儀なくされた世帯に対し、災害

協定に基づく各種団体等の協力を得て応急仮設住宅を供給する（市町村の要請を受けて

実施）。なお、応急仮設住宅の設置に際しては、コミュニティの確保や避難者のニーズに

留意し、要配慮者に配慮する。  

（詳細については「第３章第４節  要配慮者の支援計画」参照）  

応急仮設住宅の供給においては、地域の既存住宅ストックの状況と避難者の状況やコ

ミュニティの確保等を勘案したうえで、相談体制の整備、応急修理の推進、公営住宅等

の一時提供及び民間賃貸住宅借上げによる応急仮設住宅の提供により、既存住宅ストッ

クの活用による応急的な住まいを早期に確保する。なお、避難者の状況等から勘案し、

既存住宅ストックの活用が困難な場合は、応急仮設住宅の建設を速やかに行い、被災者

の応急的な住まいを早期に確保する。  

 

第２ 略  

 

第３ 住宅の応急修理    

  県は、災害救助法が適用された場合、住宅が半壊又は半焼した者のうち自己の資力で

は住宅の応急修理を実施できない者に対し、日常生活を維持するために必要な部分につ

いて、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準（平成２５年

１０月１日内閣府告示第２２８号）に基づき応急修理を実施する。ただし、必要に応じ、

市町村に委任することができる。  

   なお、災害救助法が適用されない場合は、市町村が必要に応じて住宅の応急修理を実

施する。  

（資料編｢災害救助法による救助の程度と期間」参照）  

また市町村は、適切な管理のなされていない空家等のうち緊急に安全を確保する必要

があるものに対し、必要に応じて外壁等の飛散のおそれのある部分や、応急措置の支障

となる空家等の全部又は一部の除却等の必要最小限の措置を行う。  

 

第４～５ 略  

 

住 ま い ま ち づ く

り課  

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正  

 

 

 

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  

 

第６節 活動体制計画  

（防災統括室等）  

 

 

 

 

 

 

第１～第３ 略  

                                     

第６節 活動体制計画  

（防災統括室等）  

 

 

 

 

 

 

第１～第３ 略  

                                     

防災統括室  

 

 

 

 

 

県施策の反映  

 

 

 

 

県は、平成２３年紀伊半島大水害の経験をふまえ、各部局さらには現場の判

断で即時の対応を的確に行えるよう、「分権・分担」の視点に立った体制を整

備する。県災害対策本部設置時には、災害時緊急連絡員を被災市町村に派遣

し、迅速・的確な情報収集に努める。  

県は、平成２３年紀伊半島大水害の経験をふまえ、各部局さらには現場の判

断で即時の対応を的確に行えるよう、「分権・分担」の視点に立った体制を整

備する。県内で震度５弱以上の地震が発生したときは、災害時緊急連絡員を

被災市町村に派遣し、迅速・的確な情報収集に努める。  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

第４ 奈良県災害対策本部体制の組織及び事務分掌等  

１ 組織  

 奈良県災害対策本部の組織は「奈良県防災会議等の組織及び運営に関する条例」及び

次に定めるところによる。  

（１）～（３） 略  

■奈良県災害対策本部組織図（部・班の体制）  

 

 

 

 

第４ 奈良県災害対策本部体制の組織及び事務分掌等  

１ 組織  

 奈良県災害対策本部の組織は「奈良県防災会議等の組織及び運営に関する条例」及び

次に定めるところによる。  

（１）～（３） 略  

■奈良県災害対策本部組織図（部・班の体制）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図の時点修正  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

２ 分担事務  

（略）  

  各部、各班の事務分掌は次表のとおりとする。  

 

 

 

 

 

２ 分担事務  

  （略）  

  各部、各班の事務分掌は次表のとおりとする。  

 

 

 

 

 

 

 

表の時点修正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

危機管理監 調整班 １．災害対策本部の運営に関すること
２．災害対策本部会議の開催に関すること

（知事公室次長） ３．各部・班及び関係機関との連絡並びに統制に関すること
４．本部事務局の庶務に関すること

（防災統括室長） ５．自衛隊及び他府県等への災害派遣要請に関すること

（消防救急課長）
６．自衛隊、消防、警察各リエゾンと連携し、分担区域・業務の調整
に関すること
７．現地対策本部の設置に関すること

（安全・安心まちづくり推進課長） ８．被災市町村への災害時緊急連絡員の派遣に関すること
９．災害救助法の適用に関すること

通信班 １．県防災行政通信ネットワークの運用に関すること
２．衛星携帯電話の調達・確保に関すること

情報・分析班 １．災害情報の収集・整理に関すること
（※1） ２．気象・地震情報等の受理及び市町村等関係機関への伝達に関

すること
３．各種災害情報の分析に関すること
４．本部長、本部事務局長への助言に関すること

資料編集班
（※1）

１．視察者等への説明資料の編集に関すること
（各部局が作成した資料の編集・編綴を行う）
２．その他各種資料の編集に関すること（１に同じ）

視察対応班 １．国からの視察対応に関すること
（※2） ２．他機関からの視察対応に関すること

３．国会議員、県会議員等からの視察対応に関すること
応援受入班 １．国や他府県等からの受援（リエゾンを含む）に関すること

（※3） ２．市町村への応援職員派遣（リエゾンを含む）に関すること
消防応援活動調整班 １．緊急消防援助隊の派遣要請に関すること
及び航空運用調整班 ２．消防活動の調整に関すること

３．消防防災ヘリコプターの活動に関すること

４．関係機関の出動ヘリコプター等における活動調整に関すること

５．高圧ガス貯蔵施設及び火薬類貯蔵施設に関すること
救援物資班 １．食料、救援物資の調達・供給に関すること

（※4） ２．食料、救援物資の陸上輸送に関すること
地域防災支援班 １．地域防災支援担当者の派遣・調整に関すること

奈良県災害対策本部　事務分掌

※1　情報・分析班及び資料編集班には、県土マネジメント部職員も構成員となる。情報・分析班では、県土マネジメント部職員は３及
び４の業務を行う。なお、必要に応じて、３及び４の業務には外部機関（気象台等）にも参加を依頼する。
※2　視察対応班は、災害対策本部体制時に部局横断的に設置される班であり、主に総務部の担当課を構成員とする。
※3　応援受入班は、災害対策本部体制時に部局横断型で設置される班であり、知事公室、総務部、地域振興部の応援受入の窓口
となる担当課で構成する。
※4　救援物資班は、災害対策本部体制時に部局横断型で設置される班であり、総務部、福祉医療部、産業・雇用振興部、農林部の
救援物資又は輸送の担当課で構成し、産業・雇用振興部長が所管するものとする。

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

本　部　事　務　局 調整班 １．災害対策本部の運営に関すること

（※1） ２．災害対策本部会議の開催に関すること

危機管理監 ３．各部・班及び関係機関との連絡並びに統制に関すること

４．本部事務局の庶務に関すること

（知事公室理事） ５．各種災害情報の分析に関すること

６．本部長、本部事務局長への助言に関すること

（知事公室次長） ７．自衛隊及び他府県等への災害派遣要請に関すること

（防災統括室長）
８．自衛隊、消防、警察各リエゾンと連携し、分担区域・業務の調整
に関すること

９．現地対策本部の設置に関すること

（消防救急課長） １０．被災市町村への災害時緊急連絡員の派遣に関すること

１１．災害救助法の適用に関すること

通信班 １．防災行政無線の運用に関すること

２．衛星携帯電話の調達・確保に関すること

情報収集班 １．災害情報の収集・整理に関すること

２．気象・地震情報等の受理及び市町村等関係機関への伝達に関
すること

資料編集班
（※1）

１．視察者等への説明資料の編集に関すること
（各部局が作成した資料の編集・編綴を行う）

２．その他各種資料の編集に関すること（１に同じ）

視察対応班 １．国からの視察対応に関すること

（※2） ２．他機関からの視察対応に関すること

３．国会議員、県会議員等からの視察対応に関すること

応援・受援班 １．国や他府県等からの受援（リエゾンを含む）に関すること

（※3） ２．市町村への応援職員派遣（リエゾンを含む）に関すること

消防応援活動調整班 １．緊急消防援助隊の派遣要請に関すること

及び航空運用調整班 ２．消防活動の調整に関すること

３．消防防災ヘリコプターの活動に関すること

４．関係機関の出動ヘリコプター等における活動調整に関すること

５．高圧ガス貯蔵施設及び火薬類貯蔵施設に関すること

救援物資班 １．食料、救援物資の調達・供給に関すること

（※4） ２．食料、救援物資の陸上輸送に関すること

地域防災支援班 １．地域防災支援担当者の派遣・調整に関すること

※1　調整班及び資料編集班には、県土マネジメント部職員も構成員となる。調整班では、県土マネジメント部職員は５及び６の業務を
行う。なお、必要に応じて、５及び６の業務には外部機関（気象台等）にも参加を依頼する。
※2　視察対応班は、災害対策本部体制時に部局横断的に設置される班であり、主に総務部の担当課を構成員とする。
※3　応援・受援班は、災害対策本部体制時に部局横断型で設置される班であり、知事公室、総務部の応援・受援の窓口となる担当課
で構成する。
※4　救援物資班は、災害対策本部体制時に部局横断型で設置される班であり、総務部、福祉医療部、産業・観光・雇用振興部、食と
農の振興部の救援物資又は輸送の担当課で構成し、産業・観光・雇用振興部長が所管するものとする。

奈良県災害対策本部　事務分掌

（安全・安心まちづくり推進課長）
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表の時点修正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

知事公室 秘書班 １．本部長及び副本部長の秘書に関すること
（秘書課長）

（知事公室長） 広報記録班
（広報広聴課長）

１．災害地における現地写真その他広報活動に必要な資料の収
集に関すること
２．新聞、ラジオ、テレビ等の報道機関及びＳＮＳ等を通じて県内外
へ広報活動を行うこと

総合相談班
（広報広聴課長）

１．災害情報センター（災害に関する総合相談窓口）の運用に関す
ること

総合調整班
（政策推進課長）

１．政府、国会等に対する陳情・要望事項等のとりまとめに関する
こと
２．国や他府県等からの受援に関すること

統計班
（統計分析課長）

１．指導員及び調査員並びに調査客体の安否確認と各所官省へ
の報告に関すること
２．本部事務局各班の業務に関すること

国際協力班 １．海外からの支援受入に関すること
（国際課長） ２．外国人に対する災害情報の周知及び相談に関すること

３．旅券事務所（来所者・建物・施設等）の被害に関すること
４．外国人支援センター（来所者・建物・施設等）の被害に関するこ
と

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

総　　　 務 　　　部 総務部総務班 １．本部事務局への応援に関すること
（企画管理室長） ２．部内外の連絡調整に関すること

部　　　　　　　　長 ３．視察者への対応に関すること
（総務部長） ４．その他部内の他の班に属しないこと

人事給与班 １．災害対策本部職員の現況把握と配置に関すること
副　　　 部　　　 長 （人事課長） ２．災害対策本部職員の給与に関すること

（会計局長） ３．県の応援職員派遣調整・要請に関すること
（総務部次長） ４．国や他府県等からの受援に関すること

職員厚生班 １．災害対策本部職員の健康管理に関すること
(総務厚生センター所長) ２．総務班への協力に関すること

３．本部事務局への応援に関すること
財政班 １．災害に関する予算及び資金に関すること

（財政課長）
税務班 １．罹災による県税の減免に関すること

（税務課長） ２．本部事務局への応援に関すること
管財班 １．公有財産（教育及び警察財産を除く。）の被害調査及び応急対

策に関すること
（管財課長） ２．災害用自動車の管理に関すること

３．庁内の電気、電話回線網に関すること
４．自衛隊員の待機場所に関すること
５．国や他府県等からの受援に関すること（執務室の確保）

情報システム班 １．情報システム等の被害状況の把握に関すること
（情報ｼｽﾃﾑ課長） ２．情報システムの維持・運用に関すること

３．大和路情報ハイウェイ、庁内ネットワーク等の維持・運用に関す
ること
４．国や他府県等からの受援に関すること
５．執務環境の確保に関すること

議会連絡班 １．災害に関する議会との連絡に関すること
（法務文書課長）

協力班 １．総務班への協力に関すること
（行政経営・ファシリティ ２．本部事務局への応援に関すること

マネジメント課長） ３．視察者への対応に関すること

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

知　　事　　公　　室 秘書班 １．本部長及び副本部長の秘書に関すること

（秘書課長）

部　　　　　　　　長
（知事公室長）

広報記録班
（広報広聴課長）

１．災害地における現地写真その他広報活動に必要な資料の収
集に関すること

（南部東部振興監） ２．新聞、ラジオ、テレビ等の報道機関及びＳＮＳ等を通じて県内外
へ広報活動を行うこと

副　　　 部　　　 長
（知事公室次長）

総合相談班
（広報広聴課長）

１．災害情報センター（災害に関する総合相談窓口）の運用に関す
ること

総合調整班
（政策推進課長）

１．政府、国会等に対する陳情・要望事項等のとりまとめに関する
こと

２．国や他府県等からの受援に関すること

統計班
（統計分析課長）

１．指導員、調査員及び調査客体の安否確認並びに各所管省へ
の報告に関すること

２．本部事務局各班の業務に関すること

国際協力班 １．海外からの支援受入に関すること

（国際課長） ２．外国人に対する災害情報の周知及び相談に関すること

３．旅券事務所（来所者・建物・施設等）の被害に関すること

４．外国人支援センター（来所者・建物・施設等）の被害に関するこ
と

市町村振興班 １．罹災市町村の行政指導に関すること

(市町村振興課長) ２．市町村の災害応急復旧資金の斡旋に関すること

３．市町村災害対策本部等に係る県内市町村職員の応援派遣の
協力に関すること.

４．市町村への応援職員派遣（リエゾンを含む）に関すること

５．国や他府県等からの受援に関すること

協力班 １．総務部総務班への協力に関すること

（南部東部振興課長） ２．本部事務局への応援に関すること

協力班 １．総務部総務班への協力に関すること

（奥大和移住・交流推進室長） ２．本部事務局への応援に関すること

うだ・アニマルパーク
振興班

１．うだ･アニマルパーク（来場者、建物、設備等）の被害状況の調
査・確認に関すること

（うだ・アニマルパーク振興室長） ２　パーク内動物の保護に関すること

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

総　　　 務 　　　部 総務部総務班 １．本部事務局への応援に関すること

（企画管理室長） ２．部内外の連絡調整に関すること

部　　　　　　　　長 ３．視察者への対応に関すること

（総務部長） ４．その他部内の他の班に属しないこと

議会連絡班 １．災害に関する議会との連絡に関すること

副　　　 部　　　 長 （法務文書課長）

（総務部次長） 人事給与班 １．災害対策本部職員の現況把握と配置に関すること

（人事課長） ２．災害対策本部職員の給与に関すること

３．県の応援職員派遣調整・要請に関すること

４．国や他府県等からの受援に関すること

職員厚生班 １．災害対策本部職員の健康管理に関すること

(総務厚生センター所長) ２．総務班への協力に関すること

３．本部事務局への応援に関すること

財政班 １．災害に関する予算及び資金に関すること

（財政課長）

税務班 １．罹災による県税の減免に関すること

（税務課長） ２．本部事務局への応援に関すること

〇
管財班

（管財課長）
１．公有財産（教育及び警察財産を除く。）の被害調査及び応急対
策に関すること

（ファシリティマネジメント室長） ２．災害用自動車の管理に関すること

３．庁内の電気、電話回線網に関すること

４．自衛隊員の待機場所に関すること

５．国や他府県等からの受援に関すること（執務室の確保）

情報システム・協力班 １．情報システム等の被害状況の把握に関すること

○ （行政・人材マネジメント課長） ２．情報システムの維持・運用に関すること

（デジタル戦略課長）
３．大和路情報ハイウェイ、庁内ネットワーク等の維持・運用に関す
ること
４．国や他府県等からの受援に関すること
５．執務環境の確保に関すること
６．総務班への協力に関すること

７．本部事務局への応援に関すること

８．視察者への対応に関すること

※1　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。
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奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表の時点修正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

地　域　振　興　部 地域振興総務班 １．本部事務局への応援に関すること
（企画管理室長） ２．部内外の連絡調整に関すること

部　　　　　　　　長 ３．その他部内の他の班に属しないこと
（地域振興部長） 観光班 １．旅行者に対する災害情報の周知に関すること

（観光局長） (ならの観光力向上課長)
（南部東部振興監） （インバウンド・宿泊戦略室長）

（観光プロモーション課長）
副　　　 部　　　 長 市町村振興班 １．罹災市町村の行政指導に関すること
（地域振興部次長） (市町村振興課長) ２．市町村の災害応急復旧資金の斡旋に関すること

３．市町村災害対策本部等に係る県内市町村職員の応援派遣の
協力に関すること.
４．市町村への応援職員派遣（リエゾンを含む）に関すること
５．国や他府県等からの受援に関すること

協力班 １．地域振興総務班への協力に関すること
（文化振興課長） ２．本部事務局への応援に関すること

３．文化会館、橿原文化会館、美術館（来場者、建物、設備等）の
被害状況の調査・確認に関すること

協力班 １．地域振興総務班への協力に関すること
（文化資源活用課長） ２．本部事務局への応援に関すること

３．橿原考古学研究所、同附属博物館、万葉文化館、民俗博物
館、図書情報館（来場者、建物、設備等）の被害状況の調査・確認
に関すること

協力班 １．地域振興総務班への協力に関すること
（南部東部振興課長） ２．本部事務局への応援に関すること

協力班 １．地域振興総務班への協力に関すること
（奥大和移住・交流推進室長） ２．本部事務局への応援に関すること

うだ・アニマルパーク
振興班

１．うだ･アニマルパーク（来場者、建物、設備等）の被害状況の調
査・確認に関すること

（うだ・アニマルパーク振興室長） ２　パーク内動物の保護に関すること
エネルギー・土地水 １．電力使用制限令、計画停電、節電要請に関すること

資源調整班 ２．電力及びガスの安定供給に向けた支援に関すること
（エネルギー・土地水資源調整課長） ３．水道施設の被害状況の情報収集に関すること

４．応急給水及び水道施設の応急復旧のための連絡調整に関す
ること

教育振興班 １．私立学校（生徒、施設、設備等）の被害に関すること
（教育振興課長） ２．県立大学（県立大学生、来校者、建物、設備等）の被害に関す

ること
３．国立学校（生徒、施設、設備等）の被害に関すること

協力班 １．地域振興総務班への協力に関すること
（なら歴史芸術文化村整備推進室長） ２．本部事務局への応援に関すること

３．建設地の被害状況の調査･確認に関すること
文化財班 １．文化財の応急復旧に関すること

(文化財保存課長) ２．文化財の被害の状況調査に関すること

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

文化・教育・くらし創造総務班 １．本部事務局への応援に関すること

（企画管理室長） ２．部内外の連絡調整に関すること

部　　　　　　　　長 ３．その他部内の他の班に属しないこと

協力班 １．文化・教育・くらし創造総務班への協力に関すること

（こども・女性局長） （なら歴史芸術文化村整備推進室長） ２．本部事務局への応援に関すること

３．建設地の被害状況の調査･確認に関すること

副　　　 部　　　 長 協力班 １．文化・教育・くらし創造総務班への協力に関すること

（文化振興課長） ２．本部事務局への応援に関すること

３．文化会館、橿原文化会館、美術館（来場者、建物、設備等）の
被害状況の調査・確認に関すること

文化財班 １．文化財の応急復旧に関すること

(文化財保存課長) ２．文化財の被害の状況調査に関すること

協力班 １．文化・教育・くらし創造総務班への協力に関すること

（文化資源活用課長） ２．本部事務局への応援に関すること

３．橿原考古学研究所、同附属博物館、万葉文化館、民俗博物
館、図書情報館（来場者、建物、設備等）の被害状況の調査・確認
に関すること

教育振興班 １．私立学校（生徒、施設、設備等）の被害に関すること

（教育振興課長） ２．県立大学（県立大学生、来校者、建物、設備等）の被害に関す
ること

３．国立学校（生徒、施設、設備等）の被害に関すること

青少年・社会活動推進班
(青少年・社会活動推進課長)

１．野外活動センター（来場者、建物、設備等）の被害状況の調査・
確認に関すること
２．西奈良県民センター跡地の被害状況の調査・確認に関すること

３．ボランティアの活動支援に関すること

４．災害ボランティア本部に関すること

５．本部事務局への応援に関すること

協力班 １．文化・教育・くらし創造総務班への協力に関すること

（人権施策課長） ２．本部事務局への応援に関すること

３．消費・生活安全班への協力に関すること

協力班
(スポーツ振興課長)

１．橿原公苑（来場者、建物、設備等）の被害状況の調査・確認に
関すること

２．文化・教育・くらし創造総務班への協力に関すること

３．本部事務局への応援に関すること

消費・生活安全班 １．食品衛生に関すること

(消費・生活安全課長) ２．生活必需品の価格、需要動向の把握及び安定供給に関するこ
と

３．遺体の火葬計画に関すること

４．ペットの災害対策に関すること

５．生活衛生施設の被害の状況調査に関すること

６．要配慮者の宿泊施設への受入に関すること

○
女性支援班

（こども・女性局長）
１．児童福祉施設（通所者･建物･設備等）の被害の状況調査、確
認に関すること

（女性活躍推進課長） ２．女性センター（来館者、建物、設備等）の被害状況の調査・確認
に関すること

３．女性のための支援や相談に関すること

４．文化・教育・くらし創造総務班への協力に関すること

○
子ども支援班

（こども・女性局長）
１．児童福祉施設（入所者･通所者･建物･設備等）の被害の状況
調査、確認に関すること

（奈良っ子はぐくみ課長）
（こども家庭課長）

２．乳幼児、児童等（以下「乳幼児等」という）の安否確認、避難等
被害の状況調査、確認に関すること

３．応急仮設住宅等における乳幼児等の支援に関すること

４．要保護児童の保護、支援等に関すること

５．文化・教育・くらし創造総務班への協力に関すること

６．避難所等における乳幼児等への受援に関すること

※　６．の事務は、福祉医療部避難所等支援班と連携

※1　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。

（文化・教育・くらし創造部長）

（文化・教育・くらし創造部次長）

文化・教育・くらし創造部
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班 所　　掌　　事　　務
（班長担当職）

福祉医療総務班 １．災害対策本部及び他部局との連絡調整に関すること
（企画管理室長） ２．福祉医療部内の各班（保健医療調整本部を含む）の総合調整

（入手情報や対応状況等の共有及び指示）に関すること
避難所等支援班

○ （医療・介護保険局長）
（長寿・福祉人材確保

対策課長）
（地域包括ケア推進室長）

（地域福祉課）
２．災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の派遣・活動・受援調整等に関
すること

（障害福祉課） ３．福祉避難所の支援に関すること
（こども家庭課） ※１．２．の事務の人的支援について、保健医療調整本部と連携

※１．２．の事務の物的支援について、救援物資班、保健医療調整
本部と連携

○
救援物資班

（医療・介護保険局長）
１．避難所等で必要となる福祉・保健・医療関係物資等の調達、供
給及びその調整に関すること

（医療保険課長）
（地域福祉課補佐）

２．水・食料・衣料・毛布など救援物資の調達・供給及び陸上輸送
に関すること

（※2） ※１．の事務について、避難所等支援班、保健医療調整本部と連
携
※２．の事務について、救援物資班（産業・雇用振興部）と連携

地域福祉班
（地域福祉課長）

１．保護施設（入所者、建物、設備等）の被害の状況調査、確認に
関すること
２．災害救助費負担金に関すること
３．災害救助法運用の連絡調整に関すること
４．災害弔慰金、災害義援金の配分に関すること
５．要配慮者の支援で他班の所掌に属さないことに関すること

障害者支援班
（障害福祉課長）

１．障害福祉施設（入所者・通所者・建物・設備等）の被害の状況
調査、確認に関すること
２．障害者等の安否確認、避難等被害の状況調査、確認に関する
こと
３．応急仮設住宅等における障害者等の支援に関すること
４．避難所等における障害者への支援に関すること
※　４．の事務は、避難所等支援班と連携

高齢者支援班
（介護保険課長）

１．高齢福祉施設（入所者･通所者･建物･設備等）の被害の状況
調査、確認に関すること
２．高齢者等の安否確認、避難等被害の状況調査、確認に関する
こと
３．応急仮設住宅等における高齢者等の支援に関すること
４．避難所等における高齢者への受援に関すること
※　４．の事務は、避難所等支援班と連携

協力班 １．福祉医療総務班、避難所等支援班への協力に関すること
○ （監査指導室長） ２．災害対策本部事務局への応援に関すること

（長寿・福祉人材確保対策課）

○
女性支援班

（こども・女性局長）
１．児童福祉施設（通所者･建物･設備等）の被害の状況調査、確
認に関すること

（女性活躍推進課長） ２．女性センター（来館者、建物、設備等）の被害状況の調査・確認
に関すること
３．女性のための支援や相談に関すること
４．福祉医療総務班への協力に関すること

※1　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。
※2　救援物資班は、災害対策本部体制時に部局横断型で設置される班であり、総務部、福祉医療部、産業・雇用振興部、農林部の
救援物資又は輸送の担当課で構成し、産業・雇用振興部長が所管するものとする。

部
（部長副部長担当職）

福祉医療部

副　　　部　　　長
（企画管理室長）

（医療・介護保険局次長）

１．避難所のニーズ把握及び支援に関すること
　（避難所運営市町村や避難所派遣チーム等を通じた障害者、高
齢者、乳幼児など支援が必要な者にかかる人的・物的支援ニーズ
の把握・支援の調整など）

部　　　　　　　　　長
（福祉医療部長）

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

福　祉　医　療　部 福祉医療総務班 １．災害対策本部及び他部局との連絡調整に関すること

部　　　　　　　　長
（企画管理室長） ２．福祉医療部内の各班（保健医療調整本部を含む）の総合調整

（入手情報や対応状況等の共有及び指示）に関すること

（福祉医療部長） 避難所等支援班

○ （医療・介護保険局長）
副　　　部　　　長
（企画管理室長）

（長寿・福祉人材確保
対策課長）

（医療・介護保険局次長） （地域包括ケア推進室長）

（地域福祉課）
２．災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の派遣・活動・受援調整等に関
すること

（障害福祉課） ３．福祉避難所の支援に関すること

※１．２．の事務の人的支援について、保健医療調整本部と連携

※１．２．の事務の物的支援について、救援物資班、保健医療調整
本部と連携

○
救援物資班

（医療・介護保険局長）
１．避難所等で必要となる福祉・保健・医療関係物資等の調達、供
給及びその調整に関すること

（医療保険課長）
（地域福祉課補佐）

２．水・食料・衣料・毛布など救援物資の調達・供給及び陸上輸送
に関すること

（※2） ※１．の事務について、避難所等支援班、保健医療調整本部と連
携
※２．の事務について、救援物資班（産業・雇用振興部）と連携

地域福祉班
（地域福祉課長）

１．保護施設（入所者、建物、設備等）の被害の状況調査、確認に
関すること

２．災害救助費負担金に関すること

３．災害救助法運用の連絡調整に関すること

４．災害弔慰金、災害義援金の配分に関すること

５．要配慮者の支援で他班の所掌に属さないことに関すること

障害者支援班
（障害福祉課長）

１．障害福祉施設（入所者・通所者・建物・設備等）の被害の状況
調査、確認に関すること
２．障害者等の安否確認、避難等被害の状況調査、確認に関する
こと

３．応急仮設住宅等における障害者等の支援に関すること

４．避難所等における障害者への支援に関すること

※　４．の事務は、避難所等支援班と連携

高齢者支援班
（介護保険課長）

１．高齢福祉施設（入所者･通所者･建物･設備等）の被害の状況
調査、確認に関すること
２．高齢者等の安否確認、避難等被害の状況調査、確認に関する
こと

３．応急仮設住宅等における高齢者等の支援に関すること

４．避難所等における高齢者への受援に関すること

※　４．の事務は、避難所等支援班と連携

協力班 １．福祉医療総務班、避難所等支援班への協力に関すること

○ （監査指導室長） ２．災害対策本部事務局への応援に関すること

（長寿・福祉人材確保対策課）

保健医療調整本部 統括班 １．保健医療調整本部の運営に関すること

本　　　部　　　長
○ （医療政策局次長）

（医師・看護師確保対策室長）

２．保健医療調整本部内の情報共有体制の整備、連絡調整に関
すること

（医療政策局長） （病院マネジメント課長）
（企画管理室補佐）

３．保健医療調整本部の報告・広報資料の作成・とりまとめに関す
ること

副　　本　　部　　長 ４．保健医療調整本部外との連絡（窓口）に関すること

（医療政策局次長） ５．保健医療活動チームの受援窓口及び総合調整に関すること

６．ＤＨＥＡＴの活動・受援調整に関すること

７．他班の所掌に属さない保健医療活動チームの活動・受援調整
に関すること

１．避難所のニーズ把握及び支援に関すること
　（避難所運営市町村や避難所派遣チーム等を通じた障害者、高
齢者など支援が必要な者にかかる人的・物的支援ニーズの把握・
支援の調整など）

※1　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。
※2　救援物資班は、災害対策本部体制時に部局横断型で設置される班であり、総務部、福祉医療部、産業・観光・雇用振興部、食と
農の振興部の救援物資又は輸送の担当課で構成し、産業・観光・雇用振興部長が所管するものとする。
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班 所　　掌　　事　　務
（班長担当職）

○
子ども支援班

（こども・女性局長）
１．児童福祉施設（入所者･通所者･建物･設備等）の被害の状況
調査、確認に関すること

（子育て支援課長）
（子ども家庭課長）

２．乳幼児、児童等（以下「乳幼児等」という）の安否確認、避難等
被害の状況調査、確認に関すること
３．応急仮設住宅等における乳幼児等の支援に関すること
４．要保護児童の保護、支援等に関すること
５．福祉医療総務班への協力に関すること
６．避難所等における乳幼児等への受援に関すること
※　６．の事務は、避難所等支援班と連携

保健医療調整本部 統括班 １．保健医療調整本部の運営に関すること
本　　　部　　　長
（医療政策局長）

○ （医療政策局次長）
（医師・看護師確保対策室長）

２．保健医療調整本部内の情報共有体制の整備、連絡調整に関
すること

副　　本　　部　　長
（病院マネジメント課長）

（企画管理室補佐）
３．保健医療調整本部の報告・広報資料の作成・とりまとめに関す
ること

（医療政策局次長） ４．保健医療調整本部外との連絡（窓口）に関すること
５．保健医療活動チームの受援窓口及び総合調整に関すること

６．ＤＨＥＡＴの活動・受援調整に関すること
７．他班の所掌に属さない保健医療活動チームの活動・受援調整
に関すること

ＤＭＡＴ調整班 【超急性期～急性期のみ設置】
＜ＤＭＡＴ調整本部＞ １．ＤＭＡＴの活動調整に関すること

（地域医療連携課主幹） ２．広域医療搬送に関すること
医療支援調整班 １．医療機関の被災状況・稼働状況の調査・確認に関すること

○ （地域医療連携課長） ２．医療機関間の連絡調整に関すること
（医師・看護師確保対策室補佐） ３．医療機関への物的・人的支援に関すること

（病院マネジメント課補佐） ４．透析患者（透析施設への支援含む。）及び周産期医療（母子・
保健分野を除く。）への支援調整に関すること
５．後方医療体制の整備、受診・入転院調整に関すること
６．医療救護班の編成、活動・受援調整に関すること
７．県内医療提供体制の復旧・整備に関すること

精神保健支援班
＜ＤＰＡＴ調整本部＞

１．精神科病院の被災状況・稼働状況の調査・確認に関すること

（疾病対策課長） ２．精神科病院間の連絡調整に関すること
３．精神障害者の入転院調整に関すること
４．精神科病院への物的・人的支援に関すること
５．ＤＰＡＴ及び災害時精神保健活動にかかる活動・受援調整に関
すること

○
要医療者支援班

（健康推進課参事）
１．在宅の指定難病及び小児慢性特定疾病患者等で特に高度な
医療的ケアを要する者等の調査・確認に関すること

（疾病対策課） ２．在宅の指定難病及び小児慢性特定疾病患者等で特に高度な
医療的ケアを要する者等の支援調整に関すること

保健支援調整班 １．保健衛生・防疫活動の総合調整に関すること
○ （健康推進課長） ２．保健師等支援チームの活動・受援調整に関すること

（疾病対策課） ３．避難所（市町村）の運営支援（保健衛生・防疫分野）に関するこ
と
４．母子・保健支援に関すること

薬務班 １．医薬品、医療資機材及び血液製剤の供給に関すること
（薬務課長） ２．毒物・劇物保管施設に関すること

副　　　部　　　長
（企画管理室長）

※1　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。

（部長副部長担当職）
部

部　　　　　　　　　長
（福祉医療部長）

福祉医療部

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

保健医療調整本部 ＤＭＡＴ調整班 【超急性期～急性期のみ設置】

＜ＤＭＡＴ調整本部＞ １．ＤＭＡＴの活動調整に関すること

本　　　部　　　長 （地域医療連携課主幹） ２．広域医療搬送に関すること

（医療政策局長） 医療支援調整班 １．医療機関の被災状況・稼働状況の調査・確認に関すること

○ （地域医療連携課長） ２．医療機関間の連絡調整に関すること

副　　本　　部　　長 （医師・看護師確保対策室補佐） ３．医療機関への物的・人的支援に関すること

（医療政策局次長）
（病院マネジメント課補佐） ４．透析患者（透析施設への支援含む。）及び周産期医療（母子・

保健分野を除く。）への支援調整に関すること

５．後方医療体制の整備、受診・入転院調整に関すること

６．医療救護班の編成、活動・受援調整に関すること

７．県内医療提供体制の復旧・整備に関すること

精神保健支援班
＜ＤＰＡＴ調整本部＞

１．精神科病院の被災状況・稼働状況の調査・確認に関すること

（疾病対策課長） ２．精神科病院間の連絡調整に関すること

３．精神障害者の入転院調整に関すること

４．精神科病院への物的・人的支援に関すること

５．ＤＰＡＴ及び災害時精神保健活動にかかる活動・受援調整に関
すること

○
要医療者支援班

（健康推進課参事）
１．在宅の指定難病及び小児慢性特定疾病患者等で特に高度な
医療的ケアを要する者等の調査・確認に関すること

（疾病対策課） ２．在宅の指定難病及び小児慢性特定疾病患者等で特に高度な
医療的ケアを要する者等の支援調整に関すること

保健支援調整班 １．保健衛生・防疫活動の総合調整に関すること

○ （健康推進課長） ２．保健師等支援チームの活動・受援調整に関すること

（疾病対策課） ３．避難所（市町村）の運営支援（保健衛生・防疫分野）に関するこ
と

（新型コロナワクチン接種推進室） ４．母子・保健支援に関すること

薬務班 １．医薬品、医療資機材及び血液製剤の供給に関すること

（薬務課長） ２．毒物・劇物保管施設に関すること

※1　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。
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表の時点修正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

くらし創造部 くらし創造総務班 １．くらし創造部関係被害のとりまとめに関すること
(企画管理室長) ２．部内外の連絡調整に関すること

部　　　　　　　　長 ３．本部事務局への応援に関すること
（くらし創造部長） ４．その他部内の他の班に属さないこと
（景観・環境局長） 青少年・社会活動推進班

(青少年・社会活動推進課長)
１．野外活動センター（来場者、建物、設備等）の被害状況の調査・
確認に関すること

副　　 　部 　　　長
（くらし創造部次長）

２．西奈良県民センター跡地の被害状況の調査・確認に関すること

（景観・環境局次長） ３．ボランティアの活動支援に関すること
４．災害ボランティア本部に関すること
５．本部事務局への応援に関すること

消費・生活安全班 １．食品衛生に関すること
(消費・生活安全課長) ２．生活必需品の価格、需要動向の把握及び安定供給に関するこ

と
３．遺体の火葬計画に関すること
４．愛玩動物の収容に関すること
５．生活衛生施設の被害の状況調査に関すること
６．要配慮者の宿泊施設への受入に関すること

協力班
(スポーツ振興課長)

１．橿原公苑（来場者、建物、設備等）の被害状況の調査・確認に
関すること
２．くらし創造総務班への協力に関すること
３．本部事務局への応援に関すること

協力班 １．くらし創造総務班への協力に関すること
（人権施策課長） ２．本部事務局への応援に関すること

３．消費・生活安全班への協力に関すること

協力班
（景観・自然環境課長）

１．古都保存法買入地の被害状況の調査、確認及び緊急対応に
関すること
２．採石場及び砂利採取場の被害状況の調査、確認及び災害防
止措置の指導に関すること
３．矢田自然公園、万葉の森、大台ヶ原（来場者、建物、設備等）
の被害状況の調査・確認に関すること
４．くらし創造総務班への協力に関すること
５．本部事務局への応援に関すること

災害廃棄物対策本部 企画調整班 １．県災害廃棄物対策本部の体制整備
本　　　部　　　長 （廃棄物対策課長） ２．発災直後の情報収集 ・とりまとめ

（景観・環境局長） ３．処理方針の作成（県外支援の必要度等）
４．各班への指示、進捗管理

統　　　　　　括 ５．広報、報道対応
（景観・環境局次長） ６．予算経理

計画調整班 １．県内広域支援の調整
（廃棄物対策課長補佐） 　　　・要支援市町村と支援市町村等のマッチング

　　　・関係団体等との調整
２．市町村の処理実行計画作成への支援
３．二次仮置場等の計画・調整・指定等

処理推進班 １．発災直後に市町村が実施する情報収集等への支援
（廃棄物対策課長補佐） ２．市町村が実施する災害廃棄物等の処理への技術的支援

３．市町村の事務委託により県が処理主体になる場合の実行部隊

広域調整班 １．国、他府県等への支援要請
（環境政策課長） ２．県外広域支援の調整

　　　・要支援市町村と支援市町村等のマッチング
　　　・関係団体等との調整

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

水循環・森林・景観環境総務班

(企画管理室長)
１．水循環・森林・景観環境部関係被害のとりまとめに関すること

部　　　　　　　　長 ２．部内外の連絡調整に関すること

３．本部事務局への応援に関すること

４．その他部内の他の班に属さないこと

副　　 　部 　　　長 エネルギー班 １．電力使用制限令、計画停電、節電要請に関すること

（環境政策課長） ２．電力及びガスの安定供給に向けた支援に関すること

水資源政策班 １．水道施設の被害状況の情報収集に関すること

（水資源政策課長）
２．応急給水及び水道施設の応急復旧のための連絡調整に関す
ること

森林総務班 １．林業関係被害の取りまとめに関すること

（森と人の共生推進課長） ２．林業用施設の被害状況調査及び情報の収集に関すること

３．林野火災の被害の状況調査及び情報の収集に関すること

４．薪炭の確保及び供給についての体制整備及び支援に関するこ
と

木材産業班
（奈良の木ブランド課長）

１．林産物、林産施設の被害の状況調査及び情報の収集に関する
こと
２．応急用林産資材の確保及び供給についての体制整備及び支援
に関すること

３．水循環・森林・景観環境部長(災害対策本部体制)が指示する
班への協力に関すること

森林整備班
（森林資源生産課長）

１．林地及び治山施設の被害の状況調査及び情報の収集に関す
ること

２．林道の被害の状況調査及び情報の収集に関すること

３．造林地、苗畑及び作業道等被害の状況調査及び情報の収集
に関すること

４．林地及び治山施設の災害の応急復旧に関すること

５．林道の災害の応急復旧に関すること

６．林業用施設、造林地、苗畑及び作業道等の災害復旧に関する
こと

協力班
（景観・自然環境課長）

１．古都保存法買入地の被害状況の調査、確認及び緊急対応に
関すること
２．矢田自然公園、万葉の森、大台ヶ原（来場者、建物、設備等）
の被害状況の調査・確認に関すること
３．採石場及び砂利採取場の被害状況の調査、確認及び災害防
止措置の指導に関すること

４．水循環・森林・景観環境総務班への協力に関すること

５．本部事務局への応援に関すること

企画調整班 １．県災害廃棄物対策本部の体制整備

（廃棄物対策課長） ２．発災直後の情報収集 ・とりまとめ

本　　　部　　　長 ３．処理方針の作成（県外支援の必要度等）
（水循環・森林・景観環境部長） ４．各班への指示、進捗管理

５．広報、報道対応

統　　　　　　括 ６．予算経理
（水循環・森林・景観環境部次長） 計画調整班 １．県内広域支援の調整

（廃棄物対策課長補佐） 　　　・要支援市町村と支援市町村等のﾏｯﾁﾝｸﾞ

　　　・関係団体等との調整

２．市町村の処理実行計画作成への支援

３．二次仮置場等の計画・調整・指定等

処理推進班 １．発災直後に市町村が実施する情報収集等への支援

（廃棄物対策課長補佐） ２．市町村が実施する災害廃棄物等の処理への技術的支援

３．市町村の事務委託により県が処理主体になる場合の実行部隊

広域調整班 １．国、他府県等への支援要請

（環境政策課長補佐） ２．県外広域支援の調整

　　　・要支援市町村と支援市町村等のﾏｯﾁﾝｸﾞ

　　　・関係団体等との調整

水循環・森林・景観環境部

（水循環・森林・景観環境部長）

（水循環・森林・景観環境部次長）

災害廃棄物対策本部
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部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

産業・雇用振興部 産業・雇用振興総務班 １．商工労働関係被害の取りまとめに関すること
部　　　　　　　　長 （企画管理室長） ２．部内外の連絡調整に関すること

（産業・雇用振興部長） ３．本部事務局への応援に関すること
４．その他部内の他の班に属さないこと

副部長 地域産業班 １．罹災企業に対する融資の斡旋に関すること
（産業・雇用振興部次長） (地域産業課長) ２．奈良県信用保証協会の業務指導に関すること

救援物資班 １．食料、救援物資の調達・供給に関すること
○ （企画管理室長） ２．輸送協力団体との連絡に関すること

（地域産業課長）
（産業政策課長）

（産業振興総合センター所長）
（企業立地推進課長）

（雇用政策課長）
（※1、2）

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

農　　　 林　　　 部 農業総務班 １．農業関係被害のとりまとめに関すること
（企画管理室長） ２．部内外の連絡調整に関すること

部　　　　　　　　長 ３．部内の人員調整に関すること
（農林部長） ４．他部及び出先機関等への応援に関すること

５．本部事務局への応援に関すること
副　　　 部 　　　長 ６．その他部内の他の班に属さないこと

（農林部次長） 救援物資班 １．食料、救援物資の調達・供給に関すること
(マーケティング課長) ２．食料、救援物資の陸上輸送に関すること

(※1)
農業水産班

（農業水産振興課長）
１．農業生産用施設・農産物等の状況調査及び情報の収集に関す
ること
２．水産関係被害の状況調査及び情報の収集に関すること

３．被災農業生産用施設・農産物等の応急技術対策に関すること

畜産班 １．畜産物の被害の状況調査及び情報の収集に関すること
（畜産課長） ２．畜産物等生産者団体との連携に関すること

担い手・農地マネジメント班 １．天災資金の融資に関すること
（担い手・農地マネジメント課長） ２．農村班への協力に関すること

３．農林部長(災害対策本部体制)が指示する班への協力に関する
こと

農村班
（農村振興課長）

１．農地、農業用施設被害の状況調査及び情報の収集に関するこ
と

２．農地、農道、ため池及び農業用施設等の応急復旧に関すること

３．農地のたん水排除に関すること
林業班 １．林業関係被害の取りまとめに関すること

（林業振興課長） ２．林業用施設の被害状況調査及び情報の収集に関すること
（新たな森林管理体制準備室長） ３．造林地、苗畑及び作業道等被害の状況調査及び情報の収集

に関すること
４．林業用施設、造林地、苗畑及び作業道等の災害復旧に関する
こと
５．薪炭の確保及び供給についての体制整備及び支援に関するこ
と

木材産業班
（奈良の木ブランド課長）

１．林産物、林産施設の被害の状況調査及び情報の収集に関する
こと
２．応急用林産資材についての体制整備及び支援に関すること

３．農林部長(災害対策本部体制)が指示する班への協力に関する
こと

森林整備班
（森林整備課長）

１．林地及び治山施設の被害の状況調査及び情報の収集に関す
ること
２．林道の被害の状況調査及び情報の収集に関すること
３．林野火災の被害の状況調査及び情報の収集に関すること
４．林道の災害の応急復旧に関すること
５．林地及び治山施設の災害の応急復旧に関すること

※1　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。
※2　救援物資班は、災害対策本部体制時に部局横断型で設置される班であり、総務部、福祉医療部、産業・雇用振興部、農林部の
救援物資又は輸送の担当課で構成し、産業・雇用振興部長が所管するものとする。

※1　救援物資班は、災害対策本部体制時に部局横断型で設置される班であり、総務部、福祉医療部、産業・雇用振興部、農林部の
救援物資又は輸送の担当課で構成し、産業・雇用振興部長が所管するものとする。

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当
職）

（班長担当職）

産業・観光・雇用振興総務班 １．商工労働関係被害の取りまとめに関すること

（企画管理室長） ２．部内外の連絡調整に関すること

部　　　　　　　　長 ３．本部事務局への応援に関すること

４．その他部内の他の班に属さないこと

（観光局長） 地域産業班 １．罹災企業に対する融資の斡旋に関すること

(地域産業課長) ２．奈良県信用保証協会の業務指導に関すること

副　　　 部 　　　長 救援物資班 １．食料、救援物資の調達・供給に関すること

○ （企画管理室長） ２．輸送協力団体との連絡に関すること

（地域産業課長）

（産業政策課長）

（産業振興総合センター所長）

（企業立地推進課長）

（雇用政策課長）

（外国人・人材活用推進室長）

（※1、2）

観光班 １．旅行者に対する災害情報の周知に関すること

○ (ならの観光力向上課長)

（観光プロモーション課長）

（ＭＩＣＥ推進室長）

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当
職）

（班長担当職）

食 と 農 の 振 興 部 農業総務班 １．農業関係被害のとりまとめに関すること

（企画管理室長） ２．部内外の連絡調整に関すること

部　　　　　　　　長 ３．部内の人員調整に関すること

４．他部及び出先機関等への応援に関すること

５．本部事務局への応援に関すること

副　　　 部 　　　長 ６．その他部内の他の班に属さないこと

救援物資班 １．食料、救援物資の調達・供給に関すること

○ (豊かな食と農の振興課長) ２．食料、救援物資の陸上輸送に関すること

（中央卸売市場再整備推進室長）

（※1、2）

農業水産班
（農業水産振興課長）

１．農業生産用施設・農産物等の状況調査及び情報の収集に関す
ること

２．水産関係被害の状況調査及び情報の収集に関すること

３．被災農業生産用施設・農産物等の応急技術対策に関すること

畜産班
１．畜産物及び畜産関係施設の被害状況調査及び情報の収集に
関すること

（畜産課長） ２．畜産物等生産者団体との連携に関すること

担い手・農地マネジメント班 １．天災資金の融資に関すること

（担い手・農地マネジメント課長） ２．農村班への協力に関すること

３．食と農の振興部長(災害対策本部体制)が指示する班への協力
に関すること

農村班
（農村振興課長）

１．農地、農業用施設被害の状況調査及び情報の収集に関するこ
と

２．農地、農道、ため池及び農業用施設等の応急復旧に関すること

３．農地のたん水排除に関すること

※1　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。
※2　救援物資班は、災害対策本部体制時に部局横断型で設置される班であり、総務部、福祉医療部、産業・観光・雇用振興部、食と
農の振興部の救援物資又は輸送の担当課で構成し、産業・観光・雇用振興部長が所管するものとする。

（食と農の振興部次長）

（食と農の振興部長）

（産業・観光・雇用振興部次長）

産業・観光・雇用振興部

（産業・観光・雇用振興部長）
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

 

 

 
 

表の時点修正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）
県土マネジメント部 総括班 土木統括班※１ １．土木関係被害状況の取りまとめに関すること
部　　　　　　　　長 ○ （技術次長） ２．公共土木施設に関する広報に関すること

（県土マネジメント部長） (建設業・契約管理課長) ３．応急用資機材の調達に関すること
（まちづくり推進局長） （用地対策課長） 　（県土マネジメント部所管の施設を復旧するため）

（技術管理課長） ４．本部事務局への応援に関すること
副　　　 部　　　 長 ５．災害協定に基づく応急活動に関すること

（県土マネジメント部次長） ６．国土交通省のTEC－FORCE、リエゾンの受入に関すること
７．危機管理監指揮下の情報・分析班、資料編集班の事務に関す
ること
８．その他部内の他の班に属さないこと

土木総務班※１ １．部内事務局の設置運営に関すること
○ （企画管理室長） ２．部内の人員調整に関すること

３．部内外の連絡調整に関すること
水防班 河川班※１ １．水防本部に関すること

○ （河川課長） ２．河川に関する危険情報の収集、伝達に関すること
（砂防・災害対策課長）

（企画管理室長）
３．水防法第２９条による避難のための立ち退きの指示に関するこ
と
４．河川施設の応急復旧に関すること
５．公共土木施設（河川）の被害の状況調査に関すること

土砂班 １．土木災害の情報取りまとめに関すること
（砂防・災害対策課長） ２．砂防施設等の応急復旧に関すること

３．公共土木施設(砂防施設等)の被害の状況調査に関すること
４．土砂災害対策に関すること
５．地すべり防止法第２５条による避難のための立ち退きの指示に
関すること
６．土砂災害防止法第２６条による緊急調査に関すること
７．公共土木施設の災害査定に関すること

下水道班 １．公共土木施設(下水道施設)の応急復旧に関すること
２．公共土木施設(下水道施設)の被害の状況調査に関すること

道路啓開班 道路班※１ １．道路及び橋梁等の応急復旧に関すること
○ （道路管理課長）

（道路建設課長）
２．災害時における道路規制（公安部所管を除く）及び迂回路等の
策定に関すること
３．緊急輸送道路の確保に関すること
４．公共土木施設（道路等）の被害の状況調査に関すること（※２）
５．道路災害応急対策、雪害応急対策に関すること
６．道路掲示板等による通行者への道路情報の提供に関すること

公共交通班 １．鉄道､バス等の公共交通に関する情報収集及び提供
（道路環境課長） ２．ヘリポート施設の被害の状況調査に関すること
（地域交通課長）

都市施設班 都市施設班※１ １．都市施設（他班所管分を除く）の応急復旧に関すること
○ (地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ推進課長) ２．都市施設（他班所管分を除く）の被害の状況調査に関すること

（都市計画室長） ３．都市災害情報の取りまとめに関すること
（大宮通り新ホテル・交流拠点事業室長）

公園緑地班※１ １．公共土木施設（公園緑地課所管分）の応急復旧に関すること
○ （公園緑地課長） ２．公共土木施設（公園）の被害の状況調査に関すること

（奈良公園室長） ３．都市施設等（※３）の被害の状況調査に関すること
（平城宮跡事業推進室長）

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

県土マネジメント部 総括班 土木統括班※１ １．土木関係被害状況の取りまとめに関すること

○ （技術次長） ２．応急用資機材の調達に関すること

部　　　　　　　　長 （企画管理室長） 　（県土マネジメント部所管の施設を復旧するため）

（県土マネジメント部長） （技術管理課長） ３．災害協定に基づく応急活動に関すること

（地域デザイン推進局長） ４．国土交通省のTEC－FORCE、リエゾンの受入に関すること

（政策統括官） ５．危機管理監指揮下の情報・分析班、資料編集班の事務に関す
ること

土木総務班※１ １．部内事務局の設置運営に関すること

副　　　 部　　　 長 ○ （企画管理室長） ２．部内の人員調整に関すること

（県土マネジメント部・地域
デザイン推進局理事） (建設業・契約管理課長) ３．部内外の連絡調整に関すること

（県土マネジメント部次長） （用地対策課長） ４．公共土木施設に関する広報に関すること

５．本部事務局への応援に関すること

６．その他部内の他の班に属さないこと

水防班 河川班※１ １．水防本部に関すること

○ （河川整備課長） ２．河川に関する危険情報の収集、伝達に関すること

（砂防・災害対策課長）
３．水防法第２９条による避難のための立ち退きの指示に関するこ
と

（企画管理室長） ４．河川施設の応急復旧に関すること

５．公共土木施設（河川）の被害の状況調査に関すること

土砂班 １．土木災害の情報取りまとめに関すること

（砂防・災害対策課長） ２．砂防施設等の応急復旧に関すること

３．公共土木施設(砂防施設等)の被害の状況調査に関すること

４．土砂災害対策に関すること

５．地すべり防止法第２５条による避難のための立ち退きの指示に
関すること

６．土砂災害防止法第２６条による緊急調査に関すること

７．公共土木施設の災害査定に関すること

下水道班 １．公共土木施設(下水道施設)の応急復旧に関すること

（下水道課長） ２．公共土木施設(下水道施設)の被害の状況調査に関すること

道路啓開班 道路班※１ １．道路及び橋梁等の応急復旧に関すること

○
（道路保全課長）

２．災害時における道路規制（公安部所管を除く）及び迂回路等の
策定に関すること

（道路建設課長） ３．緊急輸送道路の確保に関すること

４．公共土木施設（道路等）の被害の状況調査に関すること（※２）

５．道路災害応急対策、雪害応急対策に関すること

６．道路掲示板等による通行者への道路情報の提供に関すること

公共交通班 １．鉄道､バス等の公共交通に関する情報収集及び提供

○
（リニア推進・地域交通

対策課長）
２．ヘリポート施設の被害の状況調査に関すること

(まちづくりプロジェクト
推進課長)

（大規模広域防災拠点
整備課長）

都市施設班 都市施設班※１ １．都市施設（他班所管分を除く）の応急復旧に関すること

○ （まちづくり連携推進課長） ２．都市施設（他班所管分を除く）の被害の状況調査に関すること

（県土利用政策室長） ３．都市災害情報の取りまとめに関すること

○
公園緑地班※１
（公園緑地課長）

１．公共土木施設（公園緑地課所管分）の応急復旧に関すること

（奈良公園室長） ２．公共土木施設（公園）の被害の状況調査に関すること

（平城宮跡事業推進室長） ３．都市施設等（※３）の被害の状況調査に関すること
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表の時点修正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）
県土マネジメント部 建築・住宅班 建築班 １．建築物・宅地の被災状況の把握、安全確認及び応急修理
部　　　　　　　　長 ○ (建築安全推進課長）※4 に関すること

(まちづくり推進局長) (県有施設営繕課長)
(住まいまちづくり課長）

副　　　 部　　　 長
（県土マネジメント部次長）

県有建築物ﾁｰﾑ
（県有施設営繕課長）

１．県有建築物（文化財、警察関係施設を除く）の被害状況報告、
安全確認及び応急補修に関すること

（営繕プロジェクト推進室長）

県営住宅ﾁｰﾑ １．県営住宅の罹災状況の把握及び応急修理に関すること
（住まいまちづくり課長）

一般建築物ﾁｰﾑ １．被災建築物の応急危険度判定に関すること
（建築安全推進課長） ２．被災宅地の危険度判定に関すること

３．宅地造成工事に伴う崖崩れ及び土砂流出の応急復旧に関する
こと

住　 　宅　　班 １．災害救助法に基づく応急仮設住宅の設置に関すること
（住まいまちづくり課長）※５ ２．災害救助法に基づく住宅の応急修理に関すること

３．被災者への公営住宅の提供に関すること
４．民間賃貸住宅紹介に係る関係団体等との連絡調整に関するこ
と
５．住宅相談窓口の設置に関すること
６．応急復旧用住宅建設資材の斡旋に係る関係団体等との連携
調整に関すること

現地班 現地対応班
（奈良土木事務所長）

１．所管する公共土木施設、都市施設等（※３）の被害の状況調査
に関すること（※２）

（郡山土木事務所長） ２．所管する公共土木施設、都市施設等の機能回復に関すること
（高田土木事務所長） ３．管内市町村との連絡・調整に関すること
（中和土木事務所長）
（宇陀土木事務所長）
（吉野土木事務所長）
（五條土木事務所長）

（ヘリポート管理事務所長）

（流域下水道センタ－所長）

（第二浄化センター所長）

（吉野川浄化センター所長）

（馬見丘陵公園館長） 
（奈良公園管理事務所長）

（県営住宅管理事務所長）

※5　住宅班の業務が増加し、他課の応援が必要になる場合には、適宜、建築安全推進課、県有施設営繕課が支援する。

※1　複数の課で構成される班・・・○印の課を班長とする。
※2　公共土木施設等の被害状況調査については、市町村が管理する施設の被害情報収集も視野に入れて対応すること。

※3　都市計画区域内にある地方公共団体の維持管理に属する公園（公共土木施設である公園及び自然公園法に規定する自然公園を除
く）、広場、緑地、運動場、墓園及び公共空地
※4　建築物の分類ごとに各チームで分掌するが、建築物・宅地の安全確認のための建築職員等の派遣の調整は建築課が行う。

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

建築・住宅班 建築班 １．建築物・宅地の被災状況の把握、安全確認及び応急修理

○ (建築安全推進課長）※4 に関すること

(県有施設営繕課長)

(住まいまちづくり課長）

県有建築物ﾁｰﾑ
（県有施設営繕課長）

１．県有建築物（文化財、警察関係施設を除く）の被害状況報告、
安全確認及び応急補修に関すること

（営繕プロジェクト推進室長）

県営住宅ﾁｰﾑ １．県営住宅の罹災状況の把握及び応急修理に関すること

（住まいまちづくり課長）

一般建築物ﾁｰﾑ １．被災建築物の応急危険度判定に関すること

（建築安全推進課長） ２．被災宅地の危険度判定に関すること

３．宅地造成工事に伴う崖崩れ及び土砂流出の応急復旧に関する
こと

住宅班 １．災害救助法に基づく応急仮設住宅の設置に関すること

（住まいまちづくり課長）※５ ２．災害救助法に基づく住宅の応急修理に関すること

３．被災者への公営住宅の提供に関すること

４．民間賃貸住宅紹介に係る関係団体等との連絡調整に関するこ
と

５．住宅相談窓口の設置に関すること

６．応急復旧用住宅建設資材の斡旋に係る関係団体等との連携
調整に関すること

現地班 現地対応班
（奈良土木事務所長）

１．所管する公共土木施設、都市施設等（※３）の被害の状況調査
に関すること（※２）

（郡山土木事務所長）
（高田土木事務所長）

２．所管する公共土木施設、都市施設等の機能回復に関すること

（中和土木事務所長） ３．管内市町村との連絡・調整に関すること

（宇陀土木事務所長）

（吉野土木事務所長）

（五條土木事務所長）

（幹線街路事務所長）

（ヘリポート管理事務所長）

（流域下水道センタ－所長）

（中和公園事務所長）

（奈良公園事務所長）

（県営住宅管理事務所長）

※5　住宅班の業務が増加し、他課の応援が必要になる場合には、適宜、建築安全推進課、県有施設営繕課、営繕プロジェクト推進室が支援する。

※1　複数の課で構成される班・・・○印の課を班長とする。

※2　公共土木施設等の被害状況調査については、市町村が管理する施設の被害情報収集も視野に入れて対応すること。

※3　都市計画区域内にある地方公共団体の維持管理に属する公園（公共土木施設である公園及び自然公園法に規定する自然公園を除く）、
広場、緑地、運動場、墓園及び公共空地

※4　建築物の分類ごとに各チームで分掌するが、建築物・宅地の安全確認のための建築職員等の派遣の調整は建築安全推進課が行う。
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表の時点修正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）
経　　　　理　　　　部 経理班 １．災害救助費の出納に関すること

部　　　　　　　　長

○ （会計局総務課長)
(会計局会計課長)

２．災害救助基金（ただし現金のみ）の管理及び経理に関すること

（会計管理者） ３．義援金（受入）に関すること
（会計局長）

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

教　　　 育　　　 部 教育総務班 １．文教関係施設の被害状況のとりまとめに関すること
○ （企画管理室長） ２．部内外の連絡調整に関すること

部　　　　　　　　長 （教育振興大綱推進課長） ３．その他部内の他の班に属さないこと
（教育長） ４．本部事務局への応援に関すること

福利班 １．教職員住宅の被害状況調査に関すること
副　　　 部　　　 長 （福利課長） ２．教職員住宅の応急復旧に関すること

（ 理事 ） 学校支援班 １．学校施設の被害状況調査に関すること
（教育次長） （学校支援課長） ２．学校施設の応急復旧に関すること

３．避難所となった学校施設に関すること
教職員班 １．教育実施者の確保に関すること

（教職員課長） ２．罹災市町村の教育委員会に関すること（部内の他の班に属す
ることを除く）

○
学校教育・生徒指導支援班

(学校教育課長）
１．幼稚園、小・中学校、高等学校及び特別支援学校にかかる人
的被害、休校等の情報に関すること

（生徒指導支援室長) ２．応急教育の実施並びに運営に関すること
３．教材、学用品の調達、配布に関すること

人権・地域教育班
(人権・地域教育課長)

１．社会教育センターや同和問題関係史料センター等の被害状況
調査に関すること
２．本部事務局への応援に関すること

保健班 １．学校給食に関すること
（保健体育課長） ２．学校保健衛生に関すること

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

水　　　 道　　　 部 総括班 １．事故復旧対策の計画、指示
部　　　　　　　　長 ［１号動員］ ２．取水、送水対策の計画、指示

（水道局長） 現地総括班 ３．関係機関への連絡、情報収集に関すること
［２号、３号動員］ ４．庶務に関すること

副部長 （広域水道センター所長） ５．補償交渉に関すること
（水道局理事） ６．その他、全般に関すること
（水道局次長） 状況監視班 １．水道施設の調査、監視

［１～３号動員］ ２．浄水処理の監視、対策
（広域水道センター所長） ３，水道施設、浄水処理に関わる報告

送水対策班 １．送水対策の実施
［１～３号動員］ ２．送水に関わる情報の収集、報告

（広域水道センター所長）

事故復旧班 １．事故復旧対策の実施
［１～３号動員］ ２．事故復旧状況の報告

（広域水道センター所長） ３．復旧資機材の調達
４．被害調査の実施・報告

水質調査班 １．水質調査、監視
［１～３号動員］ ２．水質調査の報告

（広域水道センター所長） ３．対応措置、浄水処理方法の検討
総括班（本局） １．事故復旧対策の総括

［２号動員］ ２．取水、送水対策の総括
○ （業務課長） ３．現地対策本部との連絡調整

（総務課長） ４．広報、問い合わせの対応に関すること
［３号動員］ ５．関係機関への連絡、情報提供

○ （局長） ６．庶務に関すること
（総務課長） ７．その他、全般に関すること
（業務課長）

事故対策班（本局） １．事故復旧対策の指導、助言
［２号動員］ ２，事故復旧の情報収集、報告

○ （業務課長） ３．復旧資機材調達の総括
（総務課長） ４．取水、送水対策の指導、助言
［３号動員］ ５．被害調査の調査・報告の総括

○ （局長）
（総務課長）
（業務課長）

現地派遣班（本局） １．現地対策本部の支援活動
［２号動員］

○ （業務課長）
（総務課長）
［３号動員］

○ （局長）
（総務課長）
（業務課長）

※　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。

※　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）
経　　　　理　　　　部 経理班 １．災害救助費の出納に関すること

部　　　　　　　　長

○ （会計局総務課長)
(会計局会計課長)

２．災害救助基金（ただし現金のみ）の管理及び経理に関すること

（会計管理者） ３．義援金（受入）に関すること
（会計局長）

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

教　　　 育　　　 部 教育総務班 １．文教関係施設の被害状況のとりまとめに関すること
○ （企画管理室長） ２．部内外の連絡調整に関すること

部　　　　　　　　長 （教育政策推進課長） ３．その他部内の他の班に属さないこと
（教育長） ４．本部事務局への応援に関すること

福利班 １．教職員住宅の被害状況調査に関すること
副　　　 部　　　 長 （福利課長） ２．教職員住宅の応急復旧に関すること

学校支援班 １．学校施設の被害状況調査に関すること
（教育次長） （学校支援課長） ２．学校施設の応急復旧に関すること

３．避難所となった学校施設に関すること
教職員班 １．教育実施者の確保に関すること

（教職員課長） ２．罹災市町村の教育委員会に関すること（部内の他の班に属す
ることを除く）

○

学校教育・特別支援
教育推進班

(学校教育課長）

１．幼稚園、小・中学校、高等学校及び特別支援学校にかかる人
的被害、休校等の情報に関すること

（特別支援教育推進室長) ２．応急教育の実施並びに運営に関すること
３．教材、学用品の調達、配布に関すること

人権・地域教育班
(人権・地域教育課長)

１．社会教育センターや同和問題関係史料センター等の被害状況
調査に関すること
２．本部事務局への応援に関すること

保健班 １．学校給食に関すること
（保健体育課長） ２．学校保健衛生に関すること

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

水　　　 道　　　 部 総括班 １．事故復旧対策の計画、指示
［１号動員］ ２．取水、送水対策の計画、指示

部　　　　　　　　長 現地総括班 ３．関係機関への連絡、情報収集に関すること
（水道局長） ［２号、３号動員］ ４．庶務に関すること

（広域水道センター所長） ５．補償交渉に関すること
６．その他、全般に関すること

状況監視班 １．水道施設の調査、監視
［１～３号動員］ ２．浄水処理の監視、対策

（広域水道センター所長） ３．水道施設、浄水処理に関わる報告
送水対策班 １．送水対策の実施

［１～３号動員］ ２．送水に関わる情報の収集、報告
（広域水道センター所長）

事故復旧班 １．事故復旧対策の実施
［１～３号動員］ ２．事故復旧状況の報告

（広域水道センター所長） ３．復旧資機材の調達
４．被害調査の実施・報告

水質調査班 １．水質調査、監視
［１～３号動員］ ２．水質調査の報告

（広域水道センター所長） ３．対応措置、浄水処理方法の検討
総括班（本局） １．事故復旧対策の総括

［２号動員］ ２．取水、送水対策の総括
○ （業務課長） ３．現地対策本部との連絡調整

（総務課長） ４．広報、問い合わせの対応に関すること
［３号動員］ ５．関係機関への連絡、情報提供

○ （局長） ６．庶務に関すること
（総務課長） ７．その他、全般に関すること
（業務課長）

事故対策班（本局） １．事故復旧対策の指導、助言
［２号動員］ ２．事故復旧の情報収集、報告

○ （業務課長） ３．復旧資機材調達の総括
（総務課長） ４．取水、送水対策の指導、助言
［３号動員］ ５．被害調査の調査・報告の総括

○ （局長）
（総務課長）
（業務課長）

現地派遣班（本局） １．現地対策本部の支援活動
［２号動員］

○ （業務課長）
（総務課長）
［３号動員］

○ （局長）
（総務課長）
（業務課長）

※　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。

※　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

３ 略  

４ 動員の区分  

動員区分  Ａ動員  Ｂ動員  Ｃ動員  

動員基準  県内で震度５強を  

観測した場合  

県内で震度６弱を  

観測した場合  

県内で震度６強を  

観測した場合  

動員規模  全職員の約 1/5 

約 1,600 人体制  

 

＋警察部約 2,700

人  

 

総計約 4,300 人体

制  

全職員の約 1/3 

約 2,700 人体制  

 

＋警察部約 2,700

人  

 

総計約 5,400 人体

制  

全職員  

約 8,100 人体制  

 

＋警察部約 2,700

人  

 

総計約 10,800 人

体制  

 

 

 

 

 

 

５ 解散の基準  

（略）  

６ 現地災害対策本部  

（略）  

７ 防災関係機関等との連携  

（略）  

８ 民間事業所との連携  

（略）  

９ 市町村への連絡員の派遣（災害時緊急連絡員）  

   県は、平常時から「災害時緊急連絡員」を編成し、原則として、県が災害対策本部を設

置した場合には、災害時緊急連絡員に登録されている職員の中から必要な人員を抽出し、

速やかに被災市町村に派遣する。また、派遣に備えて、「応援職員における奈良県への受

入及び市町村への短期派遣マニュアル」を踏まえた「災害時緊急連絡員活動マニュアル」

の見直しを進める。  

（１）連絡員は、大規模災害発生により県に災害対策本部が設置されたとき又は知事が

必要と認めたときには、原則として、速やかに県防災統括室に参集する。  

（２）連絡員は、原則として、連続７日間を上限として、被災市町村役場において活動

するものとする。  

（３）連絡員は、次に掲げる任務に従事する。  

① 被災市町村における被害情報、避難情報、被災者等のニーズに関する情報等の

収集及び県への伝達  

  ② 被災市町村との連絡調整  

１０ 災害警戒本部の設置（災害対策本部設置の前段階として）  

   （略）  

 

第５～第６  

３ 略  

４ 動員の区分  

動員区分  Ａ動員  Ｂ動員  Ｃ動員  

動員基準  県内で震度５強を  

観測した場合  

県内で震度６弱を  

観測した場合  

県内で震度６強を  

観測した場合  

動員規模  全職員の約 1/5 

約 1,300 人体制  

 

＋警察部約 2,800

人  

 

総計約 4,100 人体

制  

全職員の約 1/3 

約 2,100 人体制  

 

＋警察部約 2,800

人  

 

総計約 4,900 人体

制  

全職員  

約 6,500 人体制  

 

＋警察部約 2,800

人  

 

総計約 9,300 人体

制  

 

５  災害対策本部の設置場所  

県庁舎及び周辺地域の被災状況によりその機能が維持できない場合は、県内の被災状

況や施設の状況に応じて、知事の判断により、災害対応業務に不可欠な防災行政通信ネ

ットワークを備えており、また、耐震性能を有している橿原総合庁舎または郡山総合庁

舎に災害対策本部を設置する。  

６ 解散の基準  

（略）  

７ 現地災害対策本部  

（略）  

８ 防災関係機関等との連携  

  （略）  

９ 民間事業所との連携  

 （略）  

１０ 市町村への連絡員の派遣（災害時緊急連絡員）  

   県は、あらかじめ職員を選定し、総括と支援員で構成する「災害時緊急連絡員」を編

成し、県内で震度５弱以上の地震が発生したときは、対象市町村に情報連絡員として派

遣し、被害や災害対応の状況、人的・物的ニーズなどの情報を収集する。  

なお、連絡員のうち支援員は、県内で震度５弱以上の地震が発生したときは、あらか

じめ定められた担当市町村に自動参集し、活動を開始する。  

その他、必要な事項については、「災害時緊急連絡員活動マニュアル」に基づくものと

する。  

 

 

 

 

 

 

１１ 災害警戒本部の設置（災害対策本部設置の前段階として）  

 （略）  

 

第５～第６ 略  

 

 

 

 

 

 

時点修正  

 

 

 

 

 

 

 

県施策の反映  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県施策の反映  

 

 

 

 

 

 

 

 



 第３章 災害応急対策計画 

53 

奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

第７節 災害情報の収集・伝達計画  

（防災統括室、県土マネジメント部、奈良地方気象台）  

 

第１ 地震情報の伝達 

 １ 略 

 ２ 情報の受理、伝達 

 （１） 略 

（２）伝達系統図 

   地震に対する情報の伝達系統は次頁のとおりとする。  

  県防災統括室では、この震度情報を震度１以上で奈良地方気象台に通知する。また、

震度３以上で県内市町村及び消防本部に、震度４以上で消防庁、県警警備第二課及び

陸上自衛隊第４施設団に通知する。 

 

 

 

第２ 早期災害情報の収集 

１ 被害状況、避難状況等の迅速・的確な把握  

  被害状況（人的被害、建物被害、道路被害、ライフラインの被害等）や避難状況（避

難準備・高齢者等避難開始、避難勧告・指示の発令状況、避難者数、避難所の開設状

況、避難所の通信や備蓄の状況等）等の迅速・的確な把握は、災害対応要員の動員、他

機関への応援要請、救援物資・資機材の調達、災害救助法適応の要否等、あらゆる災害

応急対策の基本となる重要な事項である。  

 

２ 略 

３ 災害時緊急連絡員による情報収集  

第７節 災害情報の収集・伝達計画  

（防災統括室、県土マネジメント部、奈良地方気象台）  

 

第１ 地震情報の伝達 

 １ 略 

 ２ 情報の受理、伝達 

 （１） 略 

（２）伝達系統図 

   地震に対する情報の伝達系統は次頁のとおりとする。  

  県防災統括室では、この震度情報を震度１以上で奈良地方気象台に通知する。また、

震度３以上で県内市町村及び消防本部に、震度４以上で消防庁、県警警備第二課及び

陸上自衛隊第４施設団に通知する。 

 

 
 

 

 

第２ 早期災害情報の収集 

１ 被害状況、避難状況等の迅速・的確な把握  

  被害状況（人的被害、建物被害、道路被害、ライフラインの被害等）や避難状況

（【警戒レベル３】高齢者等避難、【警戒レベル４】避難指示、【警戒レベル５】緊急

安全確保の発令状況、避難者数、避難所の開設状況、避難所の通信や備蓄の状況等）等

の迅速・的確な把握は、災害対応要員の動員、他機関への応援要請、救援物資・資機材

の調達、災害救助法適応の要否等、あらゆる災害応急対策の基本となる重要な事項であ

る。 

２ 略 

３ 災害時緊急連絡員による情報収集  

防災統括室  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表の時点修正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災 害 対 策 基 本 法

の改正  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

    県は、平常時から「災害時緊急連絡員」（以下「連絡員」という。）を編成し、県が

災害対策本部を設置するような災害が発生した際には、連絡員に登録されている職員の

中から必要な人員を抽出し、速やかに被災市町村に派遣する。  

 

 

  被災市町村に派遣された連絡員は、市町村が把握した災害情報、人員、物資等の不足

の程度等の情報について、迅速・的確に県災害対策本部に報告する。また、県災害対策

本部と被災市町村災害対策本部の間の連絡調整等の業務に従事する。  

 

 

４～６ 略 

 

第３ 災害情報の調査・報告計画  

１ 被害状況、避難状況等の調査                                                

    被害状況、避難状況等の調査は、次表に掲げる機関が関係機関及び団体の協力・応援

 を得て行う。 

被害状況、避難状況等の調査に当たっては関係機関相互に連絡を密にし、脱漏、重複

のないよう充分留意し、被害世帯数、人数については現地調査のほか住民登録と照合す

る等、的確を期するよう努める。なお、日常的に介護を必要とする要配慮者の被害状

況、避難状況等の調査・把握については特に配慮する（要配慮者については、（第３章

第４節 要配慮者の支援計画 参照）。  

 

  調査事項 調査機関 主たる応援協力機関 

１ 人・住家の被害 

２ 避難に関する状況 

（避難勧告・指示等の発令状況、避難所の

開設状況、避難世帯数・避難者数） 

３～１９ 略 

市町村 

市町村 

 

 

略 

 

 

 

 

略 

 

２ 報告の基準 

  市町村等は、下記に該当する災害について、被害状況及び応急措置の実施状況等を県

防災統括室及び県担当課へ報告する。 

（１）即報基準                                                     

（一般基準） 

  ① 災害救助法の適用基準に合致するもの。   

  ② 奈良県または市町村が災害対策本部を設置したもの。  

  ③ 災害が２都道府県以上にまたがるもので、１の都道府県における被害は軽微であ

   っても全国的にみた場合に同一災害で大きな被害が生じているもの。       

  ④ 災害が２市町村以上にまたがるもので、１の市町村における被害は軽微であって

  も全県的にみた場合、同一災害で大きな被害が生じているもの。        

  ⑤ 災害による被害に対して国の特別の財政援助を要するもの。  

  ⑥ 災害による被害が当初は軽微であっても、今後①から⑤の要件に該当する災害に

発展するおそれがあるもの。 

  ⑦ 地震が発生し、区域内で震度５弱以上を記録したもの。 

  ⑧ 地震が発生し、人的被害又は住家被害を生じたもの。 

県は、あらかじめ職員を選定し、総括と支援員で構成する「災害時緊急連絡員」を編

成し、県内で震度５弱以上の地震が発生したときは、対象市町村に情報連絡員として派

遣し、被害や災害対応の状況、人的・物的ニーズなどの情報を収集する。  

なお、連絡員のうち支援員は、県内で震度５弱以上の地震が発生したときは、あらか

じめ定められた担当市町村に自動参集し、活動を開始する。  

  市町村に派遣された連絡員は、市町村が把握した災害情報、人員、物資等の不足の程

度等の情報について、迅速・的確に県に報告する。また、県と市町村の間の連絡調整等

の業務に従事する。 

その他、必要な事項については、「災害時緊急連絡員活動マニュアル」に基づくものと

する。  

４～６ 略 

 

第３ 災害情報の調査・報告計画  

１ 被害状況、避難状況等の調査                                                

    被害状況、避難状況等の調査は、次表に掲げる機関が関係機関及び団体の協力・応援

 を得て行う。 

被害状況、避難状況等の調査に当たっては関係機関相互に連絡を密にし、脱漏、重複

のないよう充分留意し、被害世帯数、人数については現地調査のほか住民登録と照合す

る等、的確を期するよう努める。なお、日常的に介護を必要とする要配慮者の被害状

況、避難状況等の調査・把握については特に配慮する（要配慮者については、（第３章

第４節 要配慮者の支援計画 参照）。  

 

  調査事項 調査機関 主たる応援協力機関 

１ 人・住家の被害 

２ 避難に関する状況 

（避難指示等の発令状況、避難所の開設状

況、避難世帯数・避難者数） 

３～１９ 略 

市町村 

市町村 

 

 

略 

 

 

 

 

略 

 

２ 報告の基準 

（１）即報基準 

  市町村等は、次の基準に該当する災害（該当するおそれがある場合を含む。）につい

て、被害状況及び応急措置の実施状況等を県へ報告する。  

① 災害救助法の適用基準に合致するもの。 

② 奈良県又は市町村が災害対策本部を設置したもの。 

③ 災害が２都道府県以上にまたがるもので１の都道府県における被害は軽微であっ

ても、全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの。 

④ 地震が発生し、市町村の区域内で震度５弱以上を記録したもの。 

⑤ 地震が発生し、人的被害又は住家被害を生じたもの。 

⑥ 報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いと認められるもの。  

（２）直接即報基準 

  市町村等は、地震が発生し、市町村の区域内で震度５強以上を記録した場合は、県に

加え、直接消防庁に報告するものとする（被害の有無を問わない。）。 

 

 

県施策の反映  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災 害 対 策 基 本 法

の改正  

 

 

 

 

記載の適正化  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

⑨ その他、災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて報告する必要がある

と認められるもの。       

３  直接報告基準 

      市町村は、当該市町村の区域内で震度５強以上を記録した場合（被害の有無を問わ

ない。）には、県に加え、直接、総務省消防庁に対しても報告するものとする。  

 

第４ 市町村防災担当課から県防災統括室への報告     

１ 略 

２ 災害概況即報 

    市町村防災担当課は、「第２  １ 即報基準」に該当する災害が発生したときは、覚

知後３０分以内で可能な限り早く、分かる範囲で災害に関する第１報を「被害状況報告

様式」により、県防災行政通信ネットワーク等で県防災統括室に報告する。 

    また、「第３ 直接報告基準」に該当する災害が発生したときは、直接、総務省消防

庁及び県防災統括室に対して（第４号様式（その１））により報告するものとし、可能

であれば、併せて県防災統括室に県防災情報システムにより報告するものとする。 

３ 被害状況即報 

  市町村防災担当課は、「第２  １ 即報基準」に該当する災害が発生したときは、区

域内の被害状況、避難状況等をとりまとめ、速やかに被害状況即報を県防災情報システ

ムにより、県防災統括室に報告する。 

  ただし、定時の被害状況即報等、知事（災害対策本部長）が必要と認めた場合はその

指示に従って報告する。  

４～５ 略 

 

第５～第８ 略  

 

 

 

 

 

 

 

第４ 市町村防災担当課から県防災統括室への報告     

１ 略 

２ 災害概況即報 

    市町村防災担当課は、「第３ ２（１）即報基準」に該当する災害が発生したとき

は、覚知後３０分以内で可能な限り早く、分かる範囲で災害に関する第１報を電子メー

ル、県防災情報システム等により県防災統括室に報告する。 

    また、「第３ ２（２）直接即報基準」に該当する災害が発生したときは、直接、総

務省消防庁に電子メール等により報告するとともに、併せて県防災統括室に電子メー

ル、県防災情報システム等により報告するものとする。 

３ 被害状況即報 

  市町村防災担当課は、「第３ ２（１）即報基準」に該当する災害が発生したとき

は、区域内の被害状況、避難状況等をとりまとめ、速やかに被害状況即報を電子メー

ル、県防災情報システム等により、県防災統括室に報告する。 

  ただし、定時の被害状況即報等、知事（災害対策本部長）が必要と認めた場合はその

指示に従って報告する。 

４～５ 略 

 

第５～第８ 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

【新設】 

 

第８節 長期停電対策計画  

（防災統括室）  

 

 

 

 

 

 

 

第１ 県による情報収集と応急対策の検討  

１ 県は、大規模停電発生時には直ちに、あらかじめリスト化した病院、要配慮者に関

わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設及び災害応急対策に係る機関が保有する

施設の非常用電源の設置状況等を踏まえ、これらの施設の非常用電源の稼働状況を確

認の上、電源の確保が必要な施設の把握を行い、電源車等の配備先の候補案を作成す

るよう努めるものとする。  

２ 県は、被災市町村が複数にまたがる場合には、必要に応じ、被災市町村への燃料の

優先供給に係る調整に努める。  

 

第２ 電気事業者等の役割及び連携  

R2 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

以 降 の 節 ず れ の

対 応 は 本 新 旧 対

照表上では割愛  

大規模災害により停電・通信障害が発生した場合には、長期化を防止するため、早急に

施設の機能回復のため応急復旧の措置を講ずる必要がある。県は、ライフライン施設管

理者等と相互に連携を図りつつ迅速な対応を図るものとする。また、重要施設等の燃料

不足に対して、関係機関と連携の上、迅速な対応を図るものとする。  

 

 

 

節の概要  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

１ 県は、国（経済産業省）、電気事業者等と調整を行い、電源車等の配備先を決定し、

電気事業者等は、電源車等の配備に努めるものとする。  

２ 県、市町村、指定行政機関及び公共機関は、被災者のおかれている生活環境、居住

環境等が多様であることに鑑み、情報を提供する際に活用する媒体に配慮するものと

する。特に、停電や通信障害発生時は情報を得る手段が限られていることから、被災

者生活支援に関する情報についてはチラシの張り出し、配布等の紙媒体や広報車でも

情報提供を行うなど、適切に情報提供を行う。  

 

第３ 重要施設に対する燃料供給  

 １ 県は、奈良県石油商業組合との「災害時における燃料供給に関する協定書」により、

災害時等の燃料供給の優先供給を円滑に行うものとする。  

２ 県は、県内だけで燃料調達が困難なときは、「災害時石油供給連携計画」が実施され

ている場合には政府対策本部に対し、実施されていない場合にはエネルギー庁に対し、

石油連盟の災害情報収集システムを活用のうえ、燃料供給を要請し、国や石油連盟、

全国石油商業組合連合会の調整により、重要施設に燃料供給を行うものとする。  

３ 県は、災害時の状況に応じて、燃料供給のための重要となる道路を優先的に啓開す  

る。  

 

第９節 ヘリコプター等の派遣要請及び受入計画  

（防災統括室）  

 

第１ 略 

 

第２ 自衛隊へのヘリコプター派遣要請  

自衛隊へのヘリコプター等の派遣の要請は、「第３章第１３節  受援体制の整備」に

よる。 

 
 
 
 
  

 
陸上自衛隊第４施設団本部  第３科 防衛班 
電話 ０７７４－４４－０００１  内線２３３・２３５・２３６・２３９ 
                （夜間は当直室 内線２２３・２１２） 
防災行政通信ネットワーク  ＴＮ－５７１－９１（夜間は当直室ＴＮ－５７１－９２）  
 

 

第３～第８ 略  

 

第９節 ヘリコプター等の派遣要請及び受入計画  

（防災統括室）  

 

第１ 略 

 

第２ 自衛隊へのヘリコプター派遣要請  

自衛隊へのヘリコプター等の派遣の要請は、「第３章第１３節  受援体制の整備」に

よる。 

 
 
 
 
  

 
陸上自衛隊第４施設団本部  第３科 防衛班 
電話 ０７７４－４４－０００１  内線２３３・２３９・２３５・２３６ 
                （夜間・休日は当直室 内線２１２・３０２） 
防災行政通信ネットワーク  ＴＮ－５７１－９１（夜間は当直室ＴＮ－５７１－９２）  
 

 

第３～第８ 略  

 

陸 上 自 衛 隊  第

４施設団  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

第１０節 通信運用計画  

（防災統括室、総務部、農林部、県土マネジメント部）  

 

 

第１ 通信手段  

１ 県防災行政通信ネットワーク  

  県防災行政通信ネットワークシステムは、県と市町村、消防本部、防災関係機関及び

県出先機関（以下「市町村等」という。）相互を結ぶ無線通信網で一斉通信（電子データ）、

回線統制等の機能を有している。県から市町村等へ気象予警報、地震情報及び災害に関

第１０節 通信運用計画  

（防災統括室、総務部、水循環・森林・景観環境部、食と農の振興部、県土マネジメント

部）  

 

第１ 通信手段  

１ 県防災行政通信ネットワーク  

  県防災行政通信ネットワークシステムは、県と市町村、消防本部、防災関係機関及び

県出先機関（以下「市町村等」という。）相互を結ぶ無線通信網で、電子データ送受信、

音声通話等の機能を有している。  

防災統括室  

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

（ 以 下 こ の 節 に
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

する情報を伝達するときは、一斉通信システム（全ての設置端末に、音声及び自動印刷

機能により防災情報を伝達するとともに受信確認機能を有するシステム）により行う。

また、市町村等から個別に防災情報システムを用い被害状況等の伝達を行う。  

  また、災害等が発生あるいは発生する恐れがある場合は、県は重要通話を確保するた

め、必要に応じ通信の統制を行う。  

 

 

２ 非常災害時緊急連絡用無線（中央防災無線）  

  非常災害時緊急連絡用無線は、大地震発生時等の緊急時に、内閣総理大臣官邸及び非

常災害対策本部と奈良県庁との間を直接結ぶ地上系無線通信網（電話、ＦＡＸ）で、迅

速な情報交換や意志決定を図るために活用する。  

３ 消防庁消防防災無線、国土交通省水防道路用無線、警察無線  

  消防庁消防防災無線、国土交通省水防道路用無線及び警察無線を、災害時に国及び他

府県との連絡手段に活用する。  

４～６ 略  

７ 衛星携帯電話等  

災害時に市町村で孤立集落対策用の衛星携帯電話が不足する場合、県は、国や通信事

業者から衛星携帯電話等の貸与を受けて、適切に配備する。  

 

第２ 応急復旧  

１ 県防災行政通信ネットワークシステム施設  

  県は、有線系回線設備と衛星系回線設備の両方が整備されている施設において、被災

等で有線系回線が利用できない場合は、衛星系回線設備を利用する。また、衛星系回線

が整備されていない又は衛星系回線設備も被災した場合は、衛星携帯電話回線を利用す

る。更に、衛星携帯電話も利用できない場合は、被災実態を早急に把握し、的確な臨機

の措置を行うとともに障害の早期復旧に努め、県と市町村等相互間の無線通信回線の確

保にあたる。  

２ 防災相互通信及び非常の場合の無線通信施設  

  防災相互通信及び非常の場合の無線通信施設管理者は、通信施設が地震によって損傷

し、機能が低下し、又は停止した場合は、通信施設の点検整備、応急復旧に必要な要員

の確保、非常用電源応急用資機材の確保等に留意し、有効適切な措置を行い早急な機能

の回復を図るものとする。  

 

県から市町村等へ気象予警報、地震情報及び災害に関する情報を伝達するときは、一

斉通信システム（全ての設置端末に、音声及び自動印刷機能により防災情報を伝達する

とともに受信確認機能を有するシステム）により行う。また、市町村等から被害状況等

を伝達するときは、防災情報システム（被害状況等の情報入力・共有機能を有するシス

テム）により行う。  

  なお、災害等が発生あるいは発生する恐れがある場合は、県は重要通話を確保するた

め、必要に応じ通話の統制を行う。  

２ 中央防災無線網  

  中央防災無線網は、大規模災害発生時等の緊急時に、内閣総理大臣官邸及び国の緊急

災害対策本部と県災害対策本部を直接結ぶ地上系無線通信網（電話、ＦＡＸ）で、迅速

な情報交換や意志決定を図るために活用する。  

３ 消防庁消防防災無線網、国土交通省水防道路用通信網、警察無線  

  消防庁消防防災無線網、国土交通省水防道路用通信網及び警察無線を、災害時に国及

び他府県との連絡手段に活用する。  

４～６ 略  

７ 衛星携帯電話等  

災害時に市町村で孤立集落対策用の衛星携帯電話等が不足する場合、県は、国や通信

事業者から衛星携帯電話等の貸与を受けて、適切に配備する。  

 

第２ 応急復旧  

１ 県防災行政通信ネットワークシステム施設  

  県は、有線系回線設備と衛星系回線設備の両方が整備されている施設において、被災

等で有線系回線が利用できない場合は、衛星系回線設備を利用する。また、衛星系回線

が整備されていない又は衛星系回線設備も被災した場合は、衛星携帯電話回線を利用す

る。更に、衛星携帯電話も利用できない場合は、被災実態を早急に把握し、的確な臨機

の措置を行うとともに障害の早期復旧に努め、県と市町村等相互間の無線通信回線の確

保にあたる。  

２ その他通信施設  

  その他、防災相互通信及び非常の場合の無線通信施設等の管理者は、通信施設が地震

によって損傷し、機能が低下し、又は停止した場合は、通信施設の点検整備、応急復旧

に必要な要員の確保、非常用電源応急用資機材の確保等に留意し、有効適切な措置を行

い早急な機能の回復を図るものとする。  

 

おいて同じ）  

 

第１２節 支援体制の整備（県外で災害発生の場合） 
（防災統括室、関係部局）  

 

第１ 被災地への人的支援  

１～３ 略 

 

 

 

第２～第４ 略 

 

第５ 奈良県災害支援対策本部の設置  

第１２節 支援体制の整備（県外で災害発生の場合） 
（防災統括室、関係部局）  

 

第１ 被災地への人的支援  

１～３ 略 

４ 感染症対策のため、応援職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理やマスク着

用等を徹底する。 

 

第２～第４ 略 

 

第５ 奈良県災害支援対策本部の設置  

防災統括室  

 

 

 

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  
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奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

  上記支援に対応するため被災状況に応じて、知事が必要と認めた場合は奈良県災害支

援対策本部を設置する。  

  奈良県災害支援対策本部の各部・各班の事務分掌は次表のとおりとする。  

 

 

  上記支援に対応するため被災状況に応じて、知事が必要と認めた場合は奈良県災害支

援対策本部を設置する。  

  奈良県災害支援対策本部の各部・各班の事務分掌は次表のとおりとする。  

 

 

 

 

 

 

表の時点修正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

本部事務局 調整班 １．災害支援対策本部の運営に関すること
（危機管理監） ２．災害支援対策本部会議の開催に関すること

（知事公室次長）
３．各部・班及び関係機関との連絡並びに統制に関すること

４．本部事務局の庶務に関すること
（防災統括室長） ５．被災地への連絡員派遣に関すること

６．被災自治体との連絡調整に関すること
（消防救急課長） 情報収集班 １．災害情報の収集・整理に関すること

２．本県の支援内容の収集・整理に関すること
（安全・安心まちづくり推進課長） 消防応援班 １．緊急消防援助隊の派遣要請に関すること

２．消防活動の調整に関すること
３．消防防災ヘリコプターの活動に関すること

救援物資班 １．食料、救援物資の調達・供給に関すること
（※2） ２．食料、救援物資の陸上輸送に関すること

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

知事公室 広報・記録班 １．新聞、ラジオ、テレビ等の報道機関及びＳＮＳ等を
（知事公室長） （広報広聴課長） 通じて本県の支援について県内外へ広報活動を行うこと

総合相談班 １．災害に関する総合相談窓口の運用に関すること

（広報広聴課長）
国際協力班 １．災害時通訳・翻訳ボランティアの派遣に関すること
(国際課長）

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

総　　　 務 　　　部 総務班 １．本部事務局各班への応援に関すること
部　　　　　　　　長 （企画管理室長） ２．部内及び関係機関との連絡調整に関すること

（総務部長） ３．その他部内の他の班に属しないこと
人事給与班 １．職員の派遣要請に関すること

副　　　 部　　　 長 （人事課長）
（総務部次長） 財政班 １．災害支援に関する予算及び資金に関すること

（財政課長）
議会連絡班 １．災害に関する議会との連絡に関すること

（法務文書課長）
職員厚生班 １．派遣職員の健康管理に関すること

（総務厚生センター所長）

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

地　域　振　興　部 地域振興総務班 １．部内及び関係機関との連絡調整に関すること
部　　　　　　　　長 （企画管理室長） ２．その他部内の他の班に属しないこと
（地域振興部長）

（観光局長）
（南部東部振興監） 市町村振興班 １．県内市町村職員の派遣の調整に関すること

(市町村振興課長)
副　　　 部　　　 長
（地域振興部次長）

奈良県災害支援対策本部　事務分掌

※1　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。
※2　救援物資班は、災害対策本部体制時に部局横断型で設置される班であり、総務部、福祉医療部、産業・雇用振
興部、農林部の救援物資又は輸送の担当課で構成し、産業・雇用振興部長が所管するものとする。

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

本　部　事　務　局 調整班 １．災害支援対策本部の運営に関すること

２．災害支援対策本部会議の開催に関すること

（危機管理監） ３．各部・班及び関係機関との連絡並びに統制に関すること

（知事公室理事） ４．本部事務局の庶務に関すること

５．被災地への連絡員派遣に関すること

（知事公室次長） ６．被災自治体との連絡調整に関すること

情報収集班 １．災害情報の収集・整理に関すること

（防災統括室長） ２．本県の支援内容の収集・整理に関すること

消防応援班 １．緊急消防援助隊の派遣要請に関すること

（消防救急課長） ２．消防活動の調整に関すること

３．消防防災ヘリコプターの活動に関すること

（安全・安心まちづくり推進課長） 救援物資班 １．食料、救援物資の調達・供給に関すること

（※2） ２．食料、救援物資の陸上輸送に関すること

知　　事　　公　　室 広報・記録班 １．新聞、ラジオ、テレビ等の報道機関及びＳＮＳ等を

（広報広聴課長） 通じて本県の支援について県内外へ広報活動を行うこと

（知事公室長） 総合相談班 １．災害に関する総合相談窓口の運用に関すること

（南部東部振興監） （広報広聴課長）

国際協力班 １．災害時通訳・翻訳ボランティアの派遣に関すること

(国際課長）

市町村振興班 １．県内市町村職員の派遣の調整に関すること

(市町村振興課長)

総　　　 務 　　　部 総務班 １．本部事務局各班への応援に関すること

（企画管理室長） ２．部内及び関係機関との連絡調整に関すること

部　　　　　　　　長 ３．その他部内の他の班に属しないこと

（総務部長） 人事給与班 １．職員の派遣要請に関すること

（人事課長）

副　　　 部　　　 長 財政班 １．災害支援に関する予算及び資金に関すること

（総務部次長） （財政課長）

議会連絡班 １．災害に関する議会との連絡に関すること

（法務文書課長）

職員厚生班 １．派遣職員の健康管理に関すること

（総務厚生センター所長）

文化・教育・くらし創造部 総務班 １．部内及び関係機関との連絡調整に関すること

（企画管理室長） ２．その他部内の他の班に属しないこと

部　　　　　　　　長 協働推進班 １．ボランティアの派遣に関すること

（文化・教育・くらし創造部長） （青少年・社会活動推進課長） ２．ボランティアバスの運行に関すること

（こども・女性局長） 消費・生活安全班 １．遺体の火葬支援に関すること

副　　　 部　　　 長
(消費・生活安全課長) ２．避難者（特に要配慮者）が生活する旅館・ホテルの確保

に関すること
（文化・教育・くらし創造部次長） 女性支援班

（女性活躍推進課長）

○
こども家庭班

（奈良っ子はぐくみ課長）

１．本県に避難されている乳幼児等に対する支援に関するこ
と

(こども家庭課長)

奈良県災害支援対策本部　事務分掌

１．本県に避難されている女性からの相談等に関すること
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表の時点修正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

福祉医療部 避難者生活支援班
（地域福祉課長）

１．災害派遣福祉チーム（DWAT）の派遣・活動調整等に関す
ること

部　　　　　　　　長 ○ (企画管理室長) ２．本県への避難者の生活支援に関すること
（福祉医療部長） （長寿・福祉人材確保対策課） ３．本県への避難者のニーズ把握に関すること

（医療・介護保険局長）
（医療政策局長）

救援物資班
（医療保険課長）

１．食料、救援物資の調達・供給に関すること【医療保険課】

（こども・女性局長） （地域福祉課長補佐） ２．食料、救援物資の陸上輸送に関すること【地域福祉課保
護係】

副　　　 部　　　 長 障害福祉班
（福祉医療部局　次長） （障害福祉課長）

長寿社会班
（介護保険課）

（地域包括ケア推進室長）

○
こども家庭班

（子育て支援課長）
１．本県に避難されている乳幼児等に対する支援に関するこ
と

(こども家庭課長)
女性支援班

（女性活躍推進課長）
医療総務班 １．本県への避難者の保健・公衆衛生に関すること

○
(医療政策局次長)

(地域医療連携課長)
２．保健医療活動チーム（ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ、保健師チーム
等）の派遣・活動調整に関すること

(医師･看護師確保 対策室長) ３．保健医療活動に関すること
（病院マネジメント課長）

(薬務課長)
(企画管理室補佐)

保健支援班 １．本県への避難者の保健・公衆衛生に関すること
○ （健康推進課長） ２．保健師等の派遣に関すること

（疾病対策課長）

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

くらし創造部 協働推進班 １．ボランティアの派遣に関すること
部　　　　　　　　長 （青少年・社会活動推進課長） ２．ボランティアバスの運行に関すること
（くらし創造部長） 廃棄物対策班 １．廃棄物処理の支援に関すること
（景観・環境局長） (廃棄物対策課長) ２．清掃及びし尿処理の支援に関すること

消費・生活安全班 １．遺体の火葬支援に関すること
副　　 　部 　　　長
（くらし創造部次長）

(消費・生活安全課長) ２．避難者（特に要配慮者）が生活する旅館・ホテルの確保
に関すること

（景観・環境局次長）

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

産業・雇用振興部 救援物資班 １．食料、救援物資の調達・供給に関すること
部　　　　　　　　長 ○ （企画管理室長） ２．輸送協力団体との連絡に関すること

（産業・雇用振興部長） （地域産業課長）
（産業政策課長）

副部長 （産業振興総合センター所長）

（産業・雇用振興部次長） （企業立地推進課長）
（雇用政策課長）

（※2）

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

農　　　 林　　　 部 救援物資班 １．食料、救援物資の調達・供給に関すること
部　　　　　　　　長 （マーケティング課長） ２．食料、救援物資の陸上輸送に関すること

（農林部長） （※2）

副　　　 部 　　　長
（農林部次長）

※1　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。
※2　救援物資班は、災害対策本部体制時に部局横断型で設置される班であり、総務部、福祉医療部、産業・雇用振
興部、農林部の救援物資又は輸送の担当課で構成し、産業・雇用振興部長が所管するものとする。

１．本県に避難されている女性からの相談等に関すること

１．本県に避難されている高齢者に対する支援に関すること

１．本県に避難されている障害者に対する支援に関すること

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

福　祉　医　療　部 避難者生活支援班
（地域福祉課長）

１．災害派遣福祉チーム（DWAT）の派遣・活動調整等に関す
ること

部　　　　　　　　長 ○ (企画管理室長) ２．本県への避難者の生活支援に関すること

（福祉医療部長） （長寿・福祉人材確保対策課） ３．本県への避難者のニーズ把握に関すること

（医療・介護保険局長）
（医療政策局長）

救援物資班
（医療保険課長）

１．食料、救援物資の調達・供給に関すること【医療保険課】

副　　　 部　　　 長
（地域福祉課長補佐） ２．食料、救援物資の陸上輸送に関すること【地域福祉課保

護係】
（福祉医療部局　次長） 障害福祉班

（障害福祉課長）

長寿社会班

（介護保険課）

（地域包括ケア推進室長）

医療総務班 １．本県への避難者の保健・公衆衛生に関すること

○
(医療政策局次長)

(地域医療連携課長)
２．保健医療活動チーム（ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ、保健師チーム
等）の派遣・活動調整に関すること

(医師･看護師確保
対策室長)

３．保健医療活動に関すること

（病院マネジメント課長）

(薬務課長)

(企画管理室補佐)

保健支援班 １．本県への避難者の保健・公衆衛生に関すること

○ （健康推進課長） ２．保健師等の派遣に関すること

（疾病対策課長）

（新型コロナワクチン接種推進室）

水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策班 １．廃棄物処理の支援に関すること

(廃棄物対策課長) ２．清掃及びし尿処理の支援に関すること

部　　　　　　　　長

（水循環・森林・景観環境部長）

副　　　 部　　　 長

（水循環・森林・景観環境部次長）

産業・観光・雇用振興部 救援物資班 １．食料、救援物資の調達・供給に関すること

○ （企画管理室長） ２．輸送協力団体との連絡に関すること

部　　　　　　　　長 （地域産業課長）

（産業・観光・雇用振興部長） （産業政策課長）

（観光局長） （産業振興総合センター所長）

（企業立地推進課長）

副　　　 部　　　 長 （雇用政策課長）

(外国人・人材活用推進室長)

（産業・観光・雇用振興部次長） （※2）

食 と 農 の 振 興 部 救援物資班 １．食料、救援物資の調達・供給に関すること

（豊かな食と農の振興課長）
（中央卸売市場再整備推進室長） ２．食料、救援物資の陸上輸送に関すること

部　　　　　　　　長 （※2）

（食と農の振興部長）

副　　　 部 　　　長

（食と農の振興部次長）

１．本県に避難されている障害者に対する支援に関すること

１．本県に避難されている高齢者に対する支援に関すること
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

 
 

表の時点修正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３節 受援体制の整備（県内で災害発生の場合）              
（防災統括室、消防救急課、関係機関）  

 

第１～第６ 略 

    

第７ 近畿地方整備局への災害派遣要請計画  

第１３節 受援体制の整備（県内で災害発生の場合）              
（防災統括室、消防救急課、関係機関）  

 

第１～第６ 略 

    

第７ 近畿地方整備局への災害派遣要請計画  

近畿地方整備局  

 

 

 

 

 

 

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）
県土マネジメント部 下水道班 １．下水道施設の応急復旧支援に関すること

（下水道課長）
部　　　　　　　　長

（県土マネジメント部長） ○
建築班

（建築安全推進課長）
１．建築物・宅地の被災状況の把握、安全確認及び応急修
理の支援に関すること

(まちづくり推進局長) （県有施設営繕課長）
（営繕プロジェクト推進室長）

副　　　 部　　　 長 (住まいまちづくり課長）

（県土マネジメント部次長） 住宅班 １．本県への避難者への公営住宅の提供に関すること
(住まいまちづくり課長） ２．本県への避難者への民間賃貸住宅紹介に係る関係

（※3） 団体等との連絡調整に関すること
３．住宅相談窓口の設置に関すること

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

水　　　 道　　　 部
部　　　　　　　　長

水道支援班
（水道局総務課長）

１．県営水道施設の被害の状況調査及び応急復旧に関する
こと

（水道局長） （水道局業務課長） ２．災害時における応急給水の確保に関すること

副部長
（水道局理事）
（水道局次長）

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

教　　　 育　　　 部 学校支援班 １．避難所となった学校施設に関すること
部　　　　　　　　長 （学校支援課長）

（教育長）

副　　　 部　　　 長
（ 理事 ）

（教育次長）

部 班 所　　掌　　事　　務
（部長副部長担当職） （班長担当職）

警　　　 察　　　 部 総括班 １．警察業務に関すること
部　　　　　　　　長 （警備警護・危機管理
（警察本部長） 対策参事官）

（付・警備第二課長）
副　　　 部　　　 長

（警務部長）
（警備部長）

※1　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。
※2　救援物資班は、災害対策本部体制時に部局横断型で設置される班であり、総務部、福祉医療部、産業・雇用振
興部、農林部の救援物資又は輸送の担当課で構成し、産業・雇用振興部長が所管するものとする。
※3　住宅班の業務が増加し、他課の応援が必要になる場合には、適宜、建築安全推進課、県有施設営繕課、営繕プ
ロジェクト推進室が支援する。

部 班 所　　掌　　事　　務

（部長副部長担当職） （班長担当職）

県土マネジメント部 下水道班 １．下水道施設の応急復旧支援に関すること

（下水道課長）

部　　　　　　　　長
（県土マネジメント部長） ○

建築班
（建築安全推進課長）

１．建築物・宅地の被災状況の把握、安全確認及び応急修
理の支援に関すること

(地域デザイン推進局長) （県有施設営繕課長）

（営繕プロジェクト推進室長）

副　　　 部　　　 長 (住まいまちづくり課長）

（県土マネジメント部・地域デ
ザイン推進局理事）

住宅班 １．本県への避難者への公営住宅の提供に関すること

（県土マネジメント部次長） (住まいまちづくり課長） ２．本県への避難者への民間賃貸住宅紹介に係る関係

（※3） 団体等との連絡調整に関すること

３．住宅相談窓口の設置に関すること

水　　　 道　　　 部 水道支援班
（水道局総務課長）

１．県営水道施設の被害の状況調査及び応急復旧に関する
こと

部　　　　　　　　長 （水道局業務課長） ２．災害時における応急給水の確保に関すること

（水道局長）

教　　　 育　　　 部 学校支援班 １．避難所となった学校施設に関すること

（学校支援課長）

部　　　　　　　　長

（教育長）

副　　　 部　　　 長

（教育次長）

警　　　 察　　　 部 総括班 １．警察業務に関すること

（警衛警護・危機管理

部　　　　　　　　長 対策参事官）

（警察本部長） （付・警備第二課長）

副　　　 部　　　 長

（警務部長）

（警備部長）

※1　一つの班の事務について複数の課室が担当する場合、○がついている課室長が班を総括するものとする。
※2　救援物資班は、災害対策本部体制時に部局横断型で設置される班であり、総務部、福祉医療部、産業・観光・
雇用振興部、食と農の振興部の救援物資又は輸送の担当課で構成し、産業・観光・雇用振興部長が所管するものと
する。
※3　住宅班の業務が増加し、他課の応援が必要になる場合には、適宜、建築安全推進課、県有施設営繕課、営繕プ
ロジェクト推進室が支援する。
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「災害時の応援に関する申合せ（平成１７年６月１４日）」に基づき、災害が発生

した場合は、必要に応じ、災害時の応援を行う。  

 １～２ 略 

 ３ 災害派遣要請手続き 

近畿地方整備局災害対策マネジメント室へ口頭又は電話等により応援要請を行い、事

後速やかに文書を提出する。 

 

第８～第１６ 略  

 

「災害時の応援に関する申合せ（平成１７年６月１４日）」に基づき、災害が発生

した場合は、必要に応じ、災害時の応援を行う。  

 １～２ 略 

 ３ 災害派遣要請手続き 

近畿地方整備局災害対策マネジメント室へ口頭又は電話等により応援要請を行い、事

後速やかに文書を提出する。 

 

第８～第１６ 略  

 

 

 

 

 

時点修正  

 

 

 

第１７節 道路等の災害応急対策計画 

（農林部、県土マネジメント部） 

 

第１ 略 

 

第２ 道路啓開と応急対策 

 １ 略 

 ２ 災害応急対策 

  土木事務所は、事業担当課、庁内主管課と連携し、集められた災害情報や被災箇所の

点検結果等を踏まえ、災害の拡大防止や二次災害の防止、交通路の安全確保のための災

害応急対策を実施する。また、それに必要な資機材の確保を図る。  

 （１）～（３） 略  

 

 

 

 

 

３ 略 

 

第３～第５ 略  

 

第１７節 道路等の災害応急対策計画 

（水循環・森林・景観環境部、食と農の振興部、県土マネジメント部） 

 

第１ 略 

 

第２ 道路啓開と応急対策 

 １ 略。 

 ２ 災害応急対策 

  土木事務所は、事業担当課、庁内主管課と連携し、集められた災害情報や被災箇所の

点検結果等を踏まえ、災害の拡大防止や二次災害の防止、交通路の安全確保のための災

害応急対策を実施する。また、それに必要な資機材の確保を図る。  

 （１）～（３） 略  

（４）交通マネジメント 

  近畿地方整備局は、大規模災害発生後、道路の通行止め状況や渋滞状況、迂回路状況

を各道路管理者や警察等が情報を共有し、渋滞緩和や交通量抑制のためのソフト・ハー

ド対策等の検討を行うため、必要に応じて国、県、警察、市町村等で構成する「災害時渋

滞対策協議会」を組織する。 

 ３ 略 

 

第３～第５ 略  

  

道路建設課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直 近 の 施 策 の 反

映  

 

 

 

 

 

 

第１８節 ライフライン施設の災害応急対策計画  

（防災統括室、地域振興部、県土マネジメント部、水道局、ライフライン関係機関）  

 

 

 

 

 

 

第１～第２ 略  

 

第３ 電力（関西電力株式会社）  

地震災害により電力設備被害が発生した場合における、電力の早期復旧のための対策に

ついて定める。  

第１８節 ライフライン施設の災害応急対策計画  

（防災統括室、水循環・森林・景観環境部、県土マネジメント部、水道局、ライフライン

関係機関）  

 

 

 

 

 

第１～第２ 略  

 

第３ 電力（関西電力株式会社・関西電力送配電株式会社）  

地震災害により電力設備被害が発生した場合における、電力の早期復旧のための対策に

ついて定める。  

防災統括室、関西

電力送配電  

 

 

 

 

R2 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

送 配 電 部 門 分 社

化に伴う  

 

ライフライン施設管理者は、震災発生時における速やかな情報収集による迅

速な初動対応と被害の拡大防止対策を実施し、ライフラインの安定供給及び

迅速かつ的確な応急復旧を行うように努める。  

ライフライン施設管理者は、震災発生時における速やかな情報収集による迅速な初動対

応と被害の拡大防止対策を実施し、ライフラインの安定供給及び迅速かつ的確な応急復

旧を行うように努める。また、県及びライフライン事業者等の代表者が一堂に会する連

絡会議を開催し、現状の把握、被災地のニーズ等の情報共有を行う。  
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１ 通報・連絡  

（１）通報・連絡の経路  

  通報・連絡は、以下のとおりとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）通報・連絡の方法  

  通報・連絡は、「第２章第１６節  ライフライン施設の災害予防計画」第３電力（関西

電力株式会社）に示す施設、設備および電気通信事業者の回線を使用して行う。  

 

２ 災害時における情報の収集、連絡  

 （１）情報の収集・報告  

  災害が発生した場合は、必要に応じ次に掲げる各号の情報を迅速かつ的確に把握する。 

① 略  

② 当社被害情報  

    (ｱ)～ (ｲ) 略  

    (ｳ)復旧資材、復旧要員、食糧等に関する事項  

    (ｴ)～ (ｵ) 略   

（２）情報の集約  

  独自に国、地方公共団体、警察、消防等の防災関係機関および請負会社等から収集し

た情報を集約し、総合的被害状況の把握に努める。  

３ 災害時における広報  

（１）広報活動  

  災害の発生が予想される場合又は発生した場合は、停電による社会不安の除去のため、

電力施設被害状況および復旧状況についての広報を必要に応じ行う。  

  また、公衆感電事故や電気火災を防止するため、一般公衆に対し、次の事項を中心に

広報活動を必要に応じ行う。  

① 略  

   ② 電柱の倒壊、折損、電線の断線、垂下等、設備の異常を発見した場合は、すみや

かに当社事業所へ通報すること。  

   ③ 略  

④ 大規模地震時の電気火災の発生抑止のため、感震ブレーカーを取付すること、

および電気工事店等で点検してから使用すること。  

 

⑤～⑦ 略  

（２）広報の方法  

１ 通報・連絡  

（１）通報・連絡の経路  

  通報・連絡は、以下のとおりとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）通報・連絡の方法  

  通報・連絡は、「第２章第１６節  ライフライン施設の災害予防計画」第３電力（関西

電力株式会社・関西電力送配電株式会社）に示す施設、設備及び電気通信事業者の回線

を使用して行う。  

２ 災害時における情報の収集、連絡  

 （１）情報の収集・報告  

  災害が発生した場合は、必要に応じ次に掲げる各号の情報を迅速かつ的確に把握する。 

① 略  

② 当社被害情報  

    (ｱ)～ (ｲ) 略  

    (ｳ)復旧用資機材、復旧要員、食糧等に関する事項  

    (ｴ)～ (ｵ) 略   

（２）情報の集約  

国、地方公共団体、警察、消防等の防災関係機関および協力会社等から独自に収集し

た情報を集約し、総合的被害状況の把握に努める。  

３ 災害時における広報  

（１）広報活動  

災害が発生した場合または発生することが予想される場合において、、停電による社会

不安の除去のため、電力施設被害状況および復旧状況についての広報を行う。  

また、公衆感電事故や電気火災を防止するため、一般公衆に対し、次の事項を中心に

広報活動を必要に応じ行う。  

① 略  

   ② 電柱の倒壊、折損、電線の断線、垂下等、設備の異常を発見した場合は、すみや

かに送配電コンタクトセンターへ通報すること。  

   ③ 略  

④ 大規模地震時の電気火災の発生抑止のため、感震ブレーカーを取付けすること、

および電気工事店等で点検してから使用すること。  

 

⑤～⑦ 略  

（２）広報の方法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関西電力（株）・

関 西 電 力 送 配 電

（株）防災業務計

画 に 基 づ く 記 載

内容の見直し（以

下 第 ３ に お い て

同じ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関西電力送配電（株）  

奈良支社  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

  広報については、事実に基づく正確な情報をテレビ、ラジオ、新聞等の報道機関およ

びインターネット等を通じて行うほか、状況に応じて、広報車等により直接当該地域へ

周知する。  

４ 対策要員の確保  

（１）対策要員の確保  

① 夜間、休日に災害発生のおそれがある場合、あらかじめ定められた各対策要員

は、気象、地震情報その他の情報に留意し、対策組織の設置に備える。  

② 対策組織が設置された場合、対策要員は、すみやかに所属する対策組織に出動

する。  

     なお、供給区域内において震度６弱以上の地震が発生した場合は、関係所属の

社員は、あらかじめ定められた基準に基づき、直ちに所属する事業所へ出動する。 

（２）復旧要員の広域運営  

  他電力会社、電源開発株式会社及び広域機関等と復旧要員の相互応援体制を整えてお

くとともに、復旧要員の応援を必要とする事態が予想され又は発生したときは応援の要

請を行う。  

５ 災害時における復旧資材の確保  

（１）調達  

予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達を必要とする資機材は、次のいずれかの方

法により、可及的すみやかに確保する。  

①～③ 略  

（２）輸送  

  災害対策用の資機材の輸送は、原則として、あらかじめ調達契約をしている請負会社

の車両、ヘリコプター等により行う。  

（３）復旧資材置場等の確保  

  災害時において、復旧資材置場及び仮設用用地が緊急に必要となり、この確保が困難

と思われる場合は、当該地方公共団体の災害対策本部に依頼するなど、迅速な確保に努

める。  

６～７ 略  

８ 災害時における応急工事  

（１） 略  

（２）応急工事基準  

  災害時における具体的な応急工事については、次の基準により実施する。  

①～④ 略  

⑤ 通信設備  

     可搬型電源、移動無線機等の活用により通信連絡を確保する。  

 

（３） 略  

９ 略  

１０ 復旧計画  

（１）設備ごとに被害状況を把握し、次に掲げる各号の事項を明らかにした復旧計画を

策定する。  

①～② 略  

③ 復旧資材の調達  

④～⑦ 略  

１１ 復旧順位  

  広報については、事実に基づく正確な情報をテレビ、ラジオ、新聞等の報道機関、

ホームページ、停電情報アプリ、ＳＮＳ及びＬアラート等を通じて行うほか、状況に

応じて、広報車等により直接当該地域へ周知する。  

４ 対策組織要員の確保  

（１）対策組織要員の確保  

① 夜間、休日に災害が発生するおそれがある場合には、あらかじめ定められた対

策組織要員は、気象、地震情報その他の情報に留意し、対策組織の設置に備える。 

② 対策組織要員は、所属する対策組織が設置された場合、速やかに出社する。  

      

なお、供給区域内において震度６弱以上の地震が発生した場合は、関係所属の

社員は、あらかじめ定められた基準に基づき、所属する事業所へ出社する。  

（２）復旧要員の広域運営  

  他電力会社、他一般送配電事業者、電源開発株式会社、電源開発送変電ネットワーク

株式会社及び広域機関等と復旧要員の相互応援体制を整えておく。  

 

５ 災害時における復旧資材の確保  

（１）調達  

予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達を必要とする復旧用資機材は、次のいずれ

かの方法により、可及的速やかに確保する。  

①～③ 略  

（２）輸送  

  復旧用資機材の輸送は、原則として、あらかじめ調達契約をしている協力会社の車両、

ヘリコプター等により行う。  

（３）復旧用資機材置場等の確保  

  災害時において、復旧用資機材置場及び仮設用地が緊急に必要となり、この確保が困

難と思われる場合は、当該地方公共団体の災害対策本部に依頼するなど、迅速な確保に

努める。  

６～７ 略  

８ 災害時における応急工事  

（１） 略  

（２）応急工事基準  

  災害時における具体的な応急工事については、次の基準により実施する。  

①～④ 略  

⑤ 通信設備  

     共通機器、貯蔵品を活用した通信回線の応急復旧措置及び可搬型電源、衛星通

信設備、移動無線機等の活用により通信手段を確保する。  

（３） 略  

９ 略  

１０ 復旧計画  

（１）設備ごとに被害状況を把握し、次に掲げる各号の事項を明らかにした復旧計画を

策定する。  

①～② 略  

③ 復旧用資機材の調達  

④～⑦ 略  

１１ 復旧順位  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第３章 災害応急対策計画 

64 

奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

 復旧計画の策定及び実施に当たっては、災害状況、各設備の被害状況、各設備の被

害復旧の難易度を勘案し、供給上復旧効果の最も大きいものから復旧することを基本

とする。  

 

第４～第６ 略  

 

 復旧計画の策定及び実施に当たり、災害状況、各設備の被害状況、各設備の被害復

旧の難易度を勘案し、供給上復旧効果の最も大きいものから復旧することを基本とす

る。  

 

第４～第６ 略  

 

第７ 関係機関の情報共有等  

  県は、ライフライン事業者等の代表者を一堂に集め、災害の状況に応じて生じた課題

に沿って、現状の把握、被災地のニーズ等の情報共有を行うため、連絡会議を開催する。

また、ライフライン施設の速やかな応急復旧を図るため、国や市町村、ライフライン事

業者等と開催する会議における対応方針等に基づき、必要に応じて、現地のライフライ

ン事業者の事業所等で実動部隊の詳細な調整を行うため、現地作業調整会議を開催する

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

R2 防災基本計画

修正に基づく  

 

第２１節 地盤災害応急対策計画 

（農林部、県土マネジメント部、まちづくり推進局）  

 

 

 

 

 

 

第１～第３ 略 

 

第４ 治山施設 

  地震によりダム工、護岸工及び土留工等の治山施設が破壊等の被害を受けたときは、

市町村（山地防災ヘルパー）と連携して、現場の被災状況を早急に点検調査、危険度に

応じて市町村等関係機関に連絡、通報すると共に復旧対策を講じる。  

  また、二次災害防止のための監視活動を山地防災ヘルパーにより実施する。 

 

第５～第６ 略 

第２１節 地盤災害応急対策計画 

（水循環・森林・景観環境部、食と農の振興部、県土マネジメント部、地域デザイン推進

局） 

 

 

 

 

 

第１～第３ 略 

 

第４ 治山施設 

  地震によりダム工、護岸工及び土留工等の治山施設が破壊等の被害を受けたときは、

市町村等関係機関と連携して、現場の被災状況を早急に点検調査、危険度に応じて市町

村等関係機関に連絡、通報すると共に復旧対策を講じる。  

  また、二次災害防止のための監視活動を実施する。 

 

第５～第６ 略 

 

森林資源生産課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

第２４節 保健医療活動計画  

（福祉医療部）  

 

第１ 保健医療活動  

１ 略  

２ 県（保健医療調整本部）  

（１）県医療政策局長は、災害対策本部が設置されるとき及び被災状況に応じて必要と

認めるときは、災害対策本部の下に保健医療調整本部（本部長：県医療政策局長）

を設置する。また、保健医療調整本部の設置に伴い、被災市町村を管轄する県保健

所長は、当該県保健所に地域保健医療調整本部（本部長：県保健所長）を設置する。 

   なお、中核市保健所である奈良市保健所においても、当該保健所の管内の被災状

第２４節 保健医療活動計画  

（福祉医療部）  

 

第１ 保健医療活動  

１ 略  

２ 県（保健医療調整本部）  

（１）県医療政策局長は、奈良県保健医療調整本部運営要領に基づき、災害対策本部が

設置されるとき及び被災状況に応じて必要と認めるときは、災害対策本部の下に保

健医療調整本部（本部長：県医療政策局長）を設置する。また、保健医療調整本部の

設置に伴い、被災市町村を管轄する県保健所長は、当該県保健所に地域保健医療調

整本部（本部長：県保健所長）を設置する。  

福 祉 医 療 部 企 画

管理室  

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

地震により大規模な地盤災害等が発生した場合の二次災害を軽減・防止する

ための対策の整備を図る。  

地震により大規模な地盤災害等が発生した場合の二次災害を軽減・防止する

ための対策の整備を図る。  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

況に応じて必要と認めるときは、同様の機能をもつ組織を設置する。  

 

（２）～（６） 略  

３～４ 略  

 

第２～第１１ 略 

   なお、中核市保健所である奈良市保健所においても、当該保健所の管内の被災状

況に応じて必要と認めるときは、同様の機能をもつ組織を設置する。  

（２）～（６） 略  

３～４ 略  

 

第２～第１１ 略 

 

 

 

 

 

 

 

第２５節 緊急輸送計画            
（防災統括室）  

 

第１～第２ 略  

 

第３   緊急輸送体制の確立  

 １ 広域防災拠点の確保及び活用  

県は、地域内外からの物資の集積、配送拠点として次の広域防災拠点を活用する。（「第

２章第２２節 防災体制の整備計画」参照）  

（１）～（４） 略 

 

２～３ 略 

     

第２５節 緊急輸送計画            
（防災統括室）  

 

第１～第２ 略  

 

第３   緊急輸送体制の確立  

 １ 広域防災拠点の確保及び活用  

県は、地域内外からの物資の集積、配送拠点として次の広域防災拠点を活用する。（「第

２章第２２節 防災体制の整備計画」参照）  

（１）～（４） 略 

 更に、大規模広域防災拠点の整備を図る。  

２～３ 略 

防災統括室  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

第２６節 災害警備、交通規制計画  

（警察本部）  

 

第１ 災害警備  

１ 略 

２ 警備体制 

 県警察は、次の警備体制に従って災害警備活動を行う。  

（１） 略 

（２）乙号体制 

県内で震度４若しくは震度５弱の地震が発生し、相当な被害が発生した場合、又は南

海・東南海地震若しくは東海地震に関する警戒宣言若しくは注意情報が発せられた場合

にとる体制をいう。 

（３）丙号体制 

県内で震度４若しくは震度５弱の地震が発生した場合、又は南海・東南海地震若しく

は東海地震に関する調査情報が発せられた場合にとる体制をいう。  

（４） 略 

３ 略  

 

第２ 交通規制及び緊急通行車両等  

  災害時における交通の安全を確保し、円滑な災害応急・復旧対策を行うための交通規

制等は、この計画の定めるところによる。  

１ 略  

２ 被災地及びその周辺における交通規制  

第２６節 災害警備、交通規制計画  

（警察本部）  

 

第１ 災害警備  

１ 略 

２ 警備体制 

 県警察は、次の警備体制に従って災害警備活動を行う。  

（１） 略 

（２）乙号体制 

県内で震度４若しくは震度５弱の地震が発生し、相当な被害が発生した場合にとる体

制をいう。 

 

（３）丙号体制 

県内で震度４若しくは震度５弱の地震が発生した場合にとる体制をいう。  

 

（４） 略 

３ 略  

 

第２ 交通規制及び緊急通行車両等  

  災害時における交通の安全を確保し、円滑な災害応急・復旧対策を行うための交通規

制等は、この計画の定めるところによる。  

１ 略  

２ 被災地及びその周辺における交通規制  

県警警備第二課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正  

 

 

 

時点修正  
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（１） 略  

（２）道路交通法に基づく交通規制（同法第４条１項、第５条１項、第６条４項）  

災害時において、公安委員会、警察署長、警察官等は、道路における危険を防止し、

その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、歩行者又は車両等の通

行を禁止し又は制限する。  

（３）災害対策基本法に基づく交通規制（同法７６条、７６条の３関係）  

公安委員会は、奈良県又はこれに隣接し、若しくは近接する府県の地域に係る災害が

発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑

に行われるようにするため緊急の必要があるときは、道路の区間・区域を指定して緊急

通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限する。（以下「通行禁止区域

等」という。）  

警察官は、通行禁止区域等において、車両等が妨害となることにより災害応急対策の

実施に著しい支障が生じる恐れがあると認められる場合は、当該車両の所有者等に対し

移動等の措置をとることを命じる。  

また、警察官は、移動等の措置をとることを命じられた者が移動等の措置をとらない

場合等は、自ら移動等の措置をとる。  

なお、警察官がその場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官ま

たは消防吏員は、通行禁止区域等において自衛隊用緊急通行車両又は消防用緊急通行車

両の円滑な通行を確保するため必要な同上の措置をとる。  

 

（４）～（８） 略  

３～４  

５ 緊急通行車両等の事前届出・確認・手続  

  公安委員会は、災害応急対策活動を円滑に推進するため、災害対策基本法施行令第３

３条第１項の規定に基づく緊急通行車両として使用される車両であることの確認を行う

ものとする。  

（１）事前届出の対象車両  

  次の①及び②のいずれにも該当する場合に事前届出を受理する。  

   ① 災害時において、災害対策基本法に規定する災害応急対策を実施するために使

用される計画がある車両で次の事項を行う車両  

(ｱ)警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項  

(ｲ)～ (ｹ) 略  

② 略  

 

（２）～（４） 略  

６～７ 略 

 

（１） 略  

（２）道路交通法に基づく交通規制（同法第４条１項、第５条１項、第６条４項）  

災害時において、公安委員会、警察署長、高速道路交通警察隊長及び警察官等は、道

路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるとき

は、歩行者又は車両等の通行を禁止し又は制限する。  

（３）災害対策基本法に基づく交通規制（同法７６条、７６条の３関係）  

公安委員会は、奈良県又はこれに隣接し、若しくは近接する府県の地域に係る災害が

発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑

に行われるようにするため緊急の必要があるときは、道路の区間・区域を指定して緊急

通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限する。（以下「通行禁止区域

等」という。）  

警察官は、通行禁止区域等において、車両等が妨害となることにより災害応急対策の

実施に著しい支障が生じる恐れがあると認められる場合は、当該車両等の所有者等に対

し移動等の措置をとることを命じる。  

また、警察官は、移動等の措置をとることを命じられた者が移動等の措置をとらない

場合等は、自ら移動等の措置をとる。  

なお、通行禁止区域等において、警察官がその場にいない場合に限り、災害派遣を命

ぜられた部隊等の自衛官または消防吏員は、通行禁止区域等において自衛隊用緊急通行

車両の、又は消防吏員は、消防用緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な同上

の措置をとる。  

（４）～（８） 略  

３～４  

５ 緊急通行車両等の事前届出・確認・手続  

  公安委員会は、災害応急対策活動を円滑に推進するため、災害対策基本法施行令第３

３条第１項の規定に基づく緊急通行車両として使用される車両であることの確認を行う

ものとする。  

（１）事前届出の対象車両  

  次の①及び②のいずれにも該当する場合に事前届出を受理する。  

   ① 災害時において、災害対策基本法に規定する災害応急対策を実施するために使

用される計画がある車両で次の事項を行う車両  

(ｱ)警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項  

(ｲ)～ (ｹ) 略  

② 略  

 

（２）～（４） 略  

６～７ 略 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災 害 対 策 基 本 法

の改正  

 

 

第２７節 食料、生活必需品の供給計画  

（防災統括室、福祉医療部、産業・雇用振興部、農林部、日本赤十字社）  

 

第１ 県、市町村、住民の役割分担  

１ 住民は、「食料、生活必需品の確保計画」に基づき、備蓄していた 1 週間分の食料を

使用する。  

また、個人又は地域において、物資の相互融通に努めるなど、被害を最小限度に抑

第２７節 食料、生活必需品の供給計画  

（防災統括室、福祉医療部、産業・観光・雇用振興部、食と農の振興部、日本赤十字社）  

 

第１ 県、市町村、住民の役割分担  

１ 住民は、「食料、生活必需品の確保計画」に基づき、備蓄していた 1 週間分の食料を

使用する。  

また、個人又は地域において、物資の相互融通に努めるなど、被害を最小限度に抑

防災統括室、豊か

な 食 と 農 の 振 興

課  

 

 

記載の適正化  
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えるための相互扶助を行う。  

２～３ 略  

 

第２ 物資の調達・供給状況の報告等  

県及び市町村は、被災住民への物資の供給を実施するため、迅速かつ緊密に正確な情

報交換を行う。  

 

１～３ 略  

 

第３ 略  

 

第４ 食糧（米穀）の供給  

市町村は、食糧の備蓄を行うか、災害時における米穀販売業者等からの調達・供給体

制を整える等により、当面必要な供給量を確保し、被災者等に対し供給を行うものとす

る。また、市町村は、供給を行うため、被災者の集合地での炊出し供給体制を整備して

おくものとする。  

県は、市町村から要請があった場合又は災害の状況により必要と認める場合は、県内

の主たる米穀販売業者等に対して精米の供給を依頼し調達するものとする。  

また、災害救助法又は国民保護法が適用された災害においての供給について、県は「米

穀の買入れ・販売等に関する基本要領」に基づき、農林水産省政策統括官に災害救助用

米穀等の直接売却を要請し、市町村に供給する。  

市町村は、県との間に連絡がつかない場合、農林水産省政策統括官に対して直接に災

害救助用米穀等の引き渡しに関する情報を連絡することとする。この連絡を行った市町

村長は、その旨を知事に連絡すると共に、災害救助用米穀等の引渡要請書により要請を

行うこととする。  

 

第５ 救援物資への対応  

 １～２ 略  

 

○資料編参照関係資料  

１ 食料供給計画資料（主食の調達先等）  

 （１）～（３） 略  

（４）農林水産省政策統括官緊急時連絡先  

２ 略  

 

第６ 略  

 

えるための相互扶助を行う。  

２～３ 略  

 

第２ 物資の調達・供給状況の報告等  

県及び市町村は、被災住民への物資の供給を実施するため、迅速かつ緊密に正確な情

報交換を行う。なお、情報交換に当たっては国の物資調達・輸送調整等支援システムを

活用する。  

１～３ 略  

 

第３ 略  

 

第４ 食糧（米穀）の供給  

    市町村は、食糧の備蓄を行うか、災害時における米穀販売業者等からの調達・供給体

制を整える等により、当面必要な供給量を確保し、被災者等に対し供給を行うものとす

る。また、市町村は、供給を行うため、被災者の集合地での炊出し供給体制を整備して

おくものとする。  

県は、市町村から要請があった場合又は災害の状況により必要と認める場合は、県内

の主たる米穀販売業者等に対して精米の供給を依頼し調達するものとする。  

また、災害救助法又は国民保護法が適用された災害においての供給について、県は「米

穀の買入れ・販売等に関する基本要領」に基づき、農林水産省農産局長に災害救助用米

穀等の直接売却を要請し、市町村に供給する。  

市町村は、県との間に連絡がつかない場合、農林水産省農産局長に対して直接に災害

救助用米穀等の引き渡しに関する情報を連絡することとする。この連絡を行った市町村

長は、その旨を知事に連絡すると共に、災害救助用米穀等の引渡要請書により要請を行

うこととする。  

 

第５ 救援物資への対応  

 １～２ 略  

 

○資料編参照関係資料  

１ 食料供給計画資料（主食の調達先等）  

 （１）～（３） 略  

 （４）農林水産省農産局長緊急時連絡先  

２ 略  

 

第６ 略  

 

 

 

 

 

 

R2 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正  

 

時点修正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正  

第２９節 防疫、保健衛生計画  

（福祉医療部、くらし創造部）  

 

第１ 防疫体制  

１ 実施責任者  

（１）市町村  

 被災地の防疫は、当該地域の市町村が管轄保健所長の指導、指示に基づいて実施する。

第２９節 防疫、保健衛生計画  

（福祉医療部、文化・教育・くらし創造部）  

 

第１ 防疫体制  

１ 実施責任者  

（１）市町村  

 被災地の防疫は、当該地域の市町村の防災担当部局と保健福祉担当部局が連携してが

疾病対策課  

 

 

 

 

 

 

R3 防災基本計画
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ただし、当該市町村の被害が甚大で、市町村限りでの実施が不可能又は困難なときは、

管轄保健所に応援を要請し、当該保健所又は保健所管内の他の市町村からの応援を得て

実施する。  

なお、管轄保健所内においても実施が不可能又は困難なときは、県（福祉医療部医療

政策局疾病対策課）に連絡し、他の保健所管内の市町村又は県からの応援を得て実施す

る。  

 （２） 略  

２ 略  

 

第２～第５ 略  

管轄保健所長の指導、指示に基づいて実施する。ただし、当該市町村の被害が甚大で、

市町村限りでの実施が不可能又は困難なときは、管轄保健所に応援を要請し、当該保健

所又は保健所管内の他の市町村からの応援を得て実施する。  

なお、管轄保健所内においても実施が不可能又は困難なときは、県（福祉医療部医療

政策局疾病対策課）に連絡し、他の保健所管内の市町村又は県からの応援を得て実施す

る。  

 （２） 略  

２ 略  

 

第２～第５ 略  

 

修正に基づく  

 

 

 

第３１節 廃棄物の処理及び清掃計画  

（景観・環境局）  

 

第１ がれき等の処理 

倒壊・焼失家屋等から排出される木材や家具などの廃棄物（以下「がれき等」という。）

が大量に発生することから、その迅速かつ計画的な処理を図るため、県、市町村が実施

する対策について定める。  

１ 略 

２ 県 

（１） 略 

（２）広域支援 

被災市町村の支援要請を受け、相互支援協定及び協力協定に基づき、県内市町村、関

係団体による広域的な支援を調整する。また、アスベスト含有建築物の解体現場や避難

所、仮置場等周辺で環境モニタリングを実施する。県内での処理が困難な場合には、他

府県及び国に支援を要請し調整を図る。 

 

第２～第４ 略 

 

第５ 災害廃棄物対策本部の設置  

  県は、災害の規模や被害の状況に応じ、大規模災害時に発生する災害廃棄物の迅速・

適正かつ計画的な処理体制を確保するため、奈良県災害廃棄物処理計画（平成 28 年 3 月）

に基づき、景観・環境局長を本部長とする「災害廃棄物対策本部」を設置・運営する。  

 

 

第６～第７ 略 

 

第３１節 廃棄物の処理及び清掃計画  

（水循環・森林・景観環境部）  

 

第１ がれき等の処理 

倒壊・焼失家屋等から排出される木材や家具などの廃棄物（以下「がれき等」という。）

が大量に発生することから、その迅速かつ計画的な処理を図るため、県、市町村が実施

する対策について定める。  

１ 略 

２ 県 

（１） 略 

（２）広域支援 

被災市町村の支援要請を受け、相互支援協定及び協力協定に基づき、県内市町村、関

係団体、機関等による広域的な支援を調整する。また、アスベスト含有建築物の解体現

場や避難所、仮置場等周辺で環境モニタリングを実施する。県内での処理が困難な場合

には、他府県及び国に支援を要請し調整を図る。  

 

第２～第４ 略 

 

第５ 災害廃棄物対策本部の設置  

  県は、災害の規模や被害の状況に応じ、大規模災害時に発生する災害廃棄物の迅速・

適正かつ計画的な処理体制を確保するため、奈良県災害廃棄物処理計画（平成 28 年 3 月）

に基づき、水循環・森林・景観環境部長を本部長とする「災害廃棄物対策本部」を設置・

運営する。 

 

第６～第７ 略 

 

廃棄物対策課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正  

第３２節 ボランティア活動支援計画  

（くらし創造部、関係部局）  

 

第１ 略  

  

第２ ボランティアの受け入れ対応  

第３２節 ボランティア活動支援計画  

（文化・教育・くらし創造部、関係部局）  

 

第１ 略  

 

第２ ボランティアの受け入れ対応  

青少年・社会活動

推進課  
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１～４ 略  

 

 

 

 

 

第３ 略  

 １～２ 略  

 

１～４ 略  

５ 県及び県から事務の委任を受けた市町村は、共助のボランティア活動と地方公共団

体の実施する救助の調整事務について、社会福祉協議会等が設置する災害ボランティ

アセンターに委託する場合は、当該事務に必要な人件費及び旅費を災害救助法の国庫

負担の対象とすることができる。  

 

第３ 情報収集・情報提供  

 １～２ 略  

 ３ 県及び市町村は、県及び市町村の社会福祉協議会と協働し、災害時の被災地情報や

支援の状況を把握し速やかに発信するため、ＩＣＴやＳＮＳの活用を図る。  

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

 

 

委員意見の反映  

第３４節 文教対策計画  

（教育委員会）  

 

第１ 児童、生徒等の安全確保  

  幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の学校教育施設（以下「学校等」

という。）の責任者（以下「校長等」という。）は、次の事項に留意し、災害発生時におけ

る幼児、児童、生徒（以下「児童・生徒等」という。）の安全確保を図るため、学校等の

所在する市町村の地域防災計画を踏まえて防災計画を策定する。  

 

 【学校等における防災計画策定の留意事項】  

（１）～（６） 略  

 

第２ 応急措置 

１ 略 

２  校長等は、災害の状況について速やかに報告する。  

（１）公立の幼稚園、小学校、中学校では、被害状況等を市町村教育委員会に報告し、報

告を受けた市町村教育委員会は、県教育委員会企画管理室長へ報告する。  

 

（２）公立の高等学校、特別支援学校では、被害状況等を県教育委員会企画管理室長へ

報告する。  

（３）略  

 

 

第３～第４ 略  

 

第３４節 文教対策計画  

（文化・教育・くらし創造部、教育委員会）  

 

第１ 児童、生徒等の安全確保  

  幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校等の

学校教育施設（以下「学校等」という。）の責任者（以下「校長等」という。）は、次の事

項に留意し、災害発生時における幼児、児童、生徒（以下「児童・生徒等」という。）の

安全確保を図るため、学校等の所在する市町村の地域防災計画を踏まえて防災計画を策

定する。  

 【学校等における防災計画策定の留意事項】  

（１）～（６） 略  

 

第２ 応急措置 

１ 略 

２  校長等は、災害の状況について速やかに報告する。  

（１）市町村立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校では、被害状況等を

市町村教育委員会に報告し、報告を受けた市町村教育委員会は、県教育委員会企画

管理室長へ報告する。  

（２）県立の中学校、高等学校、特別支援学校では、被害状況等を県教育委員会企画管

理室長へ報告する。  

（３）略  

（４）公立大学法人附属学校は、被害状況等を県公立大学法人担当課長へ報告する。  

 

第３～第４ 略  

 

学校教育課、保健

体育課  

 

 

 

学 校 教 育 法 等 の

改正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正  

 

 

同上  

 

 

同上  

 

第３５節 文化財災害応急対策  

（地域振興部）  

 

第１～第３ 略  

 

第４ 大規模災害における応急対策  

県内において大規模な災害が発生して、県・市町村の行政機関の機能が著しく低下し、

第３５節 文化財災害応急対策  

（文化・教育・くらし創造部）  

 

第１～第３ 略  

 

第４ 大規模災害における応急対策  

県内において大規模な災害が発生して、県・市町村の行政機関の機能が著しく低下し、

文化財保存課  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

単独では十分に被害状況調査等が実施できない場合、「近畿圏危機発生時の相互応援に関

する基本協定」に基づく近畿２府７県及び文化財保護関係機関等 (以下「近隣府県等」と

いう。 )への応援を要請する。  

 １   事前準備  

被災時において迅速な応援体制を遂行可能にするため、事前より指定文化財目録等を

整備し近隣府県等との十分な情報交換に努める。  

（１）指定文化財等の目録・地図を作成し、近隣府県等文化財主管課に送付し、災害発

生前から基本データの共有をはかる。  

（２）目録・地図は個別指定文化財の所在地・種別・規模・員数等を記入し、定期的にデ

ータの更新を行う。  

（３）～（４） 略  

２～３ 略  

 ４ 復旧計画の立案・実施  

被害状況調査後において行う調査結果の集積と分析、復旧事業計画の立案・実施にお

いては、応援府県等と再度協議し、必要に応じて応援を要望する。  

 

文 化 財 災 害 応 急 処 置  

 

災  害  別  応 急 対  策  

１ 略  

 

 略  

２．火災  １．焼 損  

素材が脆くなっている場合が多いので、取扱いは県教育委員会の

指示に従う。  

２．煤、消化剤等による汚損  

除去作業は専門技術を要するので、県教育委員会の指示に従う。 

３．水 損  

通気をよくし、自然乾燥を旨とするが、美術工芸品等移動可能な

ものは安全な場所に移動し、低温で乾燥させ、カビの発生に注意

する。状況に応じ県教育委員会の指示に従う。  

３ 略   略  
 

単独では十分に被害状況調査等が実施できない場合、「近畿圏危機発生時の相互応援に関

する基本協定」に基づく近畿２府７県及び文化財保護関係機関等 (以下「近隣府県等」と

いう。 )への応援を要請する。  

 １   事前準備  

被災時において迅速な応援体制を遂行可能にするため、事前より指定文化財目録等を

整備し近隣府県等との十分な情報交換に努める。  

（１）指定文化財等の目録・地図を作成し、近隣府県等文化財主管課に送付し、災害発

生前から基本データの共有をはかる。  

（２）目録・地図は個別指定文化財の所在地・種別・規模・員数等を記入し、定期的にデ

ータの更新を行う。  

（３）～（４） 略  

２～３ 略  

 ４ 復旧計画の立案・実施  

被害状況調査後において行う調査結果の集積と分析、復旧事業計画の立案・実施にお

いては、応援府県等と再度協議し、必要に応じて応援を要望する。  

 

文 化 財 災 害 応 急 処 置  

 

災  害  別  応 急 対  策  

１ 略  

 

 略  

２．火災  １．焼 損  

素材が脆くなっている場合が多いので、取扱いは県の指示に従

う。  

２．煤、消火剤等による汚損  

除去作業は専門技術を要するので、県の指示に従う。  

３．水 損  

通気をよくし、自然乾燥を旨とするが、美術工芸品等移動可能な

ものは安全な場所に移動し、低温で乾燥させ、カビの発生に注意

する。状況に応じ県の指示に従う。  

３ 略   略  
 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

記載の適正化  

 

 

 

記載の適正化  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正中間案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

第２節 被災者の生活の確保  

（防災統括室、関係部局、関係機関）  

 

第１ 被害認定調査、罹災証明書の交付及び被災者台帳の作成  

１ 略  

２ 県  

県は、市町村に対し、住家等の被害認定調査の担当者に対する研修機会の強化、拡

充等により、災害時の被害認定調査や罹災証明書交付の迅速化を図る。また、専門知

識を持った職員（県・市町村）の養成に努めるとともに、県が実施した研修受講者や

調査経験者など業務遂行ができる職員の名簿の作成、他の都道府県や民間団体、関西

広域連合等との連携も視野に入れ、被災地への円滑な応援体制の構築を図る。  

 

 

 

 

第２ 被災者生活再建支援法  

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、被災者生活再建支援法

に基づき、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支援金を支給する。  

１ 対象となる自然災害  

暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生じる災

害のうち、対象となる災害は以下のとおりである。  

（１）災害救助法施行例第１条第１項第１号又は第２号のいずれかに該当する被害が

発生した市町村における自然災害  

（２）１０世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村の区域にかかる自然災害  

 

（３）１００世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した県の区域にかかる自然災害  

（４）（１）又は（２）の市町村を含む県区域内で、５世帯以上の住宅が全壊する被害

が発生した（人口１０万人未満に限る）における自然災害  

 

（５）５世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、（１）～（３）の区域に隣接する市

町村（人口１０万人未満に限る）における自然災害  

 

（６）５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口１０万人未満に限る）、２世

帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口５万人未満に限る）の区域にあっ

て、（３）（４）に規定する都道府県が２以上ある場合における市町村の区域にか

かる自然災害  

２ 支援金の対象世帯  

（１）～（２） 略  

（３）災害による危険な状態が継続し、住宅に居住な状態が長期間継続している世帯  

 

（４）略  

 

 

３ 支給額  

第２節 被災者の生活の確保  

（防災統括室、関係部局、関係機関）  

 

第１ 被害認定調査、罹災証明書の交付及び被災者台帳の作成  

１ 略  

２ 県  

県は、市町村に対し、住家等の被害認定調査の担当者に対する研修機会の強化、拡

充等により、災害時の被害認定調査や罹災証明書交付の迅速化を図る。また、専門知

識を持った職員（県・市町村）の養成に努めるとともに、県が実施した研修受講者や

調査経験者など業務遂行ができる職員の名簿の作成、他の都道府県や民間団体、関西

広域連合等との連携も視野に入れ、被災地への円滑な応援体制の構築を図る。  

発災後は、速やかに住家被害の調査や罹災証明書の交付に係る事務の市町村向け説

明会を実施するとともに、その実施に当たっては、より多くの市町村担当者の参加が

可能となるような工夫をするよう努めるものとする。  

 

第２ 被災者生活再建支援法  

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の

観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給する。  

１ 対象となる自然災害  

暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生じる災

害のうち、対象となる災害は以下のとおりである。  

（１）災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号のいずれかに該当する被害が

発生した市町村の区域にかかる自然災害  

（２）１０以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村の区域にかかる自然災

害  

（３）１００以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した県の区域にかかる自然災害  

（４）（１）又は（２）の被害が発生した県の区域内の他の市町村（人口１０万人未満

に限る）の区域であって、５以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した自然災

害  

（５）（３）又は（４）に規定する県の区域に隣接する県の区域内の市町村（人口１０

万人未満に限る）で、（１）～（３）の区域のいずれかに隣接し、５以上の世帯の

住宅が全損する被害が発生した自然災害  

（６）（３）又は（４）に規定する都道府県が２以上ある場合における市町村（人口１

０万人未満に限る）の区域であって、５（人口５万人未満の市町村にあっては２）

以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した自然災害  

 

２ 支援金の対象世帯  

（１）～（２） 略  

（３）災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している

世帯  

（４） 略  

（５）住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯（中

規模半壊世帯）  

 ３ 支給額  

防災統括室、住ま

いまちづくり課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

（ 法 の 記 載 に 統

一）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

被 災 者 生 活 再 建

支援法の改正  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正中間案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

（１）複数世帯の場合                      （単位：万円） 

区分  住宅の再建方法  基礎支援金  加算支援金  合計  

全壊世帯  

建設・購入  100 200 300 

補修  100 100 200 

賃貸  100 50 150 

解体世帯  
建設・購入  100 200 300 

賃貸  100 50 150 

長期避難世

帯  

建設・購入  100 200 300 

賃貸  100 50 150 

大規模  

半壊世帯  

建設・購入  50 200 250 

補修  50 100 150 

賃貸  50 50 100 

 

 

 

（２）単数世帯の場合                      （単位：万円） 

区分  住宅の再建方法  基礎支援

金  

加算支援金  合計  

全壊世帯  

建設・購入  75 150 300 

補修  75 75 150 

賃貸  75 37.5 112.5 

解体世帯  
建設・購入  75 150 300 

賃貸  75 37.5 112.5 

長期避難世

帯  

建設・購入  75 150 300 

賃貸  75 37.5 112.5 

大規模  

半壊世帯  

建設・購入  37.5 150 187.5 

補修  37.5 75 112.5 

賃貸  37.5 37.5 75 

基礎支援金・・・住宅の被害程度に応じて支給する支援金  

加算支援金・・・住宅の再建方法に応じて支給する支援金  

 

 

４ 略  

 ５ 長期避難世帯  

  （１）～（２） 略  

  （３）解除  

    県は、長期避難世帯として認定後、避難勧告等の解除等により、当該住宅の居住

不能状態が解消された場合にあっては、速やかに長期避難世帯認定の認定を解除す

る。  

    ただし、避難勧告等の解除後も、ライフラインの復旧に期日を要する場合には、

当該ライフラインの復旧までは長期避難世帯として取り扱うものとする。  

    また、長期避難世帯の認定を解除した場合は、（２）に準じて速やかに内閣府及

び被災者生活再建支援法人に報告するとともに、公示する。  

 

第３～第４ 略  

（１）複数世帯の場合                   （単位：万円）  

区分  住宅の再建方法  基礎支援金  加算支援金  合計  

全壊世帯  

解体世帯  

長期避難世

帯  

建設・購入  100 200 300 

補修  100 100 200 

賃借  

（公営住宅を除く）  

100 50 150 

大規模  

半壊世帯  

建設・購入  50 200 250 

補修  50 100 150 

賃借  

（公営住宅を除く）  

50 50 100 

中規模  

半壊世帯  

建設・購入  －  100 100 

補修  －  50 50 

賃借  

（公営住宅を除く）  

－  25 25 

 

（２）単数世帯の場合                   （単位：万円）  

区分  住宅の再建方法  基礎支援金  加算支援金  合計  

全壊世帯  

解体世帯  

長期避難世

帯  

建設・購入  75 150 225 

補修  75 75 150 

賃借  

（公営住宅を除く）  

75 37.5 112.5 

大規模  

半壊世帯  

建設・購入  37.5 150 187.5 

補修  37.5 75 112.5 

賃借  

（公営住宅を除く）  

37.5 37.5 75 

中規模  

半壊世帯  

建設・購入  －  75 75 

補修  －  37.5 37.5 

賃借  

（公営住宅を除く）  

－  18.75 18.75 

基礎支援金・・・住宅の被害程度に応じて支給する支援金  

加算支援金・・・住宅の再建方法に応じて支給する支援金  

 

４ 略  

 ５ 長期避難世帯  

  （１）～（２） 略  

  （３）解除  

    県は、長期避難世帯として認定後、避難指示等の解除等により、当該住宅の居住

不能状態が解消された場合にあっては、速やかに長期避難世帯認定の認定を解除す

る。  

    ただし、避難指示等の解除後も、ライフラインの復旧に期日を要する場合には、

当該ライフラインの復旧までは長期避難世帯として取り扱うものとする。  

    また、長期避難世帯の認定を解除した場合は、（２）に準じて速やかに内閣府及

び被災者生活再建支援法人に報告するとともに、公示する。  

 

第３～第４ 略  

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

同上  

被 災 者 生 活 再 建

支援法の改正  

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

同上  

 

 

 

同上  

 

被 災 者 生 活 再 建

支援法の改正  

 

 

 

 

 

 

 

 

災 害 対 策 基 本 法

の改正  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正中間案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

 

第５ 雇用対策  

１ 略  

２ 職業斡旋等の要請  

   災害により離職を余儀なくされた被災者の生活再建を図るため、奈良労働局へ下記

事項の実施について要請し、被災者の生活再建に努める。  

（１）～（５） 略  

 

第６～第１０ 略 

 

第１１ 独立行政法人住宅金融支援機構への斡旋等  

１ 住宅相談窓口の設置 

県は、あらかじめ協定している独立行政法人住宅金融支援機構との「災害時におけ

る住宅復興に向けた協力に係る基本協定」に基づき、災害復興住宅融資に係る臨時相

談窓口を設置する。 

２～３ 略 

 

第１２ 公営住宅の建設 

災害により住宅を滅失、または焼失した低額所得者の被災者に対する住宅対策として、

県及び市町村は、必要に応じて災害公営住宅を建設し、住居の確保を図る。  

この場合において、滅失または焼失した住宅が公営住宅法に定める基準に該当すると

きには、被災地市町村及び県は、災害住宅の状況を速やかに調査して国土交通省に報告

するとともに、災害公営住宅建設計画を作成し災害査定の早期実施が得られるよう努め

る。 

 

第１３～第１４ 略 

 

 

第５ 雇用対策  

１ 略  

２ 職業斡旋等の要請  

   災害により離職を余儀なくされた被災者の生活再建を図るため、奈良労働局へ以下

の事項の実施について要請し、被災者の生活再建に努める。  

（１）～（５） 略  

 

第６～第１０ 略 

 

第１１ 独立行政法人住宅金融支援機構への斡旋等  

１ 住宅相談窓口の設置 

県は、あらかじめ協定している独立行政法人住宅金融支援機構との「災害時におけ

る住宅の早期復興に向けた協力に関する協定」に基づき、災害復興住宅融資に係る臨

時相談窓口を設置する。 

２～３ 略 

 

第１２ 公営住宅の建設 

災害により住宅を滅失、または焼失した低額所得者の被災者に対する住宅対策として、

県及び市町村は、必要に応じて災害公営住宅を建設し、住居の確保を図る。  

この場合において、滅失または焼失した住宅が公営住宅法に定める基準に該当すると

きには、被災地市町村及び県は、災害住宅の状況を速やかに調査して国土交通省に報告

するとともに、災害公営住宅整備計画を作成し、災害査定の早期実施が得られるよう努

める。 

 

第１３～第１４ 略 

 

第１５ 支援のための環境整備 

  国及び地方公共団体は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組

むことができるよう、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援

を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努めるもの

とする。 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

 

 

 

県施策の反映  

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

 

第５節 義援金の受入れ・配分等に関する計画              

（防災統括室、福祉医療部、会計局、日本赤十字社）  

 

 

 

 

  

第１～第３ 略  

 

第５節 義援金の受入れ・配分等に関する計画              

（防災統括室、福祉医療部、会計局、日本赤十字社）  

 

 

 

 

  

第１～第３ 略 

会計局会計課  

 

 

 

記載の適正化  義援金については、被災地市町村の状況を十分考慮し、県、被災市町村、日本

赤十字社、県共同募金会等の関係団体が連携することにより、必要な事項を

協議して実施する。  

 

義援金に係る業務については、被災地市町村の状況を十分考慮し、県、被災市

町村、日本赤十字社、県共同募金会等の関係団体が連携することにより、必要

な事項を協議して実施する。  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

第１節 総則  

（防災統括室）  

 

第１ 略  

 

第２ 計画の基本方針  

 １ 南海トラフ沿いで発生する大規模な地震について、国では、これまで、その地震発

生の切迫性の違いから、東海地震と東南海・南海地震のそれぞれについて、個別に対

策が進められて来た。本県においては、平成１５年１２月１７日に内閣府告示第２８

８号で奈良県の全市町村の区域が推進地域に指定されたことを受け、奈良県全域を対

象としてその対策を推進してきた。 

２～４ 略 

５ 南海トラフ巨大地震による被害は超広域にわたり甚大であることから、近隣の被災

自治体や被災地域外の自治体との応援・受援が限定的にならざるを得ず、まずは自立

した災害対応を行うことが必要であり、次の点に留意しながら、本計画の推進を図る

ものとする。 

（１）～（３） 略 

（４）計画的かつ早急な事前防災対策の推進 

政府地震調査研究推進本部地震調査委員会における長期評価によると、今後３０

年以内にマグニチュード８～９クラスの地震が発生する確率は７０～８０％に達す

ると評価されており（２０１９年１月１日現在）、計画的かつ早急な事前防災対策

が必要である。  

（５） 略  

６   略 

 

第３ 略  

 

第１節 総則  

（防災統括室）  

 

第１ 略  

 

第２ 計画の基本方針  

 １ 南海トラフ沿いで発生する大規模な地震について、国では、これまで、その地震発

生の切迫性の違いから、東海地震と東南海・南海地震のそれぞれについて、個別に対

策が進められてきた。本県においては、平成１５年１２月１７日に内閣府告示第２８

８号で奈良県の全市町村の区域が推進地域に指定されたことを受け、奈良県全域を対

象としてその対策を推進してきた。 

２～４ 略 

５ 南海トラフ巨大地震による被害は超広域にわたり甚大であることから、近隣の被災

自治体や被災地域外の自治体との応援・受援が限定的にならざるを得ず、まずは自立

した災害対応を行うことが必要であり、次の点に留意しながら、本計画の推進を図る

ものとする。 

（１）～（３） 略 

（４）計画的かつ早急な事前防災対策の推進 

政府地震調査研究推進本部地震調査委員会における長期評価によると、今後３０

年以内にマグニチュード８～９クラスの地震が発生する確率は７０～８０％に達す

ると評価されており（令和４年１月１日現在）、計画的かつ早急な事前防災対策が

必要である。  

（５） 略  

６   略 

 

第３ 略  

 

防災統括室  

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正  

 

 

 

 

 

第２節 南海トラフ地震臨時情報  

（防災統括室）  

 

 

 

 

 

 

 

 

第１～第４ 略 

 

第２節 南海トラフ地震臨時情報  

（防災統括室）  

 

 

 

 

 

 

 

 

第１～第４ 略 

 

防災統括室  

 

 

 

記載の適正化  

 

第５節 地震防災上必要な防災知識の普及計画  

（防災統括室、安全・安心まちづくり推進課、教育委員会）  

 

第５節 地震防災上必要な防災知識の普及計画  

（防災統括室、安全・安心まちづくり推進課、教育委員会）  

 

 

 

 

 

過去に南海トラフ沿いで発生した大規模地震を見ると、数時間から数日、あ

るいは約２年間の間隔をおいて発生している場合も見受けられる。また、東日

本大震災においても本震の約１ヶ月後にマグニチュード７．２の余震が発生

し、復旧を遅らせたという事実もある。このように複数の地震が時間差で発生

する可能性があることを考慮し、応急活動、避難者保護、復旧活動における注

意喚起等の対策の検討が必要である。  

県、市町村は、気象庁が①南海トラフ地震臨時情報（調査中）、②南海トラ

フ地震臨時情報（巨大地震警戒）、③南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）

を発表した場合においては、時間差を置いた複数の地震発生に備えて、災害応

急対策を実施する。  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

第１ 略  

 

第２ 県民に対する防災知識の普及  

県民の一人一人が「自らの身は、自ら守る。自分たちの地域は、地域の自分たちで守

る。」という自助・共助の意識を普及させるため、県は、市町村等と協力して、インタ

ーネット（消防庁、県、市町村のホームページなど）、県政出前トークの活用等によ

り、住民等に対する防災知識の普及を図るとともに、市町村等が行う県民等に対する防

災知識の普及に関し必要な助言を行うものとする。  

防災知識の普及は、地域の実態に応じて地域単位や事業所・職場単位等で行うものと

し、その内容は、次の事項を含むものとする。  

１～２ 略 

３ 地域の指定緊急避難場所、指定避難所、避難経路、避難勧告の発令基準など避難に

関する知識 

４～８ 略 

 

第３～第４ 略  

 

第１ 略  

 

第２ 県民に対する防災知識の普及  

県民の一人一人が「自らの身は、自ら守る。自分たちの地域は、地域の自分たちで守

る。」という自助・共助の意識を普及させるため、県は、市町村等と協力して、インタ

ーネット（消防庁、県、市町村のホームページなど）、県政出前トークの活用等によ

り、住民等に対する防災知識の普及を図るとともに、市町村等が行う県民等に対する防

災知識の普及に関し必要な助言を行うものとする。  

防災知識の普及は、地域の実態に応じて地域単位や事業所・職場単位等で行うものと

し、その内容は、次の事項を含むものとする。  

１～２ 略 

３ 地域の指定緊急避難場所、指定避難所、避難経路、避難指示の発令基準など避難に

関する知識 

４～８ 略 

 

第３～第４ 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災 害 対 策 基 本 法

の改正  

 

第７節 広域かつ甚大な被害への備え  

（防災統括室、観光局、まちづくり推進局、教育委員会）  

 

第１ 建築物の耐震性の確保  

政府地震調査研究推進本部地震調査委員会における長期評価によると、南海トラフで

次に発生する地震は多様な震源パターンがあり得るとされ、その中で、最大クラスの地

震（マグニチュード９クラス）の発生は、千年に一度かそれよりも低い確率であるとさ

れている。一方、今後３０年以内にマグニチュード８～９クラスの地震が発生する確率

は７０～８０％に達すると評価されており（２０１９年１月１日現在）、計画的かつ早

急な事前防災対策が必要である。 

南海トラフ巨大地震の被害想定では、本県では津波被害は想定されないため、想定死

者のおよそ９０％が建築物の倒壊等によるものとされている。さらに建築物の倒壊等は、

出火・火災延焼、避難者の発生、救助活動の妨げ、災害廃棄物の発生等の被害拡大の要

因になり得ることから、これらの被害をできる限り減少させるため、奈良県耐震改修促

進計画に基づき建築物の耐震化に重点的に取り組む。  

（「第２章第１３節 建築物等災害予防計画」参照） 

１～３ 略 

 

第２～第６ 略 

第７節 広域かつ甚大な被害への備え  

（防災統括室、文化・教育・くらし創造部、観光局、地域デザイン推進局、教育委員会）  

 

第１ 建築物の耐震性の確保  

政府地震調査研究推進本部地震調査委員会における長期評価によると、南海トラフで

次に発生する地震は多様な震源パターンがあり得るとされ、その中で、最大クラスの地

震（マグニチュード９クラス）の発生は、千年に一度かそれよりも低い確率であるとさ

れている。一方、今後３０年以内にマグニチュード８～９クラスの地震が発生する確率

は７０～８０％に達すると評価されており（令和４年１月１日現在）、計画的かつ早急

な事前防災対策が必要である。 

南海トラフ巨大地震の被害想定では、本県では津波被害は想定されないため、想定死

者のおよそ９０％が建築物の倒壊等によるものとされている。さらに建築物の倒壊等は、

出火・火災延焼、避難者の発生、救助活動の妨げ、災害廃棄物の発生等の被害拡大の要

因になり得ることから、これらの被害をできる限り減少させるため、奈良県耐震改修促

進計画に基づき建築物の耐震化に重点的に取り組む。  

（「第２章第１３節 建築物等災害予防計画」参照） 

１～３ 略 

 

第２～第６ 略 

 

防災統括室  

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正  

 

第８節 地震発生時の応急対策等 

（防災統括室等） 

 

第１ 略 

 

第２ 地震発生時の応急対策 

第８節 地震発生時の応急対策等 

（防災統括室等） 

 

第１ 略 

 

第２ 地震発生時の応急対策 

防災統括室  
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奈良県地域防災計画（地震編） 修正案 新旧対照表 

奈良県地域防災計画（令和２年３月修正） 今回修正 【備考】  

１ 地震情報の収集・伝達 

（１）地震に関する情報の種類 

種  類             内        容 

震源・震度に関する情報  

（気象庁） 

 

 

震度３以上が観測された場合、震源要素、そ

の地域名と市町村名を発表する。なお、震度

５弱以上になった可能性がある市町村の震度

情報が得られていない場合、その市町村名を

発表する。 

各地の震度に関する情報  

（気象庁） 

   

 

震度１以上が観測された場合、震源要素、そ

の観測点名を発表する。なお、震度５弱以上

になった可能性がある観測点の震度情報が得

られていない場合、その市町村名を発表する

。 

その他の情報 

（気象庁） 

地震が多発した場合、震度１以上を観測した

地震回数情報を発表する。  

緊急地震速報 

（気象庁） 

 

地震の発生直後に、各地での強い揺れの到達

時刻や震度を予想し、可能な限り素早く知ら

せる情報。 

奈良県震度情報ネットワー

クシステムの震度 

（奈良県） 

 

奈良県震度情報ネットワークシステムの各震

度計は震度１以上で各市町村の庁舎に表示す

るとともに、県庁へ送信する。観測した情報

は、全てオンライン回線で気象庁へ送られ、

気象庁が速やかに精査した上で発表される。  

 

 

 

（２）地震に関する情報の通知基準 

奈良地方気象台は、次の基準により「震源・震度に関する情報」及び「各地の震度に

関する情報」を県、県警、日本放送協会奈良放送局に通知する。  

 

  ①～② 略 

（３） 略 

（４）伝達系統図 

   地震に対する情報の伝達系統は次頁のとおりとする。  

県防災統括室では、この震度情報を震度１以上で奈良地方気象台に通知する。また、

震度３以上で県内市町村及び消防本部に、震度４以上で消防庁、県警警備第二課及び陸

上自衛隊第４施設団に通知する。 

 

 

 

 

１ 地震情報の収集・伝達 

（１）地震に関する情報の種類 

種  類             内        容 

震源・震度に関する情報 

（気象庁） 

 

 

震度３以上が観測された場合、震源要素、そ

の地域名と市町村名を発表する。なお、震度

５弱以上になった可能性がある市町村の震度

情報が得られていない場合、その市町村名を

発表する。 

各地の震度に関する情報 

（気象庁） 

   

 

震度１以上が観測された場合、震源要素、そ

の観測点名を発表する。なお、震度５弱以上

になった可能性がある観測点の震度情報が得

られていない場合、その市町村名を発表する

。 

その他の情報 

（気象庁） 

地震が多発した場合、震度１以上を観測した

地震回数情報を発表する。  

緊急地震速報 

（気象庁） 

 

地震の発生直後に、各地での強い揺れの到達

時刻や震度を予想し、可能な限り素早く知ら

せる情報。 

奈良県震度情報ネットワー

クシステムの震度 

（奈良県） 

 

奈良県震度情報ネットワークシステムの各震

度計は震度１以上で各市町村の庁舎に表示す

るとともに、県庁へ送信する。観測した情報

は、全てオンライン回線で気象庁へ送られ、

気象庁が速やかに精査した上で発表される。  

※気象庁ホームページでの「震源・震度に関する情報」及び「各地の震度に関する情

報」はどちらかの発表基準に達した場合に両方の情報を発表する。  

 

（２）地震に関する情報の通知基準 

奈良地方気象台は、次の基準により「震源・震度に関する情報」及び「各地の震度に

関する情報」を県に通知する。また、気象庁が「南海トラフ地震臨時情報」（本章第２

節及び第３章第７節参照）を発表した場合も県に通知する。  

  ①～② 略 

 （３） 略 

（４）伝達系統図 

   地震に対する情報の伝達系統は次頁のとおりとする。  

県防災統括室では、この震度情報を震度１以上で奈良地方気象台に通知する。また、

震度３以上で県内市町村及び消防本部に、震度４以上で消防庁、県警警備第二課及び陸

上自衛隊第４施設団に通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化  

 

 

 

 

記載の適正化  
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２ 早期災害情報の収集 

（１）被害状況、避難状況等の迅速・的確な把握  

  被害状況（人的被害、建物被害、道路被害、ライフラインの被害等）や避難状況（避

難勧告等の発令状況、避難者数、避難所の開設状況、避難所の通信や備蓄の状況等）等

の迅速・的確な把握は、災害対応要員の動員、他機関への応援要請、救援物資・資機材

の調達、災害救助法適用の要否等、あらゆる災害応急対策の基本となる重要な事項であ

る。 

（２） 略 

（３）災害時緊急連絡員による情報収集 

県は、平常時から「災害時緊急連絡員」（以下「連絡員」という。）を編成し、県が

災害対策本部を設置するような災害が発生した際には、連絡員に登録されている職員の

中から必要な人員を抽出し、速やかに被災市町村に派遣する。  

被災市町村に派遣された連絡員は、市町村が把握した災害情報、人員、物資等の不足

の程度等の情報について、迅速・的確に県災害対策本部に報告する。また、県災害対策

本部と被災市町村災害対策本部の間の連絡調整等の業務に従事する。  

 

 

 

 

（４）ヘリコプターによる情報収集 

早期に被害の概要を把握するため、県災害対策本部は、必要に応じ、県消防防災ヘリ

コプター及び県警察ヘリコプターにより情報を収集する。また、ヘリコプター・テレビ

システムを活用し、可能な限り映像による情報をヘリコプターから県災害対策本部等に

 

 

 

 

２ 早期災害情報の収集 

（１）被害状況、避難状況等の迅速・的確な把握  

  被害状況（人的被害、建物被害、道路被害、ライフラインの被害等）や避難状況（避

難指示等の発令状況、避難者数、避難所の開設状況、避難所の通信や備蓄の状況等）等

の迅速・的確な把握は、災害対応要員の動員、他機関への応援要請、救援物資・資機材

の調達、災害救助法適用の要否等、あらゆる災害応急対策の基本となる重要な事項であ

る。 

（２） 略 

（３）災害時緊急連絡員による情報収集 

県は、あらかじめ職員を選定し、総括と支援員で構成する「災害時緊急連絡員」を編

成し、県内で震度５弱以上の地震が発生したときは、対象市町村に情報連絡員として派

遣し、被害や災害対応の状況、人的・物的ニーズなどの情報を収集する。  

なお、連絡員のうち支援員は、県内で震度５弱以上の地震が発生したときは、あらか

じめ定められた担当市町村に自動参集し、活動を開始する。  

  市町村に派遣された連絡員は、市町村が把握した災害情報、人員、物資等の不足の程

度等の情報について、迅速・的確に県に報告する。また、県と市町村の間の連絡調整等

の業務に従事する。 

その他、必要な事項については、「災害時緊急連絡員活動マニュアル」に基づくものと

する。  

（４）ヘリコプター等による情報収集 

早期に被害の概要を把握するため、県災害対策本部は、必要に応じ、県消防防災ヘリ

コプター、県警察ヘリコプター及び無人航空機等により情報を収集する。また、ヘリコ

プター・テレビシステムを活用し、可能な限り映像による情報をヘリコプターから県災

表の時点修正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災 害 対 策 基 本 法

の改正  

 

 

 

 

県施策の反映  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  
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伝送する。 

上記ヘリコプターのみでは対応不可能な場合は、県災害対策本部より自衛隊、海上保

安庁、近畿地方整備局、他都道府県に対し、応援を要請する。（「第３章第９節  ヘリ

コプター等の派遣要請及び受入計画」、「第３章第１３節  受援体制の整備」参照）  

    

（５）～（６） 略 

３ 被害状況、避難状況等の調査・報告計画  

（１） 略 

  （２）調査・報告 

   ① 被害状況、避難状況等の調査 

被害状況、避難状況等の調査は、次表に掲げる機関が関係機関及び団体の協

力・応援を得て行う。 

被害状況、避難状況等の調査に当たっては関係機関相互に連絡を密にし、脱

漏、重複のないよう充分留意し、被害世帯数及び人数については現地調査のほか

住民登録と照合する等、的確を期するよう努める。なお、日常的に介護を必要と

する要配慮者の被害状況、避難状況等の調査・把握については、特に配慮する

（要配慮者については、「第３章第４節  要配慮者の支援計画」参照）。 

 

 

調査事項 調査機関 主たる応援協力機関 

１ 人・住家の被害 

２ 避難に関する状況 

（避難勧告・指示等の発令状況、避

難所の開設状況、避難世帯数・避

難者数）  

３～19 略 

 

市町村 

市町村 

 

 

 

略 

 

 

 

 

 

略 

 

② 報告の基準（即報基準） 

市町村等は、下記に該当する災害について、被害状況及び応急措置の実施状況

等を県防災統括室及び県担当課へ報告する。  

(ｱ)災害救助法の適用基準に合致するもの。  

    (ｲ)奈良県または市町村が災害対策本部を設置したもの。  

(ｳ)災害が２都道府県以上にまたがるもので、１の都道府県における被害は軽微

であっても全国的にみた場合に同一災害で大きな被害が生じているもの。   

(ｴ)災害が２市町村以上にまたがるもので、１の市町村における被害は軽微であ

っても全県的にみた場合、同一災害で大きな被害が生じているもの。  

(ｵ)災害による被害に対して国の特別の財政援助を要するもの。  

(ｶ)災害による被害が当初は軽微であっても、今後 (ｱ)から(ｵ)の要件に該当する

災害に発展するおそれがあるもの。 

(ｷ)地震が発生し、区域内で震度４以上を記録したもの。  

(ｸ)その他、災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて報告する必要が

あると認められるもの。       

③ 報告の基準（直接報告基準） 

市町村は、当該市町村の区域内で震度５強以上を記録した場合（被害の有無を

害対策本部等に伝送する。  

上記ヘリコプターのみでは対応不可能な場合は、県災害対策本部より自衛隊、海上保

安庁、近畿地方整備局、他都道府県に対し、応援を要請する。（「第３章第９節  ヘリ

コプター等の派遣要請及び受入計画」、「第３章第１３節  受援体制の整備」参照）   

    

（５）～（６） 略 

３ 被害状況、避難状況等の調査・報告計画  

（１） 略 

  （２）調査・報告 

   ① 被害状況、避難状況等の調査 

被害状況、避難状況等の調査は、次表に掲げる機関が関係機関及び団体の協

力・応援を得て行う。 

被害状況、避難状況等の調査に当たっては関係機関相互に連絡を密にし、脱

漏、重複のないよう充分留意し、被害世帯数及び人数については現地調査のほか

住民登録と照合する等、的確を期するよう努める。なお、日常的に介護を必要と

する要配慮者の被害状況、避難状況等の調査・把握については、特に配慮する

（要配慮者については、「第３章第４節  要配慮者の支援計画」参照）。 

 

 

調査事項 調査機関 主たる応援協力機関 

１ 人・住家の被害 

２ 避難に関する状況 

（避難指示等の発令状況、避難所の

開設状況、避難世帯数・避難者

数）  

３～19 略 

市町村 

市町村 

 

 

市町村（県） 

略 

 

 

 

 

 

略 

 

 

② 報告の基準 

(ｱ) 即報基準 

 市町村等は、次の基準に該当する災害（該当するおそれがある場合を含

む。）について、被害状況及び応急措置の実施状況等を県へ報告する。  

ｱ 災害救助法の適用基準に合致するもの。 

ｲ 奈良県又は市町村が災害対策本部を設置したもの。  

ｳ 災害が２都道府県以上にまたがるもので１の都道府県における被害は軽

微であっても、全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているも

の。 

ｴ 地震が発生し、市町村の区域内で震度５弱以上を記録したもの。  

ｵ 地震が発生し、人的被害又は住家被害を生じたもの。  

ｶ 報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いと認められるも

の。 

(ｲ) 直接即報基準 

 市町村等は、地震が発生し、市町村の区域内で震度５強以上を記録した場

合は、県に加え、直接消防庁に報告するものとする（被害の有無を問わな

い。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災 害 対 策 基 本 法

の改正  

 

 

 

 

 

記載の適正化  
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問わない。）には、県に加え、直接、総務省消防庁に対しても報告するものとす

る。 

（３）市町村防災担当課から県防災統括室への報告  

① 略 

② 災害概況即報 

市町村防災担当課は、即報基準に該当する災害が発生したときは、覚知後３０

分以内で可能な限り早く、分かる範囲で災害に関する第１報を「被害状況報告様

式」により、県防災行政無線等で県防災統括室に報告する。  

また、直接報告基準に該当する災害が発生したときは、直接、総務省消防庁及

び県防災統括室に対して（第４号様式（その１））により報告するものとし、可

能であれば、併せて県防災統括室に「被害状況報告様式」により報告するものと

する。 

③ 被害状況即報 

市町村防災担当課は、即報基準に該当する災害が発生したときは、区域内の被

害状況、避難状況等をとりまとめ、速やかに被害状況即報を「被害状況報告様

式」により、県防災情報システム等で県防災統括室に報告する。 

ただし、定時の被害状況即報等、知事（災害対策本部長）が必要と認めた場合

はその指示に従って報告する。 

④～⑤ 略 

（４）～（７） 略  

４～５ 略 

  

第３～第４ 略 

 

第４ 他機関に対する応援要請  

１ 県または警察本部が地震防災応急対策の実施のため必要な協力を得ることに関し、

締結している応援協定等は次のとおりである。  

（１）県が締結している応援協定等 

（略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）市町村防災担当課から県防災統括室への報告  

① 略 

② 災害概況即報 

市町村防災担当課は、「第２ ３（２）②(ｱ)即報基準」に該当する災害が発

生したときは、覚知後３０分以内で可能な限り早く、分かる範囲で災害に関する

第１報を電子メール、県防災情報システム等により県防災統括室に報告する。 

また、「第２ ３（２）②(ｲ)直接即報基準」に該当する災害が発生したとき

は、直接、総務省消防庁に電子メール等により報告するとともに、併せて県防災

統括室に電子メール、県防災情報システム等により報告するものとする。 

 

③ 被害状況即報 

市町村防災担当課は、「第２ ３（２）②(ｱ)即報基準」に該当する災害が発

生したときは、区域内の被害状況、避難状況等をとりまとめ、速やかに被害状況

即報を電子メール、県防災情報システム等により、県防災情報システム等で県防

災統括室に報告する。 

 

④～⑤ 略 

（４）～（７） 略  

４～５ 略 

  

第３ 略 

 

第４ 他機関に対する応援要請 

１ 県または警察本部が地震防災応急対策の実施のため必要な協力を得ることに関し、

締結している応援協定等は次のとおりである。  

（１）県が締結している応援協定等 

（略） 

・福井県・奈良県災害時等相互応援に関する協定（福井県）  

・災害時における奈良県市町村相互応援に関する協定書（各市町村長等）  

・奈良ＤＭＡＴの派遣に関する協定書（奈良県立医科大学付属病院ほか）  

・災害緊急時におけるヘリコプターの運航に関する協定書  

（朝日航洋、中日本航空、四国航空）  

・災害時の応援に関する申し合わせ（第五管区海上保安本部） 

・災害時における支援に関する協定（奈良県土地家屋調査士会）  

・災害時における被災者支援のための行政書士業務についての協定  

（奈良県行政書士会）  

・災害時における段ボール製品の調達に関する協定（西日本段ボール工業組合）  

・避難所用間仕切りシステムの供給等に関する協定書  

（ボランタリーアーキテクツ・ネットワーク）  

・災害時における揚重作業等の協力に関する協定（揚重工事業協会）  

・大規模広域災害時におけるフォークリフトの提供に関する協定（関西広域連合等） 

・緊急消防援助隊奈良県大隊等の応援出動における食料等の供給に関する協定書  

（市民生活協同組合ならコープ）  

 

 

 

 

 

 

 

時点修正  

 

 

時点修正  

 

 

 

 

時点修正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化・時

点修正  
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（２） 略 

２～３ 略 

 

・災害時における動物救護活動の協力に関する協定書（奈良市、奈良県獣医師会）  

・災害時における宿泊施設の提供に関する協定（奈良県旅館・ﾎﾃﾙ生活衛生同業組合） 

・地震等大規模災害時における解体撤去等の協力に関する協定書  

（奈良県建設業協会）  

・地震等大規模災害時における災害廃棄物処理等の協力に関する協定書  

（奈良県産業廃棄物協会）  

・地震等大規模災害時における災害廃棄物処理等の協力に関する協定書  

（奈良県一般廃棄物事業協同組合）  

・奈良県災害廃棄物等の処理に係る相互支援に関する協定書（各市町村長等）  

・災害時における屋外広告物の応急対策等に関する協定書  

（奈良県広告美術塗装業協同組合）  

・災害時における外国人専用福祉避難所の開設に関する協定書（奈良市）  

・災害時における避難物資等の供給に関する協定書（奈良県ビジターズビューロー） 

・災害時における災害応急対策業務及び建設資材調達に関する包括的協定書  

（近畿地方整備局等）  

・災害時等における相互協力に関する協定書（西日本高速道路株式会社関西支社）  

・奈良県と奈良交通株式会社との協働連携に関する協定書（奈良交通株式会社）  

・災害時における緊急輸送等に関する協定書（奈良県タクシー協会）  

・土砂災害防止のための活動に関する協定書（奈良県砂防ボランティア協会）  

・下水道事業災害時近畿ブロックに関する申し合わせ（近畿２府７県等）  

・大規模災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関する協定  

（全国賃貸住宅経営者協会連合会、日本賃貸住宅管理協会等）  

・地震災害時における被災建築物応急危険度判定士の招集に関する協定  

（奈良県建築士会）  

・災害時等における水道施設の緊急対応業務に関する協定書  

（奈良県建設業協会、奈良県管工事業協同組合）  

（２） 略 

２～３ 略 

 

第１３節 支援・受援体制の整備  

（防災統括室）  

 

第１～３ 略  

 

第４ 大規模広域防災拠点の整備  

  本県の被害が軽微である場合、被害の甚大な近隣府県への支援を行うためにも、被災

地支援の拠点となるヘリポートを併設した陸上自衛隊駐屯地の県南部（五條市）への誘

致活動を進める。 

  また、南海トラフ巨大地震などの大規模災害発生時に、県外からの支援を受けるとと

もに、紀伊半島全体の後方支援拠点としての機能を担う面からも、固定翼機の離発着が

可能な滑走路等を備え、消防学校を併設した県の大規模広域防災拠点の整備を五條市に

おいて進める。加えて、大規模広域防災拠点を活用した救援部隊の移動や物資の輸送及

び避難者の受入れなど他県への広域支援のあり方について検討する。  

 

第１３節 支援・受援体制の整備  

（防災統括室、県土マネジメント部）  

 

第１～３ 略  

 

第４ 大規模広域防災拠点の整備  

   

 

 

  南海トラフ巨大地震などの大規模災害発生時に、県外からの支援を受けるとともに、

紀伊半島全体の後方支援拠点としての機能を担う面からも、固定翼機の離発着が可能な

滑走路等を備えた県の大規模広域防災拠点の整備を、「奈良県大規模広域防災拠点整備

基本計画（令和３年６月）」に基づき、整備する。                               

防災統括室  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県施策の反映  
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第１５節 物資等の確保  

（防災統括室、福祉医療部、産業・雇用振興部、農林部）  

 

第１ 県、市町村、住民の役割分担  

１ 住民の役割  

住民は、食料、飲料水その他の生活必需物資の備蓄に努めなければならない。  

また、東日本大震災の経験から、交通及び物流ネットワークの寸断により、支援物資

がすぐに行きわたらない可能性もあることから、防災の基本である「自らの安全は自ら

が守る」という原則に基づき、１週間分以上の食料、飲料水及び生活必需品を非常時に

持ち出しができる状態で備蓄するよう努める。特に食物アレルギー等の食事に関して配

慮が必要な住民は、平常時から１週間分の分量を自ら確保するように努める。この分量

を確保するためにローリングストック法等によりストックが可能な食料及び生活必需品

を備蓄し、日常生活の中で、継続して備蓄できるように努める。  

（ローリングストック法とは、備蓄用の特別な食料を確保しておく必要はなく、普段食

べている食料を古いものから順に使い、食料を循環させる方法のことをいう。）  

また、家族構成を考慮して、避難するときに持ち出す最低限の生活用品についても併

せて準備するよう努める。  

 

２ 略  

３ 県の役割  

県は、被災住民に供給する生活必需品等の物資及び市町村の要請を受けて必要となる

物資の広域的かつ一元的な調達及び供給を行うための環境及び体制の整備に努めるとと

もに、市町村における計画策定にかかる助言を行う。特に災害発生時に、被災した市町

村へ物資を円滑に供給するために、倉庫協会等の民間の施設及び物流事業者等のノウハ

ウを活用する。  

 

第２ 平常時の物資調達  

県及び市町村は、平常時から災害の発生に際し必要となる物資の調達を、次により行

う。  

１ 市町村の物資調達  

市町村は、供給するのに必要な食料品等の物資の調達を行うために流通業者と協定を

締結する等具体的方法を検討し、災害発生時に被災した住民に物資を円滑に供給するた

めに、迅速かつ的確・適切に対処するための環境及び体制を整える。  

その方法は、おおむね次のとおりとする。  

（１）調達物資の品目・輸送拠点・輸送方法等を明らかにする。また、調達物資の品目に

ついては、高齢者や乳幼児用物資にも配慮する。  

（２） 略  

 

 

（３）調達を行うための調達責任者及び担当者を指定し、その職務権限を明らかにする。 

（４）その他、物資の調達に必要なことを定める。  

２ 県の物資調達  

県は、供給するのに必要な生活必需品の物資の調達を行うための具体的方法を検討し、

速やかに実施するため、倉庫協会、トラック協会と連携し救援物資対応マニュアルの見

第１５節 物資等の確保  

（防災統括室、福祉医療部、産業・観光・雇用振興部、食と農の振興部）  

 

第１ 県、市町村、住民の役割分担  

１ 住民の役割  

住民は、食料、飲料水その他の生活必需物資の備蓄に努めなければならない。  

また、東日本大震災の経験から、交通及び物流ネットワークの寸断により、支援物資

がすぐに行きわたらない可能性もあることから、防災の基本である「自らの安全は自ら

が守る」という原則に基づき、最低３日間、推奨１週間分の食料、飲料水及び生活必需

品を非常時に持ち出しができる状態で備蓄するよう努める。特に食物アレルギー等の食

事に関して配慮が必要な住民は、平常時から最低３日間、推奨１週間分の分量を自ら確

保するように努める。この分量を確保するためにローリングストック法等によりストッ

クが可能な食料及び生活必需品を備蓄し、日常生活の中で、継続して備蓄できるように

努める。  

（ローリングストック法とは、備蓄用の特別な食料を確保しておく必要はなく、普段食

べている食料を古いものから順に使い、食料を循環させる方法のことをいう。）  

また、家族構成を考慮して、避難するときに持ち出す最低限の生活用品についても併

せて準備するよう努める。  

２ 略  

３ 県の役割  

県は、被災住民に供給する生活必需品や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策

に必要な物資等及び市町村の要請を受けて必要となる物資の広域的かつ一元的な調達及

び供給を行うための環境及び体制の整備に努めるとともに、市町村における計画策定に

かかる助言を行う。特に災害発生時に、被災した市町村へ物資を円滑に供給するために、

倉庫協会等の民間の施設及び物流事業者等のノウハウを活用する。  

 

第２ 平常時の物資調達  

県及び市町村は、平常時から災害の発生に際し必要となる物資の調達を、次により行

う。  

１ 市町村の物資調達  

市町村は、供給するのに必要な食料品等の物資の調達を行うために流通業者と協定を

締結する等具体的方法を検討し、災害発生時に被災した住民に物資を円滑に供給するた

めに、迅速かつ的確・適切に対処するための環境及び体制を整える。  

その方法は、おおむね次のとおりとする。  

（１）調達物資の品目・輸送拠点・輸送方法等を明らかにする。また、調達物資の品目に

ついては、要配慮者、女性、子どもにも配慮する。  

（２） 略  

（３）国の物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ備蓄物資や物資拠

点の登録に努め、国、県との情報共有を図る。  

（４）調達を行うための調達責任者及び担当者を指定し、その職務権限を明らかにする。 

（５）その他、物資の調達に必要なことを定める。  

２ 県の物資調達  

県は、供給するのに必要な生活必需品の物資の調達を行うための具体的方法を検討し、

速やかに実施するため、倉庫協会、トラック協会と連携し救援物資対応マニュアルの見

防災統括室  

 

 

 

 

 

 

 

 

防 災 基 本 計 画 と

の整合を図る  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 防災基本計画

修正に基づく  

R2 防災基本計画

修正に基づく  
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直しを随時行い、常に災害発生時に迅速かつ的確・適切に対処するための環境及び体制

を整える。  

その方法は、おおむね次のとおりとする。  

（１）～（２） 略  

 

 

（３）必要に応じ「近畿圏危機発生時等の相互応援に関する基本協定」及び「紀伊半島

３県災害時相互応援協定」に基づく応援調達の内容を具体的に踏まえたものとする。 

 

（４）調達を行うための調達責任者及び担当者を指定し、その職務権限を明らかにする。 

（５）その他、物資の調達に必要なことを定める。  

 

第３～第４ 略 

直しを随時行い、常に災害発生時に迅速かつ的確・適切に対処するための環境及び体制

を整える。  

その方法は、おおむね次のとおりとする。  

（１）～（２） 略  

（３）物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ備蓄物資や物資拠点の

登録に努め、国、市町村との情報共有を図る。  

（４）県及び市町村で応急対応又は応援措置等の実施が困難な場合等必要に応じ「近畿

圏危機発生時等の相互応援に関する基本協定」及び「紀伊半島３県災害時相互応援

協定」に基づく応援調達の内容を具体的に踏まえたものとする。  

（５）調達を行うための調達責任者及び担当者を指定し、その職務権限を明らかにする。 

（６）その他、物資の調達に必要なことを定める。  

 

第３～第４ 略  

 

 

 

 

 

R2 防災基本計画

修正に基づく  

記載の適正化  

 

 

 


